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第１章 計画策定に当たって 

 

１ 策定の趣旨 

総合計画は，宇都宮市の都市経営の最上位の方針となるものであり， 

市民・事業者・行政などの構成員が一体となってまちづくりに取り組むた

め，その基本的な考え方や目指す将来の姿を示し，これからのまちづくり

の指針となる「第６次宇都宮市総合計画」を策定しました。 

 

 

２ 計画の構成 

第６次宇都宮市総合計画は，「基本構想」，「基本計画」，「実施計画」で

構成します。 
なお，本書では，「基本構想」及び「基本計画」を掲載し，「実施計画」

については，別途作成することとします。 
 

（１）基本構想 

「基本構想」は，総合的で計画的な行政運営を図るため，目指すべき  

将来のうつのみや像や，まちづくりの基本方向などを示すもので，“宇

都宮市におけるまちづくりのビジョン（未来像）”と言えるものです。 

 

（２）基本計画 
「基本計画」は，基本構想で定めたまちづくりの基本方向に即して，

将来の「うつのみや像」を実現するために必要な基本的取組を示すもの

で，“宇都宮市におけるまちづくりのプラン（手段・方策書）”と言える

ものです。 
 

（３）実施計画 

「実施計画」は，基本計画に掲げた取組の具体的な進め方を年度ごと

に示すもので，“宇都宮市におけるまちづくりのプログラム（実行予定

表）”と言えるものです。 
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第１章 計画策定に当たって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 目標年次と計画期間 

（１）基本構想 

目標年次：２０５０（平成６２）年を目標年次として，まちづくりの

基本方向を定めます。 
 

（２）基本計画 

計画期間：前期５年，後期５年の計１０年（２０１８（平成３０）   

年度から２０２７（平成３９）年度）とします。社会経済

状況の変化等を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。 

 
（３）実施計画 

計画期間：３年とします。なお，社会経済の状況や事業の進捗状況，

財政状況などを勘案しながら，毎年見直しを行います。 

 

 

 

総合計画の構成イメージ 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

宇都宮市が目指す都市像とそれを実現するための

取組の基本方向を明らかにしたもの 

【中長期的な構想で，議決を経て決定】 

基本構想で定めた目標を実現するための具体的な

取組を体系的に示したもの 

【５～１０年程度の中期計画】 

基本計画で示された取組の具体的な進め方を年度

ごとに明らかにしたもの 

【３年程度の短期計画で，毎年見直し】 
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第２章 宇都宮市の概要 

 

１ 位置と地勢 

① 位置 

    宇都宮市は，栃木県のほぼ中央，東京から北に約１００㎞の距離に位

置し，面積は４１６．８５ で，県土の約６．５％を占めています。 

    南北には東北新幹線，東北自動車道，国道４号が，東西には北関東自

動車道が市内を貫くなど，主要な交通が交差する要衝にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 宇都宮市の位置 】
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第２章 宇都宮市の概要 

 

 

また，国の「国土形成計画」における，東京圏から東北・北海道方面に

向かう国土の新たな発展軸（北東国土軸）と，「首都圏広域地方計画」に

おける，「北関東新産業東西軸」＊の結節点に位置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊北関東新産業東西軸：国土交通省「首都圏広域地方計画」（平成２８年３月）において，

茨城県，栃木県，群馬県の北関東自動車道沿線を「北関東新産業

東西軸」として位置付け，次世代成長産業の育成や，新たな産業

集積地帯の形成，地域特性を活かした観光コンテンツの発信・活

用による国際観光需要の取り込みなどが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

② 地勢 

    広大で肥沃な関東平野のほぼ北端に位置し，高台からは南に関東平野

の地平線，晴れた日には富士山の雄姿を，また，北西には日光連山を望

むことができます。市域の北部には丘陵地帯が連なり，北部から東部に

かけては鬼怒川が貫流し，中央には田川が流れるなど，豊かで美しい自

然に恵まれています。 
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第２章 宇都宮市の概要 

 

２ 市域の変遷 

明治２９（１８９６）年，市域面積１７．９９ で市制を施行したのち，

数回にわたって隣接地域を部分的に編入してきました。 

そして，昭和２８（１９５３）年に施行された「町村合併促進法」によ

り，全国において合併が一気に加速する中で，本市も１１町村との合併を

行い，大幅に市域が拡大しました。 

さらに，地方分権改革に併せ，全国的に市町村合併が積極的に推進され

た，「平成の大合併」では，平成１９（２００７）年に２町と合併し，現

在の４１６．８５ の市域となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 凡 例 》 

①  明治 29 年 4 月～ 

②～⑨  昭和 9 年 1 月～ 

    昭和 28 年 6 月 

⑩   昭和 29 年 8 月 1 日 

⑪    昭和 29 年 8 月 10 日 

⑫    昭和 29 年 9 月 25 日 

⑬    昭和 29 年 10 月 1 日 

⑭    昭和 29 年 11 月 1 日 

⑮    昭和 30 年 4 月 1 日 

⑯    昭和 32 年 4 月 1 日 

⑱    平成 19 年 3 月 31 日 

番号 増減 総面積

①
1896（明治29）年4月1日
市制を施行

17.990

②
1934（昭和 9）年1月1日

河内郡姿川村鶴田の一部を編入
0.476 18.466

③
1939（昭和14）年4月1日

河内郡城山村大字駒生の一部を編入
0.879 19.345

④
1942（昭和17）年7月1日
河内郡平石村大字峰を編入

0.840 20.185

⑧
1952（昭和27）年6月1日
河内郡国本村大字戸祭及び宝木の一部を編入

6.367 31.066

⑨ 0.121 31.187

⑩
1954（昭和29）年8月1日

河内郡平石村を編入
26.160 57.347

⑪
1954（昭和29）年8月10日

芳賀郡清原村を編入
41.780 99.127

⑫
1954（昭和29）年9月25日
河内郡横川村を編入

21.070 120.197

⑬
1954（昭和29）年10月1日
河内郡瑞穂野村を編入

20.000 140.197

⑮
1955（昭和30）年4月1日
河内郡雀宮町(17.40）並びに姿川村(23.90)を編入

41.300 312.857

⑯
1957（昭和32）年4月1日
古賀志町の一部を鹿沼市へ編入

-0.327 312.530

⑰
1989（平成元）年11月10日

改訂（昭和63年全国都道府県市区町村別面積調）
312.16

⑱
2007（平成19）年3月31日

河内郡上河内町，河内町を編入合併
104.68 416.84

⑲
2015（平成27）年3月6日
改訂（平成26年全国都道府県市区町村別面積調）

416.85

（注） ※　小数点第４位以下の計算結果による。 （単位 ： ｋ㎡）

年月日／事由

1949（昭和24）年4月1日
河内郡豊郷村大曽(0.897)並びに，河内郡横川村大字

平松の一部(0.218)を編入

1951（昭和26）年6月1日

河内郡平石村大字上平出及び上越戸新田(0.891)並びに，
河内郡豊郷村大字竹林及び大字今泉新田の一部(0.169)を編入

1952（昭和27）年4月1日

河内郡横川村大字江曽島の一部(1.659)並びに河内郡
姿川村大字西川田及び鶴田の一部(0.679)を編入

1953（昭和28）年6月1日

河内郡豊郷村大字竹林及び大字今泉新田の一部を編入

⑤

⑥

⑦

⑭
1954（昭和29）年11月1日

河内郡城山村(39.70)，豊郷村(25.50)，国本村(25.00)，
富屋村(17.30），並びに篠井村の一部（分村，23.86）を編入

131.360 271.557

2.338 24.699※

1.115 21.300

1.060 22.360
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第２章 宇都宮市の概要 

 

３ 人口及び世帯数の変遷 

    明治２９（１８９６）年に市制を施行した当時の本市の人口は， 

３５，２３３人であり，昭和２９（１９５４）年から３０（１９５５）年

にかけての１１町村との合併に伴い，２２７，８２７人となりました。 

 その後も継続的に人口を増やした本市は，平成１９（２００７）年の２

町との合併により，北関東初の５０万都市となりました。 

 

 

【 人口及び世帯数 】 

 

年次 
面積 

（ ） 

世帯数

（世帯）

人口（人） 
世帯 

当たり 

人員

（人） 

人口 

密度 

（人/ ） 総数 男 女 

1896 年 

（明治 29） 
17.990 6,991 35,233 17,706 17,527 5.04 1,958

1955 年 

（昭和 30） 
312.857 45,143 227,827 113,278 114,549 5.05 728

1966 年 

（昭和 41） 
312.530 69,863 272,956 134,696 138,260 3.91 873

1996 年 

（平成 8） 
312.160 156,955 436,165 218,306 217,859 2.78 1,398

2006 年 

（平成 18） 
312.160 183,132 458,185 229,212 228,973 2.50 1,468

2016 年 

（平成 28） 
416.850 217,977 519,283 259,322 259,961 2.38 1,246
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第２章 宇都宮市の概要 

 

４ 圏域における本市のポテンシャル 

    本市は，歴史的・地理的条件により，古くから交通の要衝として発展

してきており，現在は，北関東の中核都市として，経済・情報・教育・

文化・医療福祉・行政など様々な都市機能が集積しています。 

    都市圏の定義の一つである都市雇用圏＊で見ると，宇都宮都市圏は１５

市町にまたがり，圏域の人口は１１２万人となり，単独の中核市の都市

圏では最大の人口規模を有しています。 

こうした特性から，本市の市域を越えて，近隣の市町など広域的な視

点においても，経済や生活，交流などの拠点として，圏域の発展をリー

ドする役割を担っています。 

 

 

 

【 中核市の都市圏の人口比較 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊都市雇用圏：中心市を設定した上で，その都市に通勤する人が一定割合（１０％以上）

いる周辺市町村を合わせて都市圏と定義します。 
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第２章 宇都宮市の概要 

 

【 宇都宮市への通勤・通学圏 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 宇都宮市の商圏 】 
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

（１）少子・超高齢社会の進行，人口減少局面への突入 

我が国の総人口は，出生数が長期にわたり減少傾向にあることや死亡 

者数の増加等を背景に，本格的な人口減少局面に入っています。 
本市の総人口は，過去５０年間増加を続けていますが，既に死亡数が出

生数を上回る自然減の状態となっており，将来人口推計では，２０１８（平

成３０）年の約５２万人をピークに減少に転じると見込まれています。 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市の総人口と人口増減率の推移 

宇都宮市の出生数・死亡数及び自然増減の推移 

518,594

14.5

3.0
1.8 1.3
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出典：国勢調査

出典：宇都宮市政策審議室（推計）
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宇都宮市の将来人口推計 
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

本市の年齢別人口構成の推移を見ると，６５歳以上の老年人口が増加す

る見込みであるのに対し，０～１４歳の年少人口，１５～６４歳の生産年

齢人口は減少していくと推計されます。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇都宮市の年齢別（５歳階級）人口の将来推計 
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本市の男女別人口は，総人口で見ると女性の人数が男性をやや上回って

いますが，年齢別人口を比較すると，２０～４９歳では，男性の人数が女

性よりも約１０，０００人（約１．１倍）多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の合計特殊出生率の推移を見ると，長期にわたり低下傾向にありま

したが，２０００（平成１２）年～２００５（平成１７）年頃にかけて底

打ちし，近年は上昇傾向にあります。また，全国，県よりも高い水準で推

移しています。 
しかしながら，人口を維持するために必要な，合計特殊出生率２．０７

との間には大きな開きがある状況です。 
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本市の世帯数は，これまで増加を続ける一方，一世帯あたりの人数は減

少傾向にあり，特に近年は，６５歳以上の単身世帯が大きく増加していま

す。 
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今後の人口減少局面においても，世帯数全体は一定期間増加するもの 

と見込まれ，特に，６５歳以上の高齢者単身世帯の増加率が、他と比較し

て高くなると見込まれます。 
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本市の転入・転出の動向を見ると，栃木県内の市町からの転入が転出を

大きく上回っています。 

一方で，本市から東京圏（東京都，千葉県，埼玉県，神奈川県）への転

出超過が特に大きくなっています。 
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今後，出生率が回復しても，数十年間は総人口の減少が避けられな

い中で，高齢者が急激に増加することにより，医療・介護・福祉需要

や社会保障関係経費の増加，地域コミュニティの弱体化等を招くこと

が懸念されます。 
また，年少人口と生産年齢人口の減少により，労働力をはじめ様々

な分野における担い手の不足が生じ，地域経済の縮小や生活利便性の

低下，それらの影響による若い世代の東京圏への転出超過の拡大など，

地域の活力低下につながることが懸念されます。 
 
 

（２）地域経済の状況 

わが国の産業構造は，経済のグローバル化による国際競争の激化や，製

造業の海外生産比率の高まり，事業所の再編・統合，ＩＣＴの進展等によ

り，大きく変化しています。 

このような中，本市の市内総生産と経済成長率の推移を見ると，リーマ

ンショックや東日本大震災などの影響により，増減がありますが，概ね横

ばいで推移しています。 

市内総生産の構成を見ると，全国平均に比べ第２次産業の割合が高く，

２０１３年の第２次産業と第３次産業の割合は，おおよそ４：６となって

います。 
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本市の産業別構成比を見ると，従業者数で構成比率が高い産業は，卸売

業・小売業（２３．１％），続いて製造業（１６．７％），宿泊業・飲食サ

ービス業（９．１％）となっています。 

売上金額では，卸売業・小売業，製造業の比率が高く，続いて医療・   

福祉（１１．８％）となっています。 

付加価値額で構成比率が高い産業は，製造業（２３．５％），卸売業・

小売業（２１．４％），医療・福祉（８．３％）の順になっており，製造

業は，卸売業・小売業と比較して少ない従業員数でより多くの付加価値額

を生み出していると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の市内総生産の見通しについては，２０４０（平成５２）年まで   

２兆５,０００億円以上を維持しますが，その後は減少し，２０５０（平成

６２）年に約２兆３,５００億円の経済規模になると見込まれます。 
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宇都宮市の市内総生産の将来推計 

出典：宇都宮市政策審議室（推計）
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本市の農業の基盤である農地面積と担い手である農家戸数の推移を見

ると，農地面積は年々減少傾向にあり，この２０年間で１割減少し，また，

農家戸数は１９９０（平成２）年の８，６４７戸から２０１５（平成２７）

年には５，２１８戸と，約４割減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の観光入込客数の推移を見ると，２０１１（平成２３）年に 

東日本大震災の影響で大きく落ち込みましたが，その後は増加を続けて 

います。宿泊者数についても同様に，近年は増加傾向にあります。 
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わが国では，人口減少により，国内における市場拡大が難しくなる

と予想される中，人口減少の進行と併せて，本市から東京圏へ若年層

を中心とした流出超過の状況が今後も続くと，市内の各産業において，

人材不足の顕在化や競争力の低下などにより，本市経済が縮小してい

くことが懸念されます。 

一方で，広域的な交流の活発化や全国的な外国人旅行者の増加傾向

などから，本市への来訪者についても，今後，増加していくことが想

定され，これらに的確に対応することで，観光や産業など，本市の経

済活動の活性化につながることが期待されます。 
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（３）安全・安心への意識の高まり 

２０１１（平成２３）年３月に発生した東日本大震災は，本市にも甚大

な被害をもたらしました。また，近年，局所的な豪雨や火山災害など，自

然災害が頻発しており，安全・安心に対する意識が高まりを見せています。 

このような中，国においては，今後３０年間に約７０％の確率で発生 

するとされている「東海・東南海・南海地震」や，首都直下地震による大

きな被害が生じることが想定される中，国土強靭化に向けた取組が推進さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後３０年間の震度６弱以上の地震の発生確率 

栃木県とその周辺の主な被害地震 

出典：地震調査研究推進本部 

出典：地震調査研究推進本部 
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   近年頻発・激甚化する自然災害などを背景として，市民の安全・安

心意識が高まっており，暮らしの安全・安心を確保する取組について

も今後，重要性が増していくことが想定されます。 

また，高齢者の単身世帯が増加していくことが見込まれ，地域コミ

ュニティにおける防災や防犯力の向上など，支え合いの必要性が一層

高まっていくことが想定されます。 

 

 

（４）環境・エネルギーの意識の高まり 

宇都宮市域における温室効果ガス排出量は，２００５（平成１７）年を

ピークに減少傾向にありますが，１９９０（平成２）年度と２０１２（平

成２４）年度を比較すると２６．６％の増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１時間降水量 50mm 以上の短時間強雨の全国 1,000 地点における年間発生回数 

出典：宇都宮市地球温暖化対策実行計画区域施策編
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全国の平均気温の動きを見ると，１００年間で約１度上昇しており， 

本市では，都市化の影響もあり，２度以上上昇しています。 

地球温暖化について，国連の「気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣ

Ｃ)」の第５次評価報告書では，「疑う余地が無く」，気候変動を抑制する

ためには、「温室効果ガスの排出を大幅かつ持続的に削減する必要がある」

としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の焼却ごみ排出量の推移を見ると，２００３（平成１５）年をピー

クに減少に転じ，さらに，プラスチック製容器包装の分別開始に伴い，  

２０１０（平成２２）年に大きく減少しましたが，近年は横ばい傾向にあ

ります。 
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地球規模で環境問題が深刻化する中，国においては，新たなエネル

ギー政策の推進と，それに基づく新たな温室効果ガスの削減目標，地

域間の連携・循環，自然と人間の共生を重視した新たな政策などが打

ち出されています。 

本市においても，低炭素型・循環型の都市づくりや，エネルギーの

地産地消による，「自立分散型」の地域社会の構築など，持続可能な社

会を実現するための取組の重要性が一層高まっています。 

 

 

 

 

（５）土地利用と交通の変化 

本市の土地利用の状況を見ると，人口増加やモータリゼーションの進展

に伴い，市街地（建物用地）は１９７６（昭和５１）年から２０１４   

（平成２６）年の約４０年間で４，５００ｈａから１１，５００ｈａへと

約２．５倍に拡大し，都市機能が郊外へ分散して立地している一方で，農

地や緑地，森林は約６，０００ｈａ減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宇都宮市の建物用地と農地・緑地分布の推移 
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

 

本市の市街地の状況を見ると，人口の増加と比例して人口集中地区（Ｄ

ＩＤ）が拡大し，同時に中心部と郊外部における密度のメリハリが少なく

なってきています。 
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.89 8.76 8.71 8.69 8.68 8.68 8.68 8.68 

38.88 38.33 37.83 37.13 36.33 35.41 34.43 33.19 

8.25 7.46 7.05 6.58 6.29 5.95 5.56 5.19 

14.10 14.20 14.44 14.70 14.46 14.18 13.80 13.43 

2.60 3.97 4.69 5.64 6.98 8.51 10.27 12.24 

15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 15.17 

4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 

2015
(平成27)年

2020
(平成32)年

2025
(平成37)年

2030
(平成42)年

2035
(平成47)年

2040
(平成52)年

2045
(平成57)年

2050
(平成62)年

市街化区域面積全体：９２．６７ｋｍ２ 単位：ｋｍ２

公共空地 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15% 5.15%

道路・交通施設用地 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37% 16.37%

その他空地 2.81% 4.29% 5.07% 6.08% 7.53% 9.19% 11.08% 13.21%

商業用地 15.22% 15.33% 15.59% 15.86% 15.60% 15.30% 14.89% 14.49%

工業用地 8.91% 8.05% 7.61% 7.10% 6.79% 6.42% 6.00% 5.60%

住宅用地 41.96% 41.37% 40.82% 40.06% 39.20% 38.21% 37.15% 35.82%

自然的土地利用 9.59% 9.45% 9.40% 9.38% 9.37% 9.37% 9.36% 9.36%

市街化区域における土地利用の見通し 

出典：宇都宮市政策審議室（推計）
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第３章 宇都宮市の現状や時代潮流の変化と展望 

 

 

本市の交通手段分担率を見ると，１９９２（平成４）年から２０１４（平

成２６）年にかけて，自動車の割合が約１４ポイントと他の交通手段に比

べて大きく増加している一方で，自転車と徒歩の分担率は大きく減少して

おり，自動車の依存が強くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では，これまで人口増加を背景に市街地が拡大してきましたが，

今後，人口減少に転じることで，中心市街地をはじめとした市内各地域

の空洞化による利便性の低下が懸念されます。 

また，超高齢社会が進行し，自動車の運転に不安を抱える高齢者の増

加が見込まれる中で，公共交通への転換が進まない場合，移動の確保が

困難になる市民が増加することが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市の交通手段分担率の推移 

１９９２年 

２０１４年 
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第１章 基本構想の策定の目的 
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第２章 目標年次 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 

１ 基本的な考え方 

「まちづくりの重点課題」を設定し，それらが解決された望ましい状態

として「まちづくりの基本方向」，その状態に到達したときの本市の姿を

「将来のうつのみや像（都市像）」として示します。 

 

 

２ まちづくりの重点課題 

本市の現状の分析や時代潮流，社会経済情勢の変化等により，２０５０

年を見据え，これからのまちづくりを進めるに当たっての重点課題を，次

のとおり設定します。 

 

① 次代を築く人づくり 
今後，子育て世代の減少や少子化が進行することにより，まちの活力が

低下することが懸念されており，確かな学力，豊かな人間性などを育む学

校教育や，生涯にわたる学習活動の促進により，本市を支える様々な分野

の人材を育成・確保していくことが求められています。 

また，市民が結婚し家庭を築き，子どもを生み育てたいという希望をか

なえられ，子どもが健やかに成長することができる社会の実現が求められ

ています。 
 

② 健康づくりと福祉の充実 

本市の人口構造は，今後，２０２５年には団塊世代，さらに２０５０年

には第２次ベビーブーム世代が後期高齢者になるなど，高齢者の割合が大

幅に高まっていくことが見込まれます。 

そのような中にあっても，市民が自立し，尊厳を保ちながら暮らせるま

ちを実現していくため，市民一人ひとりが健康づくりに取り組むとともに，

高齢者や障がい者など市民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる

環境整備を進めていくことが求められています。 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 

③ 安全・安心な地域づくり 
近年頻発する自然災害への対応をはじめとして，日常生活全般の安全・

安心の取組や危機への備え，災害発生時に迅速に対応できる強くしなやか

な都市の構築を進めていくことが求められています。 

また，少子・超高齢社会の進行や，世帯構成や行動様式の変化，人間関

係の希薄化などにより，地域の課題は複雑化・多様化していくことが懸念

される中，市民個人の多様な価値観が尊重されながら，主体的に参加でき

る様々な活動機会の確保や，官民の連携による協働の推進などが求められ

ています。 

 

④ 都市の個性づくりのさらなる強化と魅力の発信 
今後，全国的な人口減少の進行に伴い，本市への転入者についても減少

が見込まれる中で，都市の活力を維持していくためには，先人から受け継

いだ歴史や文化などの魅力ある地域の資源を活用しながら，まちの活気や

賑わい，本市に対する愛着をさらに高めていくことが求められています。 

また，これらの取組の積極的な発信などにより，観光を目的とした来訪

者などの増加による交流人口の拡大をはじめ，移住者の増加を図っていく

ことが求められています。 

 

⑤ 地域経済を支える産業の活性化と環境調和型社会 

の構築 
生産年齢人口が減少し，幅広い分野での「人材」の不足が見込まれる中

にあっても，持続可能な社会を実現するためには，市内経済を活性化し，

地域の発展を支える各種産業の振興を図ることで，市民の所得向上や安定

した雇用を確保していくことが求められています。 
また，こうした経済活動と併せて，市民，事業者等との連携・協力によ

る，低炭素・循環型社会の実現に向けた取組の推進など，環境に配慮した

行動を着実に実践し，自然環境と調和した豊かな暮らしを将来世代に確実

に引き継いでいくことが求められています。 
 

⑥ 骨格の強い都市の形成 

少子・超高齢社会の進行により，人口構造が変化する中にあっても，市

民生活の質を維持・向上し，持続的に発展できるまちを実現するためには，

長期的な視点に立ち，誰もが暮らしやすい利便性の高い拠点の形成などに

よる魅力ある都市空間の創出と，市民や来訪者が快適に移動できる交通ネ

ットワークの構築が求められています。 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 

３ まちづくりの基本方向 

目標年次である２０５０年の目指すべき状態について，６つの「まちづ

くりの重点課題」が解決された望ましい状態を，それぞれの視点ごとに「ま

ちづくりの基本方向」として示します。 

 

① 安心して出産・子育てができる環境が整い，次世代の「人づくり」が充

実し，誰もが生涯にわたって主体的に学ぶことができる 

「子育て・教育の未来都市」の実現 

・ 市民の結婚や妊娠・出産，子育てに対する希望がかなえられ，すべて

の子どもが愛され健やかに成長できる社会が実現しています。 

・ 子どもから大人まで誰もが夢や希望を持ち，その実現に必要な様々 

な教育を享受できる社会が構築されるとともに，教育の充実により，あ

らゆる分野において必要な人材が継続的に輩出されています。 

 

② 医療・福祉が充実し，誰もが健やかで生きがいを持って自立した生活を

送ることができる 

「健康・福祉の未来都市」の実現 

・ 市民一人ひとりはもとより，地域や事業者などにおいても，健康に対

する高い意識が醸成され，社会全体で健康づくりに取り組まれており，

誰もが元気で心身ともに豊かで充実した生活を送っています。 

・ 生涯を安心して暮らすために必要な保健・医療・介護・福祉などのセ

ーフティネットが安定して確保され，生活を支える福祉がきめ細かく行

き渡り，高齢者や障がい者をはじめとするあらゆる市民が，安心して自

立した生活を送っています。 

 

③ 危機への備えが万全で，地域のつながりや支え合いが大切にされ，日 

常生活において誰もが不安なく，安全・安心を実感して暮らせる 

「安全・安心の未来都市」の実現 

・ 様々な災害に対応できる強靭なインフラと，あらゆる危機に迅速で着

実に対応できる体制が整えられるなど，安全な社会が構築されています。 

・ 地域の住民が互いの信頼のもと，地域の課題を主体的に解決できるコ

ミュニティと支え合うネットワークが構築されており，全ての市民が多

様な価値観を尊重し合いながら，住み慣れた地域で安心して暮らしてい

ます。 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 
④ 地域資源の魅力を創造・発信し，人や情報が行き交い活力が生まれる 

「魅力創造・交流の未来都市」の実現 

・ 先人から受け継いだ歴史や文化を大切にしながら，「大谷」をはじめ

とする本市の様々な地域資源が国内外において認知され，信頼，愛着

が獲得されるなど，宇都宮ブランドが確固たる地位を確立していると

ともに，人々の盛んな交流によりまちに活気と活力が生み出され，市

民の郷土への誇りや愛着がさらに高まっています。 

 

⑤ 地域の確固たる経済力の維持・発展と環境に優しい都市の実現が両立

する 

「産業・環境の未来都市」の実現 

・ あらゆる時代潮流の変化に柔軟に対応できる産業都市が構築される

とともに，市内の農・工・商・サービス業などの各種産業が強みを活

かしながら新たな価値を創造し続けています。 

・ 市民の誰もが“「もったいない」のこころ”を持って環境負荷の低減

を意識して行動し，市内に存在する豊かな自然環境を身近に感じられ

るとともに，低炭素型・循環型の地域社会が構築されています。 

 

⑥ 魅力ある都市空間の創造と骨格の強い交通ネットワークが構築された 

「交通の未来都市」の実現 

・ 二荒の森を中心に発展してきた本市の顔となる都市拠点には，多様

で魅力的な都市機能が備わり，また，それぞれの歴史や成り立ちを踏

まえた各地域の拠点にも，日常生活の利便性向上に資する都市機能の

集積や居住の誘導が進んでいます。 

・ 市民や来訪者が行きたいところへ自由で快適に移動できる，全国に

誇れる総合的な交通ネットワークが完備されています。 

  

37



第３章 まちづくりの目標 

 

 

４ 将来のうつのみや像（都市像） 

「まちづくりの基本方向」で示した目指すべきまちの状態に到達した 

ときの本市の姿を，「将来のうつのみや像（都市像）」として描き，まちづ

くりに関わる全ての主体が共有し，力を合わせて実現を目指します。 
 

輝く人の和 つながるまちの環 魅力と夢の輪 うつのみや

 

また，「まちづくりの基本方向」で示した６つの「未来都市」の実現に

向けた取組の推進にあたっては，それぞれの取組が密接につながり，相互

に連携・補完し，「人づくり」と「まちづくり」を一体的に進めることで，

各未来都市の実現に向けた取組が他の未来都市の実現にも好影響をもた

らす，まちづくりの好循環を生み出していきます。 

 

 

輝く人の和 

《イメージ》 

・ 子どもから高齢者まで，全ての市民の個性が尊重され，社会や身近な 

地域の中で力を合わせながら，健康で生きがいを持って生活できるまち 

・ 市民が主体的な学びを通して，個性や能力を高め，発揮できるまち 

 

つながるまちの環 

 《イメージ》 

  ・ 世代を越えた人と人のきずなや地域のつながりが強く，支え合いによ 

る安全・安心を実感して生活できるまち 

・ ＬＲＴをはじめとした交通ネットワークの充実により，市内の各地域 

がつながり，多様なライフスタイルを実現できるまち 

・ 先人たちから受け継いだ多様な地域資源を，責任を持って守り育て， 

次世代に引き継がれていくまち 

 

魅力と夢の輪 

《イメージ》 

・ 市民が地域に愛着や誇りを持ち，自然・歴史・文化などの地域資源を 

活用し，それらの魅力を発信することができるまち 

・ 本市の産業が地域経済の活性化と安定した雇用を確保し，市民が夢を 

持って自分の将来を描くことができるまち 

・ 国内外に開かれた環境のもとで，人やもの，情報が行き交い，さらに 

新たな価値の創出につながる好循環を生み出すまち 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

・ この図は，「まちづくりの基本方向」で示した６つの未来都市のつながり

と，相互の連携・補完により，「人づくり」，「まちづくり」を一体的に推進

することで，まちづくりの好循環を創出するイメージを表しています。 
・ 図の各未来都市をつなぐ線と中心の星形は，未来都市の各分野が相互に

もたらす好影響と「人づくり」，「まちづくり」の一体的な推進を表すとと

もに，基本構想の目標年次である２０５０年においても，全国の都市の中

で宇都宮市が輝く「星」の姿をイメージしています。 

「まちづくりの好循環」のイメージ 
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第３章 まちづくりの目標 

 

 

５ 都市空間の姿 

人口減少，少子･超高齢社会が進行する中にあっても，将来にわたって

市民生活の質を維持・向上し，安全・安心で持続的に発展できるまちを実

現するため，宇都宮市のこれまでの成り立ちや地域の持つ歴史・文化，地

域コミュニティなど，それぞれの地域が持つ個性や特性を生かしながら，

今後の人口規模・構造の変化に適合した本市独自の多核連携型による都市

空間の姿である，「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指しま

す。 

本市の都市構造は，高度な都市機能が集積した中心部と，それを囲み中

心部から放射状に伸びた道路や市内を巡る環状の道路網などで結ばれた

古くから発展してきた地域（合併前の旧町村）から成り立っています。 

こうした都市構造を踏まえ，中心市街地や，各地域の既存コミュニティ，

産業団地，観光地など，地域特性を踏まえた各種の拠点を形成します。 

また，都市の骨格となる交通から日常生活の身近な移動を支える交通ま

で，階層性を持った総合的な交通ネットワークによって拠点間の連携・補

完を図るとともに，交通結節機能の強化を図ります。 

これらの「拠点化」，「ネットワーク化」を一体的に進めることで，コン

パクトなエリアにおいて，市民生活に必要な機能を充足できるとともに，

市民生活の質や，都市としての価値・活力を高めることのできる都市空間

を形成します。 

併せて，市民の多様な暮らし方やライフスタイルを尊重しながら，メリ

ハリのある居住地を維持・形成するとともに，郊外に広がる農地や森林な

どの豊かな自然環境を維持・保全します。 
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第４章 将来のうつのみや像の実現に向けて 

 

 

「将来のうつのみや像（都市像）」の実現に向けて，本市を構成する各

主体が，まちづくりに取り組むうえでのそれぞれの役割を定めます。 

また，各主体が目標を共有し，役割と責任を担い合い，お互いの特性や

能力を発揮しながら連携・協力して取り組んでいく，「協働のまちづくり」

を推進します。 

 

１ 各主体の役割 

○ 市民 

・ 地方自治の主役であるという認識のもと，一人ひとりが互いに助け 

合い，家族の幸せ，地域の幸せ，市民全体の幸せについて主体的に考え

るとともに，公共的活動に積極的に関わりを持つなど，自立と互助の精

神に基づいて行動します。 

 

○ 団体 

・ 地域活動団体＊1 は，地域内の市民の意見の集約を図り，その地域に

おける公共的課題の解決に努めます。 

・ 非営利活動団体＊2 は，自らの公共的活動を行うとともに，他の公共

的活動を先導し，連携・協力しながら，その補完に努めます。 

 

○ 事業者＊3 

・ 宇都宮市の一員であるという認識のもと，誠実な企業活動や教育・  

研究活動により，良質な商品，サービスなど様々な価値を創造するとと

もに，知識・技術を活用できる人材の育成に努めます。 

・ また，従業者等のワーク・ライフ・バランスに配慮しつつ，自らも公

共的活動に協力し，積極的な社会貢献活動を通して，地域社会との信頼

関係や協力関係を深めていきます。 

 

○ 行政 

・ 市民の負託を受けた公共の担い手として，多様な主体の意志や活動 

に基づく自治の実践と自治能力のさらなる向上に努め，市政運営に取り

組みます。 

・ きめ細かな行政サービスや，新たな行政課題への対応，そして，魅  

力と活力あるまちづくりをより積極的に行っていくため，行財政基盤の

強化を図るとともに，複雑かつ多様化，高度化する行政課題や市民ニー

ズに対し，効果的・効率的な取組を徹底し，市民満足の向上を図ります。 
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第４章 将来のうつのみや像の実現に向けて 

 

 

２ 協働によるまちづくりの推進 

（１）各主体間の連携による協働の推進 

・ 各主体は，社会や地域の中で，互いに話し合い，助け合い，及び

連携して取り組むなど，協働の推進に努めます。 

・ 協働の推進に当たっては，各主体が取組に関する情報を積極的に

発信し，その共有を図るなど，協働しやすい環境の整備に努めます。 

 

（２）広域的な協働の推進 

・ 行政は，社会環境の変化に対応するため，市域を越えて市町等と

協調・連携しながら，市民サービスの利便性向上や効率的で柔軟な

行政運営を進めます。 

・ それぞれの市町等が持つ特性や資源，連携による相乗効果やスケ

ールメリット等を活かし，産業や観光，文化・スポーツなど様々な

分野において相互の持続的発展につながるよう広域的な協働の推進

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 地域活動団体：地域の公共的な課題の解決及び地域住民の連携を図るため，自主的に

活動を行う地域に根ざして形成された団体 

  ⇒地域まちづくり組織，婦人会，自治会など 

＊2 非営利活動団体：公共的な課題に関して，自主的に活動を行う団体で地域活動団体以

外の非営利に活動する団体 

  ⇒特定非営利活動法人（ＮＰＯ），法人格を持たない団体，各種ボランティア団体など 

＊3 事業者：市内において事業活動を行うもの 

⇒個人事業者，企業，大学等の研究機関を含む 
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第１章 基本計画の策定の目的 
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第２章 計画の構成と期間 
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅰ 人口の見通し 

 

１ 総人口 

 
 
  本市の総人口は，国や栃木県の総人口と同様に，今後，

減少に転じていく見込みです。 
  既に，自然動態では死亡数が出生数を上回っており，

社会動態で転出数が転入数を上回ると，総人口の減少が

始まり，基本構想の目標年次である２０５０（平成６２）

年には，約４５万人になると推測されます。 
  今後，出生率が２.０７まで上昇し，東京圏に対する転

出超過が解消されれば，人口５０万人を維持するものと

見込まれます。 
 

 

＜総人口の推計＞                 （単位：人） 
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基本計画期間

人口のピーク

基本構想の

目標年次趨勢型

展望型

【展望型の条件】

・出生率が，２０３０（平成４２）年までに１.７２，２０５０（平成

６２）年までに２.０７に上昇

・東京圏に対する転出超過が，２０５０（平成６２）年までに均衡
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第３章 計画のフレーム 

 

 

２ 年齢構造別人口 

 
 
  今後，本市では少子・超高齢社会の本格化が予想され，

年齢別人口の構成比は，これまで同様，老年人口比率が

高まり，年少人口及び生産年齢人口の比率は低下するも

のと見込まれます。 
  また，老年人口においても，２０２５（平成３７）年

頃を境に，後期高齢者が前期高齢者の数を上回ると推測

されます。 
 

 

 ＜人口構成比の推計＞              （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,976 66,050 60,041 54,794 

324,876 317,908 312,378 303,155 

125,345 134,093 138,763 143,569 
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基本計画期間

年少人口

生産年齢
人口 

老年人口
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅰ 人口の見通し 

 

＜参考＞基本計画期間における人口ピラミッドの予測 （単位：人） 
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第３章 計画のフレーム 

 

 

３ 世帯 

 
  世帯数は，宇都宮市と上河内町・河内町が合併した直

後の２００８（平成２０）年には約２０万５千世帯であ

ったが，それから約１０年経った２０１５（平成２７）

年には約２１万７千世帯に増加しています。 
  今後は，人口減少局面においても，世帯数全体は一定

期間増加するものと見込まれ，特に，単身高齢世帯は増

加率が他と比較して高いと見込まれます。 
 

 

＜世帯の推計＞                  （単位：世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220,067 226,195 229,773 231,155 

54,535 55,861 57,488 57,568 

20,509 23,451 25,814 28,318 
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基本計画期間
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅰ 人口の見通し 

 

４ 昼夜間人口 

 
  昼間人口及び夜間人口については，これまで，いずれ

も増加傾向にありましたが，都市圏人口の減少や市外へ

の通勤・通学者の増加，また，本市の人口減少の進行に

より，今後，減少が見込まれ，昼夜間人口比率もゆるや

かに減少していくものと見込まれます。 
  しかし，今後も昼夜間人口比率は１００％を上回るも

のと見込まれており，広域的な圏域における本市の中心

性は維持されるものと考えられます。 
 

 

＜昼夜間人口の推計＞               （単位：人） 

 

 

 

 

 
 
〔参考〕流入人口及び流出人口の推移                                （単位：人） 
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※昼夜間人口比率・・・夜間人口（常住人口）に対する昼間人口の割合であり，１００を超えているときは通勤・

通学者の流入超過，１００を下回っているときは流出超過を占めす。 
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第３章 計画のフレーム 

 

 

５ 都市圏人口 

 
  本市への通勤率が１０％以上の市町を都市圏として，

周辺の本市を含む１６市町から構成される都市圏の人口

は，本市を上回るスピードでの減少が推測されており，

２０１７（平成２９）年の約１０９万人から，２０２７

（平成３９）年には約１０４万人まで減少するものと見

込まれます。 
  また，２０～４９歳の男女差については，約２万人の

差があり，今後もその差を保ちながら人口の減少が進む

ものと見込まれます。 
 

 

 ＜都市圏人口の推計＞              （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,097,027 1,072,779 1,041,300 1,005,565 
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男性(全年齢)    547,293

女性(全年齢) 549,733

男性(20～49歳) 212,284

女性(20～49歳) 191,323

男性(全年齢)    535,318

女性(全年齢) 537,461
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女性(全年齢) 521,730

男性(20～49歳) 182,015

女性(20～49歳) 160,659

基本計画期間

１０年間の人口減少率：約５％（本市のみでは約１.７％）
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅱ 経済・財政の見通し 

 

 １ 従業人口 

 
  従業人口の推計に当たっては，「『日本再興戦略』改訂

２０１５」を踏まえた女性従業率の上昇や，高年齢者雇

用安定法の改正（平成２５年４月施行）の影響による  

６０～６４歳の従業率の上昇を考慮して推計していま

す。 
  従業人口は，２０１７（平成２９）年の約２４万１千

人から，２０２７（平成３９）年には約２４万５千人に

なると見込まれます。 
 

 

 ＜従業人口・構成比の推計＞           （単位：人） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
2018 

(平成 30)年 
2019 

(平成 31)年
2020 

(平成 32)年
2021 

(平成 33)年
2022 

(平成 34)年
2023 

(平成 35)年
2024 

(平成 36)年 
2025 

(平成 37)年
2026 

(平成 38)年
2027 

(平成 39)年

第 1 次産業 2.04% 1.97% 1.89% 1.82% 1.74% 1.67% 1.59% 1.52% 1.44% 1.37%
第 2 次産業 21.30% 20.71% 20.11% 19.77% 19.43% 19.08% 18.74% 18.39% 18.06% 17.72%
第 3 次産業 76.65% 77.32% 77.99% 78.41% 78.83% 79.25% 79.67% 80.09% 80.50% 80.91%

251,724 246,815 245,496 241,106 

5,333 4,301 3,357 2,644 

55,094 47,947 43,507 39,618 

191,297 194,567 198,632 198,845 

0

150,000

300,000

合計 第1次産業 第2次産業 第3次産業

基本計画期間
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第３章 計画のフレーム 

 

 

２ 市内総生産 

 
  市内総生産は，従業人口の推計を踏まえて算出すると，

生産性２０１４（平成２６）年の約２兆９,５００億円か

ら，ゆるやかに減少し，２０２７（平成３９）年に約２

兆８,７００億円の経済規模になると見込まれます。 
  ただし，従業者１人当たりの生産性が直近５年間の推

移を維持し，向上を継続する場合には，生産性向上ケー

スのように推移していくものと見込まれます。 
 

 

 ＜市内総生産の推計＞             （単位：億円） 

 

 

 

 

 

３ 市民所得総額・市民１人当たり所得額 
 

市民所得総額は，２０１７（平成２９）年の約１兆９,６００億円から 
      ２０２７（平成３９）年には約１兆８,５００億円になると見込まれます。

また，市民１人当たり所得額は，２０１７（平成２９）年に約３７７万円でピークとな

り，２０２７（平成３９）年には約３６２万円になると見込まれます。 
 

31,125 32,325 32,857 32,717 29,429 

29,417 28,843 28,689 28,176 

0

10,000

20,000

30,000

生産性向上ケース 趨勢型

推計値

基本計画期間
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅱ 経済・財政の見通し 

 

４ 財政の見通し 
 
       全国の多くの地方自治体が，高齢化の進行による扶助費の増加，人口減 
      少による産業・経済面での活力低下などに伴い，深刻化する財政状況の中

で，厳しい都市経営を余儀なくされています。 
 このような中，平成２８年度決算において，本市の財政力指数は中核市４８市中３位，

経常収支比率は２９位，自主財源比率は３位に位置しています。また，財政健全化法に

おいて，財政判断の基準となる４つの指標はいずれも健全化基準を下回っています。 
 今後とも，歳入面においては，自主財源の根幹をなす市税の確保はもとより，広告収

入など，新たな収入の確保に取り組みながら，市政運営に必要な財源を確保し，歳出面

においては，施策・事業の優先化・重点化を図るとともに，市債残高の抑制や基金の涵

養など，健全な財政運営のために設定した財政指標の目標値の達成に向けて取り組むこ

とにより，持続可能で健全性の高い財政運営が確保できると見込まれます。 
 

 

＜財政力指数ランキング（中核市）＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宇都宮市 0.96

 豊 橋 市 0.96
 岡 崎 市 0.99
 豊 田 市 1.11

 川 越 市 0.96

 越 谷 市 0.92

 柏  市 0.94
 船 橋 市 0.95
 八王子市 0.94

 豊 中 市 0.90
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第３章 計画のフレーム 

 

基本計画期間（前期）

基本計画期間（前期）

基本計画期間（前期）

 

＜一般会計収入の見通し＞ 

  

 

 

 

 
 

＜一般会計歳出の見通し＞ 

 

 

 

 

 
 

＜普通会計市債残高の見通し＞ 

 

 

 

93,694 95,352 

11,922 12,205 

47,870 49,417 
2,960 1,902 

45,054 44,476 

0

50000

100000

150000

200000

2017
(平成29)年

2018
(平成30)年

2019
(平成31)年

2020
(平成32)年

2021
(平成33)年

2022
(平成34)年

その他

地方

交付税

国・県

支出金

市債

市税

201,500 203,352
(100万円)

53,613 54,666 

30,579 31,010 
13,970 13,958 
27,614 26,500 

75,724 77,218 

0

50000

100000

150000

200000

2017
(平成29)年

2018
(平成30)年

2019
(平成31)年

2020
(平成32)年

2021
(平成33)年

2022
(平成34)年

その他

投資的

経費

公債費

人件費

扶助費

201,500 203,352
(100万円)

118,745 123,419 

0

50,000

100,000

150,000

2017
(平成29)年

2018
(平成30)年

2019
(平成31)年

2020
(平成32)年

2021
(平成33)年

2022
(平成34)年

(100万円)

（2017（平成 29）年度「宇都宮市中期財政計画」より）
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第３章 計画のフレーム 

 

Ⅲ 土地利用の見通し 

 

＜土地利用の推計＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017
(平成 29)年

2018
(平成 30)年

2019
(平成 31)年

2020
(平成 32)年

2021
(平成 33)年

2022
(平成 34)年

2023
(平成 35)年

2024 
(平成 36)年 

2025
(平成 37)年

2026
(平成 38)年

2027
(平成 39)年

公共空地 2.02% 2.02% 2.02% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03% 2.03%

道路・交通施設用地 6.23% 6.25% 6.27% 6.28% 6.29% 6.29% 6.30% 6.30% 6.31% 6.31% 6.31%

その他空地 3.81% 3.97% 4.14% 4.30% 4.37% 4.44% 4.51% 4.58% 4.65% 4.73% 4.82%

商業用地 5.52% 5.51% 5.51% 5.50% 5.51% 5.52% 5.52% 5.53% 5.54% 5.55% 5.55%

工業用地 2.78% 2.72% 2.66% 2.60% 2.56% 2.53% 2.50% 2.47% 2.44% 2.41% 2.37%

住宅用地 14.74% 14.71% 14.68% 14.65% 14.62% 14.59% 14.56% 14.53% 14.49% 14.45% 14.41%

自然的土地利用 64.92% 64.83% 64.73% 64.64% 64.62% 64.60% 64.58% 64.56% 64.54% 64.52% 64.51%

 

単位：ｋｍ
２

270.62 269.28 268.89 

61.43 60.82 60.06 

11.58 10.56 9.89 
23.00 23.00 23.14 
15.86 18.52 20.07 
25.97 26.23 26.32 
8.40 8.45 8.47 

公共空地

道路・交通

施設用地

その他空地

商業用地

工業用地

住宅用地

自然的

土地利用

市域総面積：４１６.８５ｋｍ２

基本計画期間
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第３章 計画のフレーム 

 

 

１ 自然的土地利用 
 

自然的土地利用には，農業地・森林地・集落地が含まれ，今後，都市的 
土地利用が進むことで，２０１７（平成２９）年の２７０．６２ｋｍ２

から，２０２７（平成３９）年には２６８．８９ｋｍ２まで減少すると見込まれます。 
 

 

２ 住宅用地 
 

住宅用地については，居住環境の整備を推進するとともに，ネットワー 
ク型コンパクトシティの形成に向けて，市街化区域や地域拠点に居住の誘

導を図りながら，市街地における低・未利用地の有効活用を促進するなど，適正な土地

利用の推進が必要です。 
２０１７（平成２９）年の６１．４３ｋｍ２から，今後，人口減少に伴って空き家（そ

の他空地）が増加し，２０２７（平成３９）年には６０．０６ｋｍ２まで減少すると見

込まれます。 
一方で，空き家を含むその他空地については，２０１７（平成２９）年の１５．８６

ｋｍ２から，２０２７（平成３９）年には２０．０７ｋｍ２まで増加すると見込まれます。 
 

 

３ 工業用地・商業用地 
 

工業用地については，環境の保全や情報社会の進展による技術の高度化 
などを踏まえつつ，ＬＲＴの整備やバス路線の再編などを考慮し，交通利

便性の高いエリアなどへの立地を促進しながら，適正な土地利用を図ることが必要とな

ります。今後，工場移転や業種転換などによって，２０２７（平成３９）年までに，約

１．７ｋｍ２減少することが見込まれ，跡地の活用が求められます。 
商業用地については，市街地における商業の活性化を図るため，市街地再開発等によ

る高度な土地利用や，地域の特性，周辺環境，景観などと調和のとれた適正な土地利用

が必要となります。今後，２０１７（平成２９）年の２３．００ｋｍ２から，２０２７

（平成３９）年の２３．１４ｋｍ２まで，ほぼ横ばいで推移すると見込まれます。 
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第４章 都市空間形成の基本方針 

 

基本認識・方針 

 
本市が目指す都市空間の姿である「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に当

たっては，地域特性を踏まえた各種の都市機能が集積した拠点を形成する「拠点化の

促進」と，階層性を持った総合的な交通ネットワークによって拠点間の連携・補完を

進める「ネットワーク化の促進」，市民の多様な暮らし方やライフスタイルを尊重し

た「土地利用の適正化」を一体的に進めることにより，コンパクトなエリアで日常生

活に必要な機能が充足し，市民生活の質や，都市としての価値・活力を高めることの

できる都市の実現を目指します。 

 

＜『ネットワーク型コンパクトシティ』の概念図＞ 
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第４章 都市空間形成の基本方針 

 

 
  拠点化の促進 

本市の都市としての成り立ちを踏まえ，以下のような『拠点』を配置・形成し，

地域特性に応じた機能や居住の誘導・集約，拠点間の連携・補完により，市全体と

して市民生活に必要な機能を充足できる都市を形成します。 

 拠点化の考え方 

都市拠点 ・ 高次で多様な機能を備えた拠点として，都市の活力や競争力をけん引し，中枢性や広域性を備

えた都市拠点を形成します。 

・ 日常生活圏域を超えた広範な地域を対象とする，高度で専門的な医療・福祉機能や，全市的・

広域的な交流や賑わいを創出する商業・業務，教育・文化機能などを集積します。 

【中心市街地】 

 

・ また，合わせて，都市拠点の周辺に位置し，都市拠点と役割分担を図りながら日常生活に必要

な各種の機能を備えるエリアを『都市拠点圏域』とします。 

 ※ 都市拠点圏域 

都市拠点周辺の内環状線の付近に位置し，都市拠点と強い関連性を持ちながら互いに

連担している地域については，個々に拠点を設定するのではなく，一つの「都市拠点圏

域」として位置付けます。 

【昭和・東・錦・西・中央・今泉・西原・簗瀬・城東・宝木・細谷・戸祭・桜・富士見・ 

明保・宮の原・陽東・峰・石井・泉が丘・御幸・御幸が原の各地域】 

地域拠点 ・ 地域の成り立ちや歴史的なつながり・一体性などを踏まえ，地域特性に応じた身近な機能を集

積した地域拠点の形成を図ります。 

・ 各拠点の中心の目安は，公共交通の結節点である鉄道駅や主要な幹線道路等の結節点，地域に

おけるコミュニティ施設を基本とします。 

・ 「食料品・日用品を買う（商業機能）」「入出金・振込をする（金融機能）」「医者にかかる（医

療機能）」などの日常生活に密着した都市機能を集積します。 

【河内，陽南・緑が丘，姿川・陽光，雀宮・五代・若松原，豊郷，清原，瑞穂野，上河内，篠井，

富屋，国本，城山，平石，横川の各地域に設定】 

産業拠点 ・ 本市が人口減少の局面にあっても経済的な発展が可能となるよう，高い生産性や付加価値，競

争力などを生み出すことができる，高度な産業，研究開発機能や流通業務機能などが集積した産

業拠点の形成を図ります。 

・ 幹線道路や公共交通などの利便性が高く，地域特性や周辺環境と調和した拠点の形成を図りま

す。 

・ 各産業拠点には，立地する事業者の活動の活性化に資するインフラや施設の充実を図るととも

に，都市拠点や地域拠点から基幹・幹線交通によるネットワークを構築し，アクセス性を高めて

いきます。 

【清原工業団地】【宇都宮工業団地】【河内工業団地】【瑞穂野工業団地】【河内中小工業団地】 

【テクノポリスセンター地区】【インターパーク地区】【宇都宮インターチェンジ周辺地区】 

 

・ 新たな事業者の進出や市内立地企業の事業拡大を促すとともに，市外への流出を抑制するため，

既存の産業拠点を中心に新たな産業用地創出について検討し，拠点化を促進します。 
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第４章 都市空間形成の基本方針 

 

基本認識・方針 

 
観光拠点 ・ 地域固有の自然や歴史，伝統・文化等の地域資源を生かした特色ある地域空間を有する観光拠

点の創出を図ります。 

・ 公共交通の利便性を確保するとともに，インターチェンジなどによる自動車でのアクセス性に

優れた拠点の形成を図ります。 

【大谷周辺地域】 

交通結節点

周辺 
・ 鉄道駅やＬＲＴのトランジットセンターなどの交通結節点周辺については，地域特性を活かし

た交流促進等につながるよう，拠点化を促進します。 

 
 

  ネットワーク化の促進 
都市拠点と各拠点間を結ぶ放射状の基幹・幹線公共交通を基軸に，支線公共交通

等が効率よく連携した階層性を有する「公共交通ネットワーク」を構築するととも

に，交通の円滑化や経済活動の活性化を促す「道路ネットワーク」の構築により，

バランスのとれた交通ネットワークを形成します。 

また，隣接する拠点間においても，地域特性に応じた交通で結び，それぞれの役

割を補完しあう関係を構築することで，全ての市民が，各拠点の生活利便施設に円

滑で快適にアクセスできる移動環境を形成します。 

  さらに，広域的な交通ネットワークの形成を促進することで，近隣・近郊の都市

はもとより，県外の主要都市との広域連携軸の形成・強化に努めます。 

 
  居住地の形成 

今後，人口減少社会を迎える中で，街なかや郊外，農村など，それぞれの地域が

将来にわたって持続的に発展していくため，都市拠点や地域拠点，拠点間を結ぶ幹

線交通軸の沿線などに緩やかに居住の集約を図っていくとともに，子育て世代の郊

外居住や田園居住などのゆとりある居住の場を形成することにより，ライフスタイ

ルやライフステージに応じた多様な暮らし方が選択できる都市の実現を目指しま

す。 
これらの実現に当たっては，拠点化とネットワーク化による将来都市構造や都市

基盤の状況などの地域特性，地域の成り立ちを踏まえるとともに，既存の生活利便

機能や都市基盤などのストック活用を基本としながら，それぞれの地域特性に応じ

た居住環境を維持・形成します。 
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第４章 都市空間形成の基本方針 

 

 

 
  土地利用の適正化 

「ネットワーク型コンパクトシティ」の形成に向け，土地利用に当たっては，市

街地の無秩序な拡大を抑制しながら，「生産性と公益的機能が確保された農用地・

森林の保全」，「市民生活の質の向上に資する住宅地の形成」，「広域的な都市圏の発

展をリードする工業地の形成」，「個性的な商業・業務地の形成」を図るとともに，

本市の中枢性・存在感の向上につながる高度な都市機能の受け皿となる「中心市街

地の形成」を進めます。 

このような「土地利用の適正化」を図ることにより，都市的機能と自然環境が調

和した土地利用を目指します。 
 

○ 農用地・森林 

農作物や木材の生産をはじめ，水資源の涵養機能や防災機能，さらには，保健休

養機能，大気保全機能などの公益的機能が，適切に確保できる農用地，森林の保全

を図ります。 
 

○ 住宅地 

市民生活の質の向上に資する地域の特性に応じた良好な住宅地の形成を図ります。 
 

○ 工業地 

広域的な都市圏の発展をリードする環境にも配慮した工業地の形成を図ります。 
 
○ 商業・業務地 

地域の特性を踏まえながら，個性や特色のある商業・業務地の形成を図ります。 

また，中心市街地においては，本市の中枢性や存在感の向上につながる高度な都

市機能の集積の受け皿として，商業・業務地の形成を図ります。 

 
将来都市空間形成イメージ図 
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 ２ ＩＣＴで暮らしもまちも元気 

 ３ ブランド発掘・創造・発信 
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まちづくり好循環プロジェクトの位置付け 
  第６次総合計画基本構想で定める「まちづくりの基本方向」における「まちづくりの好循環」

の加速化を図ることで，「将来のうつのみや像（都市像）」の実現を目指し，特に効果が高い先

導的な取組や複数の分野の連携が不可欠な横断的な取組，他の分野への波及効果が高い取組な

どを「まちづくり好循環プロジェクト」としてまとめています。 
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    子 育 て ・ 教 育 の 未 来 都 市 

     健 康 ・ 福 祉 の 未 来 都 市 

     安 全 ・ 安 心 の 未 来 都 市 

   魅 力 創 造 ・ 交 流 の 未 来 都 市 

     産 業 ・ 環 境 の 未 来 都 市 

        交 通 の 未 来 都 市 

６

つ

の

未

来

都

市

生産年齢人口の減少（労働力） 少子化の進行・若い世代の流出超高齢社会の到来

人口減少・人口構造の変化 
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Project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 
・教育 

 健康 
・福祉 

・医療 

 
   

ね
ら
い 

◎ 本市が目指す都市の姿「ネットワーク型コンパクトシティ」（ＮＣＣ）の形成による都

市構造の強みを活かし，少子超高齢社会においても，高齢者・障がい者・子どもなどすべ

ての人が暮らしやすく，生きがいを持った「地域共生社会」を創出する。 

現
状
と
取
組
の
方
向
性 

・ ２０２５（平成３７）年には団塊の世代が後期高齢者となり，２０５０（平成６２）年

には第２次ベビーブーム世代が後期高齢者となる。 
・ 平均寿命の延びや技術の進展により，担い手としての高齢者の活躍が期待される。 
⇒ 総合的な福祉サービスの提供に向けて，地域包括ケアシステムの深化を図る。 

・ 生活困窮者への対応，特に，子どもの貧困対策として，貧困の連鎖解消が必要である。

 ⇒ すべての子どもが夢と希望を持って成長していける社会の実現を図る。 

・ ＬＲＴと合わせたバス路線の再編や地域内交通の拡充，さらには，各公共交通間の乗り

継ぎ利便性向上の検討を進めている。 
・ 立地適正化計画等に基づき，拠点への都市機能や居住の誘導に取り組んでいる。 
⇒ 生活利便機能の誘導や快適にアクセスできる移動環境を形成する。 

分  野

日常生活支援総合事業の推進 

学習支援事業の充実 

奨学金制度の充実 ひとり親家庭への支援（手当） 

高齢者・障がい者の外出支援

認知症対策の推進 

☆地域療養支援体制の整備

【子どもを守り育てる社会づくり】 

・ 市民が貧困に陥ることを防ぎながら，貧困の状
態の解消を図る。 

・ 貧困が世代を超え連鎖しないよう学習や経済，
就労に係る支援など多様な対策を講じる。 

【誰もが安心して移動できる社会づくり】 

・ 自動車に頼らず生活できる都市の基盤を確立
し，行きたいところに移動できるまちを目指す。

・ 高齢者や障がい者，子ども等の交通弱者に対
し，外出支援や公共交通の利便性向上を図る。

「ＮＣＣが支える共生社会」の創出に向けて， 
対象者と目的を整理し，取り組むテーマを設定 

子ども・若者へのモビリティマネジメント 

実施中・着手済み（今後，拡充する取組を含む）凡例

生活困窮者に対する就労準備支援 

高齢者のモビリティマネジメント 

☆ＬＲＴ整備に合わせた通学区
域のさらなる弾力化の検討 

☆外出を支援するベンチ
の設置 

【地域包括ケアシステムの推進】 

・ 今後，高齢者が一層増加することを見据え，介
護保険サービスや認知症対策などの充実を図る。

・ また，地域における療養支援の体制の整備を進
めながら，併せて拠点となる地域への都市機能の
集積や居住の誘導を行う。  
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安心 

・協働 
・共生 

 魅力 
・交流 

・文化 

産業 
・環境   

 

都市空間 
・交通 

    

 

 

別  計  画 （ 政  策  分  野 ） 

≪「ＮＣＣが支える共生社会創出」プロジェクトのイメージ図≫

若年者雇用マッチングの推進 

公共交通の乗り継ぎ円滑化 

拠点の都市機能の集積 
（医療，福祉，日常生活等の施設）

☆幹線交通軸沿線への居住誘導

☆ＬＲＴの東側整備 

●ＬＲＴの西側整備 

☆交通ＩＣカードの導入 

☆ＬＲＴに関する交通安全 
教育の実施 

ひとり親家庭への支援（就労） 

 

 

就労支援に係る相談の充実

※ 厚生労働省及び地域包括ケア研究会より画像引用 

深化

地域包括ケアシステムのイメージ 

☆：５年以内に事業の具体化（又は完了）を図るもの  ●：具体化（又は完了）に時間を要するもの

空き家の利活用 

就労希望高齢者への対応 

住宅セーフティネット 

バス路線の充実や地域
内交通の拡充 
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Project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 
・教育 

 健康 
・福祉 

・医療 

 
    

ね
ら
い 

◎ 今後，本市が生産年齢人口の減少下においても，ＩＣＴの恩恵を受ける環境を構築する

ことで，ＡＩ，ＩｏＴ，ドローン等の技術がヒトやモノの活動をサポートし，様々な分野

における市民の身近な暮らしの利便性向上や活力あるまちの形成を図る。 

現
状
と
取
組
の
方
向
性 

・ ＡＩ，ＩｏＴ等による生産性の向上が期待される。 
・ 廉価で汎用性の高い新たな通信規格の出現により，モノのインターネット化の普及しや

すい環境が整えられつつある。 
 ⇒ 劇的に進展しているＩＣＴの多方面での活用に向けて，ＩＣＴ環境の構築を図る。 
・ ドローンなどの新技術は実証実験を通した社会への実装が進んでおり，多方面での活用

が期待される。 
・ ＡＩ技術の発展が進み，２０２０年頃には，ロボットや自動車などは熟練した動きと自

動化が可能となる見込みである。 
 ⇒ ＡＩ，ロボット，ドローン等の導入により，生活の利便性向上や産業の振興を図る。

分  野

【市民の身近な生活の利便性向上】 

・ 市民が安心して快適に暮らせるよう，ＩＣＴを
活用した安全で安心な環境づくりを行う。 

 
・ 子どもや高齢者の見守り活動や，ＡＩ・ロボッ

ト・ドローン等の導入による担い手不足の解消
や，道路，河川等の安全確認を行う。 

【新たなサービス創出を通した産業の振興】 

・ ＩＣＴの経済分野で活用を図るため，ＩＣＴを
活用できる人材の育成を行う。 

 
・ 先行して実施している農業をはじめ，中小企業

の物流・製造業，小売・卸売，観光など様々な分
野におけるＩＣＴの活用促進を図る。 

ＩＣＴによるヒト・モノの活性化に向けて，段階

と分野を整理し，取り組むテーマを設定 

実施中・着手済み（今後，拡充する取組を含む）凡例

☆ＩｏＴ環境の基盤整備の促進 
 

●ＩｏＴ等を活用した子ども・高齢者の見守り 

☆ＩＣＴ人材の育成 

社会福祉施設におけるＩＣＴ化の促進 

学校のＩＣＴ化の推進 

☆各種ポイント事業と交通
ＩＣカードの連動 

【ＩＣＴの恩恵を享受できる環境の構築】 

・ 市民生活や企業活動に大きな変化をもたらす
ＩＣＴを活用し，あらゆる分野において利便性・
生産性を高めるため，ＩｏＴ環境の構築などを促
進する。 

ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略。情報通信技術 
ＩｏＴ：Internet of Things の略。モノのインターネット 
ＡＩ：Artificial Intelligence の略・人工知能 

レセプト等のビッグデータを
活用した保健事業の展開 
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 ネットワーク
 （インターネット上） 

個人 企業 

遠隔での確認・操作

ビッグデータを解析
新産業を創出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
安心 

・協働 
・共生 

 魅力 
・交流 

・文化 

産業 
・環境   

 

都市空間 
・交通 

    

 

 

別  計  画 （ 政  策  分  野 ） 

≪「ＩＣＴで暮らしもまちも元気」プロジェクトのイメージ図≫

☆：５年以内に事業の具体化（又は完了）を図るもの  ●：具体化（又は完了）に時間を要するもの

☆コールセンターにおける 
ＡＩの活用 

☆ＩＣＴを活用した災害対応 

ＳＮＳを活用した市の魅力の発信 

中小企業のＩＣＴ化促進支援 

ＩＣＴを活用した農業の促進 

☆ドローンを活用したＰＶ
撮影等の魅力発信 ☆産業分野のドローン活用 

☆交通ＩＣカードの導入 

 

ＩＣＴを活用した市民の市政参画と市民協働の促進 

☆ＩＣＴを活用した省エネ・
再エネの推進 

 身の周りの様々な

モノの情報が，セン

サやカメラなどによ

り，ネットワークに

集められる。

 集積・蓄積された

情報（ビッグデータ）

は，遠隔での確認・

操作に利用されるほ

か，ＡＩなどにより

分析される。 

 分析結果等が製品

やサービスに活用さ

れることで，社会生

活がより便利で豊か

になる。 

様々なモノとヒトがつながる

☆ＩｏＴ，ドローン等の活用
による道路・橋梁，上下
水道などのインフラの
保守点検等 
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Project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て 
・教育 

 健康 
・福祉 

・医療 

 
    

ね
ら
い 

◎ 少子化が進行する中，若い世代の流出の抑制に対応するため，市民が誇りを持って住み続

け，さらに，市外の人たちに対し積極的に本市の良さをＰＲし，本市が人や企業に選ばれる

まちとなるよう，誰もが活躍できる社会を創出するとともに，都市の魅力を磨き上げ，宇都

宮ブランドの発掘・創造・発信を推進する。 

現
状
と
取
組
の
方
向
性 

・ 「大谷」をはじめとする地域資源のさらなる活用やジャパンカップサイクルロードレース

など，宇都宮市の強みを活かした取組が進められている。 
 ⇒ 地域資源等を最大限活用し，市内外に本市魅力の発信を行う。  
・ 東京圏に対し，人口は転出超過の状態にあり，特に若い世代の転出が目立っている。 
 ⇒ 東京圏への転出超過の対策として，ＵＪＩターンや移住・定住の取組を推進する。  
・ ２０～４９歳において男性より女性が１０,０００人程度少ない現状となっている。 
・ ２０～３０歳代の女性は今後１０年以内に１０,０００人程度減少する見込みである。 
 ⇒ 女性も男性も活躍し，輝き続けることができる，魅力あるまちづくりに取り組む。 

 

分  野

【宇都宮暮らしの魅力向上・発信による移住・

定住の促進】 
・ 宇都宮市が誇る「住まう」「働く」「育てる」

「楽しむ」などの“住みよさ”を市内外に発信
する。  

・ 特に，東京圏に対する若年層を中心とした転
出超過の状況を踏まえ，東京圏から宇都宮市へ
の戦略的な移住・定住の促進を図る。 

【女性が活躍できる社会の構築】 

・ 女性の活躍が進むことで，多様な価値観や創意
工夫がもたらされ，より一層，宇都宮市が輝き続
けることができるよう，女性が活躍できる社会の
構築を目指す。 

宇都宮ブランドの発掘・創造・発信に向けて，

コンテンツを整理し，取り組むテーマを設定 

実施中・着手済み（今後，拡充する取組を含む）凡例

救急医療体制の維持・構築

地域ごとの名所を巡る 

ウォーキングマップの活用 

子育てしやすい環境整備の促進 

地域の魅力を学ぶ機会の創
出（郷土愛の醸成） 

☆ダブルケアに対する支援 

☆LRT 沿線の子育て支援，福祉機能の整備 

☆保育士等の女性の雇用促進支援 

教育環境の充実 

【「大谷」，「ＬＲＴ」，「自転車のまち」など地域

資源のフル活用】 
・ これからも人や企業に選ばれるため，本市特有

の地域資源である「大谷」や「ＬＲＴ」などをフ
ル活用したまちづくりを進める。 
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別  計  画 （ 政  策  分  野 ） 

≪「ブランド発掘・創造・発信」プロジェクトのイメージ図≫

男女共同参画の推進 

ワークライフバランスの支援 

プロスポーツチームと連携
した自治会への加入促進 

外国人との交流拡大 

若年夫婦・子育て世帯家賃補助 

住宅取得の補助 

大谷石産業の観光活用 大谷石を活かした景観形成

☆大谷周遊拠点の創出 

大谷夏いちごの販路拡大 

農コン事業 

☆女性が働きやすい環境の創出 
（オフィス系企業の立地促進等） 

サイクルスポーツの振興 自転車利用環境の整備 

空き家の利活用 

大谷石採取場跡地の冷熱
エネルギーの活用 

インバウンド観光の推進 

経済・観光分野における広域連携の推進 

創 造

発 掘 発 信 

☆LRT 沿線の産業振興 

☆LRT とスポーツ・文化施設
等の地域資源を活用した
新たなツーリズムの創出 

●トランジットセンター等に
おけるまちなか情報の発信

☆お試し居住の推進 

ＵＪＩターンの促進 災害に強いまちづくりの推進 

 

☆：５年以内に事業の具体化（又は完了）を図るもの  ●：具体化（又は完了）に時間を要するもの

☆LRT 沿線における低炭
素化の促進 

☆ＬＲＴの東側整備 

●ＬＲＴの西側整備 

77



 
 

 

78



基 

本 

計 

画 

第
３
部 

基
本
計
画 

 第 章 基本計画の策定の目的 

 第 章 計画の構成と期間 

 第 章 計画のフレーム 

第 章 都市空間形成の基本方針 

 第 章 好循環プロジェクト 

 第 章 分野別計画 

 第 章 計画の着実な推進に向けて 

第  
 

章 

 

分野別計画 

 １ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

  Ⅰ 子育て・教育・学習 分野 

  Ⅱ 健康・福祉・医療 分野 

  Ⅲ 安心・協働・共生 分野 

  Ⅳ 魅力・交流・文化 分野 

  Ⅴ 産業・環境 分野 

  Ⅵ 都市空間・交通 分野 

 ２ 各政策の柱を支える行政経営基盤 
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第６章 分野別計画 

 

分野別計画体系（イメージ） 

 

政策の柱  Ⅰ 「子育て・教育の未来都市」の実現に向けて 

       （子育て・教育・学習 分野） 

 

 戦略事業 

 

基本施策  １ 愛情豊かに子どもたちを育む 

 

 施  策  ① 子ども・若者の育成環境の充実 

         ■ 施策目標 

         ■ 施策指標 

 

  基本事業  ×××××××××××××××× 

  

  構成事業  ×××××××××××××××× 
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第６章 分野別計画 

３～５年程度

「まちづくりの目標」の
実現に必要な土台を作る。 ２０５０年の 

まちづくりの目標

現在 

10 年後
の状態 ありたい状態 

Ａ

Ｃ

Ｂ

直近の数年間で想定される様々な 
トピック（顕在化する課題）への対応 

達成に向けて効果の高い 
取組を戦略事業として整理

フォアキャスト 

バックキャスト 

様々なトピック
への対応 

 

戦略事業 

   基本構想の６つの未来都市の実現に向けて，基本計画における政策の柱（政策分野）をけ

ん引する政策効果の高い取組 

 
【イメージ】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の指標 

 

 

 

 

 

 

 
指標の 
分類 

投入量 
インプット 

活動量 
アクティビティ

産出物 
アウトプット

直接成果 
アウトカム 

最終成果 
アウトカム 

考え方 
決算・人員など
の資源 

行政活動 行政活動の結果，
産出されたもの 

産出物が生み出す
直接的な成果 

目指す最終成果 

 
施策指標 基本施策指標

※ 基本計画で設定する指標については，前期期間の終了時点となる平成３４年を目標年次に設
定しており，基本計画の改定時（後期）において，平成３９年の目標値を改めて設定する。 
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第６章 分野別計画 
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第６章 分野別計画 

１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

（子育て・教育・学習 分野） 

 

 

 

 

基本施策１ すべての子ども・若者を健やかに育成する 

基本施策２ 確かな自信と志を育む学校教育を推進する 

基本施策３ 生涯にわたる学習活動を促進する 

基本施策４ 誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむ社会を実現する 
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第６章 分野別計画 

 

政策の柱 子育て・教育・学習 

～「子育て・教育の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本格的な人口減少局面への対応として，少子化の流れを変えるため，結婚や家庭，

子どもを持つことに夢を持ち，市民の結婚，妊娠，出産，子育ての希望がかなえ

られる取組が必要 

● 子ども・子育て支援施策を推進し，安心して子どもを生み育てられる環境の充

実・強化が必要 

● 子どもの貧困・貧困の連鎖など，顕在化する社会的問題への対応が必要 

● 変化の激しいこれからの社会を生き抜く力を児童生徒に育成するための取組や

体制の整備が必要 

● 児童数に応じた学校整備や老朽化対策など，適正な教育環境の確保に取り組むこ

とが必要 

● 学校・家庭・地域の連携・協働体制の強化や，地域全体で家庭教育を支える仕組

みづくりが必要 

● 東京オリンピックや栃木国体などの機運も生かし，スポーツへの興味・関心の高

揚や，様々なスポーツ活動の場の創出に取り組むことが必要 

● 結婚，妊娠，出産，子育ての支援が充実し，市民の希望がかなえられる環境が

整備されている。 
● 保育サービスが充実し，市民の子育てと仕事の両立ができる社会が構築されて

いる。 
● 社会的援助・養護を必要とする家庭への支援体制が整備され，生活が安定し子

どもが健全に成長できる環境が整えられている。 
● 小中一貫教育・地域学校園の取組が充実し，知・徳・体のバランスの取れた資

質・能力や未来を生き抜く力を育成する教育が展開されている。 
● 適切な施設整備等により，子どもたちが安心して快適に学習できる教育環境が

整備されている。 
● 学校・家庭・地域が互いに連携・協働し，地域全体で学び合い育ち合う教育活

動に取り組む環境が整っている。 
● 市民がスポーツ活動への興味・関心を持ち，ライフステージ等に応じたスポー

ツ活動の推進に取り組んでいる。 
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事業名称 取組のねらい・概要 

○産前・産後サポート体制

の充実 

出産や子育てに関する悩みの相談や精神

的なサポートなどが受けられるよう，不妊治

療や妊婦健診，赤ちゃん訪問などの取組に加

え，産後うつ検査や産後ケア事業などの取組

の充実を図る。 
 

○子育てと仕事の両立支援

の充実 

保育サービスの充実を図るため，保育所や

認定こども園などの整備促進による定員の

増加や，保育士の育成・確保により，市民の

保育ニーズへの対応の強化を図る。 
 

○安心して家庭で子育てが

できる支援の充実 

核家族化の進行，地域社会の変化など，子

育てをめぐる環境が大きく変化する中，保育

所の整備など供給量の確保をはじめとする

子育てサービスの充実に併せて，保育所等の

施設における教育・保育を受けず「家庭で子

育てする世帯」に対する支援の充実により，

子育て家庭それぞれの希望がかなう環境を

構築する。 
 

○子どもの貧困対策の推進 子どもの貧困に対応するため，教育的支援

や経済的支援，更には地域における見守り体

制の確保など，必要な支援を行い，貧困が世

代を超えて連鎖することのないよう，総合的

に推進する。 
 

○グローバル社会・情報社

会の急速な進展に対応で

きる教育の推進 
・英語教育・プログラミング教育

の推進 
・（仮称）宇都宮学の推進 

次世代を担う児童生徒が，予測が困難なこ

れからの時代を力強く生き抜くため，英語コ

ミュニケーション能力の育成や，宇都宮市を

愛し誇りに思う態度の育成に取り組む「（仮

称）宇都宮学」を推進するとともに，論理的

思考力を身につけさせるため，プログラミン

グ教育を実施する。 
 

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定
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○テクノポリスセンター地

区新設小学校の整備など

の適正な教育環境の確保 

 

 急激な人口増加に対応するため，テクノポ

リスセンター地区内に新たな小学校を分離

新設するなど，児童数の変化を見据えた適正

な教育環境を確保する。 
 

○家庭の教育力の向上 関係機関と連携した訪問型の家庭教育支

援により，地域ぐるみで親子の育ちを支える

家庭教育の充実を図るとともに，日常におけ

る生活体験や遊び等における親子のふれあ

いの機会の重要性を再認識できる取組を通

して，家庭教育の基本である親子関係の充実

を図る。 
 

○ビッグスポーツイベント

の開催を捉えたスポーツ

人口の拡大 
・国民体育大会競技会（いちご一会

とちぎ国体） 
・第２２回全国障害者スポーツ大会

・東京オリンピック・パラリンピック

・プロスポーツチームの支援 
 

第７７回国民体育大会競技会（いちご一会

とちぎ国体）の成功に向けて，本市としての

役割に基づき，計画的に準備を進めるととも

に，東京オリンピック・パラリンピックの開

催，本市を拠点とするプロスポーツチームの

活動などと合わせ，トップレベルのスポーツ

の観戦やトップレベルの競技者から学ぶ機

会を充実する。 
 

○効果的・効率的なスポー

ツ施設等の整備 
・北西部地域への体育施設整備 
・宮原運動公園の再整備 

少子超高齢化の進行や平均寿命と健康寿

命の乖離など社会環境が変化する中，市民の

生涯スポーツを支える良好な環境を整える

ため，施設の配置適正化を図るとともに，施

設の老朽化やスポーツニーズの多様化に対

応した機能向上を推進する。 
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基本施策１ すべての子ども・若者を健やかに育成する 

 

現状・課題
少子化が進行する中，核家族化やひとり親家庭の増加，地域社会

の関係の希薄化などにより，家庭・地域の養育力が低下しています。

更に，貧困，児童虐待，いじめ，不登校，ニート等の問題が相互に

影響し，子ども・若者の抱える問題が複雑化・多様化しており，子

育ち・子育ての環境が厳しさを増しています。 
こうした中，すべての市民が安心して子どもを生み育て，また，

すべての子ども・若者が将来に夢や希望を持ち,その希望を実現で

きるよう，家庭，地域，事業者，行政等が連携し，地域社会が一体

となって，子育て・子育ちの環境を充実することが重要になってい

ます。 
  

基 本 施 策

目 標

すべての市民が愛情を持って安心して子どもを生み育てること

ができ，子ども・若者が，心身ともに健やかに成長するための支援

が提供されており地域社会の一員として充実した生活を送ること

ができる環境が整っています。 
  

構 成 施 策
①子ども・若者の健全育成環境の充実 
②子どもを守り育てる支援の充実 
③結婚の希望をかなえる支援の拡充 
④安心して妊娠・出産できる環境の充実 
⑤子育て支援の充実 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

宇都宮市で子育てをしていきたいと思う親の割合 95.9% 98.5% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 子ども・若者の健全育成環境の充実  

■ 施策目標 
  すべての子ども・若者が，自主的・主体的に活動で

き，地域の中で心身ともに健やかに育つことができる

環境が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出

青少年の総合相談件数 
現状値 
(H28) 983 件 目標値 

(H34) 1,800 件 

成 

果

自立に向けて環境が改善された青年の割合 
現状値 
(H28) 22.31% 目標値 

(H34) 30% 
 

 子ども・若者が自主的に活動できる

環境づくりの推進 
・青少年の居場所づくり事業の推進 
・青少年育成団体の活動支援の推進 
・宇都宮ジュニア未来議会や宮っこフェス

タの開催 
 

 子どもの育ちと若者の自立を支援

する環境の充実 
 ・ふれあいのある家庭づくり事業の推進 

・宮っこステーション事業の推進 

  

② 子どもを守り育てる支援の充実  

■ 施策目標 
  地域社会で見守られながら，子どもたちが夢や希望

を持って安心して暮らすことができる環境が整ってい

ます。 

■ 施策指標 

産 

出 

地域で子育てを支援する人の数 
（ファミリーサポートセンター協力会員数，

民生委員・主任児童委員数，里親登録者数等） 
現状値 
(H28) 1,548 人 目標値 

(H34) 2,000 人 

成 

果 
困難を抱える児童のうち，養育環境が改善され

た児童の割合 
現状値 
(H28) 35.3% 目標値 

(H34) 50% 
 

 子どもの貧困対策の充実 
・貧困の連鎖解消に向けた学習支援の充実

・生活困窮世帯やひとり親家庭等に対する

就労支援の充実 
・貸付事業等による経済的支援の充実 

 
 健全な養育環境づくり 
・児童虐待未然防止の充実 
・虐待の恐れのある家庭の早期発見と支援の充実

・家庭児童相談室の充実 
・ニート・引きこもり対策の充実 
 

 個別配慮の必要な児童への支援の

充実 
・保育所等における発達支援児の支援の充実 
・発達が気になる子の早期支援の充実 

  

③ 結婚の希望をかなえる支援の拡充  

■ 施策目標 
  若い世代が，結婚や家庭，子どもを持つ夢や希望を

かなえることができる環境が整っています。 
■ 施策指標 

産 

出 

若者のボランティアを通した結婚感醸成のため

の交流・コミュニケーション事業参加率 
現状値 
(H28) 44% 目標値 

(H34) 90% 

成 

果

「結婚したい」と思う人の割合（２０代） 
現状値 
(H28) 71.79% 目標値 

(H34) 95% 
 

 家族観・結婚観の醸成 
・結婚や子育てについて考える機会の創出

・イベントやセミナーを通じた家族観・

結婚観の醸成 
 

 結婚の希望をかなえる支援の充実 
・結婚活動に役立つセミナー等の実施 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

④ 安心して妊娠・出産できる環境の充実  

■ 施策目標 
  妊娠・出産に対する精神的・身体的負担などが軽減

され，安心して子どもを産み育てることができる環境

が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出

産婦に占める産婦健診受診者の割合 
現状値 
(H28) ― 目標値 

(H34) 100% 

成 

果 

精神的にイライラしたり，育児に負担を感じる

人の割合 
現状値 
(H28) 10.5% 目標値 

(H34) 0% 
 

  妊娠・出産の希望がかなう支援の

充実 
・妊娠・出産・育児への不安に対する相談

体制の充実 
・不妊治療費助成の充実 
 

 妊娠から産後までの健康支援の充

実 
・妊娠・出産に対する健康相談支援の充実

・母子に対する健康診査の実施 
・産後ケア事業の推進 
 

  
⑤ 子育て支援の充実  

■ 施策目標 
  すべての子育て家庭が，様々な支援を受けながら安

心して子どもを育てることができる環境が整っていま

す。 

■ 施策指標 
産 

出 

地域子育て支援拠点事業の登録者数 
現状値 
(H28) 6,881 人 目標値 

(H34) 9,000 人 

成 
果 

子育てに不安や悩みを持つ人の割合 
現状値 
(H28) 54.6％ 目標値 

(H34) 30.0% 
 

 すべての子育て家庭に対する子育

て支援の充実 
・子育てサロン機能強化 
・ファミリーサポートセンター事業の充

実 
・多子世帯への子育てサービスの充実 
 

 仕事と子育ての両立支援の充実 
 ・保育所，認定こども園等の整備促進 

・ニーズに対応した保育サービスの充実 
・宮っこステーション事業の推進 
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基本施策２ 確かな自信と志を育む学校教育を推進する 

 

現状・課題
グローバル化や情報化，少子高齢化といった社会的変化が，私た

ちの予測を超えて加速度を増しながら進展しており，予測が困難な

これからの時代を力強く生き抜くために必要な力を高める取組が

学校教育に求められています。 
このような中，未知の状況においても課題を克服できるという確

かな自信と，自らの夢の実現や他者との協働による社会貢献を指向

する志を児童生徒に育むため，学校が，創意工夫のもと教育活動を

実施するほか，家庭，地域，企業などと連携・協働し，地域の教育

力を結集させ，子どもたち一人一人の状況に応じた教育を推進して

いくことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

誰もが安心して学べ，活力にあふれる学校で，確かな自信と志を

もった，未来を担う宮っ子が育まれています。 
  

構 成 施 策
①成長の基盤となる知・徳・体の育成   
②未来を生き抜く力の育成   
③地域とともにある学校づくりの推進   
④教育環境の充実   
⑤多様な児童生徒に応じた指導・支援の推進   
⑥教職員の資質・能力と学校の組織力の向上   
⑦幼児教育の推進   
⑧高校，高等教育の充実・支援   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

「将来の夢や目標を持っている。」と回答した中３生

の割合 
77.9% 84.5% 

「自分のよさを人のために生かしたいと思う。」と回

答した中３生の割合 
86.4% 90.8% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 成長の基盤となる知・徳・体の育成  

■ 施策目標 
  知・徳・体のバランスのとれた力や，生涯にわたっ

て学び続ける意欲・態度を児童生徒に身に付けるため

の教育を推進しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

全小中学校からの教育長奨励賞の申請人数（延

べ人数） 
現状値 
(H28) 2,018 人 目標値 

(H34) 17,568 人 

成 

果 

「自分やみんなのためになることは，つらいこ

とでもがまんしてやろうとしている」と回答し

た中３生の割合 
現状値 
(H28) 85.7% 目標値 

(H34) 88.7% 
 

 確かな学力を育む教育の推進 
・義務教育９年間の学びを一貫した学習

指導の推進（小中一貫教育・地域学校

園の推進） 
・学力向上の推進（知識・技能・思考力・

判断力・表現力などの育成） 
・宮・未来キャリア教育の推進 
 

 豊かな心を育む教育の推進 
・宮っ子心の教育の推進 

 ・豊かな感性を育む機会の充実 
 ・認め励ます教育とたくましさの涵養 
 
 健康で安全な生活を実現する力を

育む教育の推進 
 ・体力向上の推進 
 ・学校保健の推進 
 ・食育の推進 
 ・学校安全の推進 

  
② 未来を生き抜く力の育成  

■ 施策目標 
  これからのよりよい社会の創造に必要な資質能力を

児童生徒に身に付けるための教育を推進しています。 

■ 施策指標 

産 

出 
授業の半分以上を英語で行っている中学校教員

の割合 
現状値 
(H28) 68% 目標値 

(H34) 85.46% 

成 

果 

英検３級程度以上の英語力を有する中３生の割

合 
現状値 
(H28) 40% 目標値 

(H34) 60% 
 

 グローバル化に主体的に向き合い，

郷土愛を醸成する教育の推進 
・英語教育・国際理解教育の充実 
・郷土への愛情を育む学習の推進（「（仮称）

宇都宮学」の推進） 
 

 情報化と科学技術の進展に主体的

に向き合う教育の推進 
・プログラミング教育の推進 
・先端技術に触れる教育活動の充実 
 

 少子高齢化に主体的に向き合う教

育の推進 
・少子高齢化社会を支える市民を育てる

教育の充実 
・高齢者とふれあう機会の充実 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

③ 地域とともにある学校づくりの推進  

■ 施策目標 
  学校が主体性と独自性のある経営を行うとともに，

地域の教育力を生かした学校づくりが推進されていま

す。 

■ 施策指標 

産 

出 

「魅力ある学校づくり地域協議会」による学校

教育支援活動数 
現状値 
(H28) 909 件 目標値 

(H34) 924 件 

成 

果 

「学校は，家庭・地域・企業等と連携・協力し

て，教育活動や学校運営の充実を図っている」

と回答した保護者・地域住民の割合 
現状値 
(H28) 94.4% 目標値 

(H34) 
95%以上を

維持 
 

 全市的な学校運営・教育活動の充実
・小中一貫教育・地域学校園の推進 
・魅力ある学校づくり地域協議会との連携

推進 
 

 主体性と独自性を生かした学校

経営の推進 
・特色ある学校づくりの推進（頑張る学校

プロジェクト等） 
・学校マネジメントシステムの充実 
 

 地域と連携・協働した学校づくりの推進 
・魅力ある学校づくり地域協議会との連携

推進 
 ・小学校と幼稚園，保育所等との連携推進

 ・企業との連携事業の推進 

  
④ 教育環境の充実  

■ 施策目標 
  児童生徒が，充実した学習環境のもと，安心して学

校生活を送ることができるよう，安全で快適な教育環

境が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出 

学校トイレの洋式化率 
現状値 
(H29.3) 38.2%  目標値 

(H34) 57.7%  

成 
果 

「インターネットやパソコンを利用して，学習に

関する情報を得ている。」と回答した中３生の割合 
現状値 
(H29.3) 60.3% 目標値 

(H34) 75% 
 

 校舎・体育館等整備の推進 
・校舎・体育館の長寿命化対策事業の推進

・テクノポリスセンター地区新設小学校整

備事業の推進 
・校舎・体育館の耐震化事業 
 

 学校ＩＣＴ化の推進 
・ＩＣＴ環境の整備推進 
・校務のＩＣＴ化の推進 
 

 学校施設の環境改善 
・学校リフレッシュ化の推進 
・学校施設バリアフリー化の推進 

  

⑤ 多様な児童生徒に応じた指導・支援の推進  

■ 施策目標 
  様々な特性及び状態にある児童生徒の多様な教育的

ニーズに応じた指導・支援を推進しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

特別支援教育の推進において，一人一人の教育

的ニーズを把握し，実態に応じた指導を実践し

ている教員の割合 
現状値 
(H28) 95.9% 目標値 

(H34) 100% 

成 

果 

「私は今の学校が好きです。」と回答した児童生

徒の割合 
現状値 
(H28) 91.8% 目標値 

(H34) 93% 
 

 インクルーシブ教育システムの

充実に向けた特別支援教育の推進 
・かがやきルームにおける指導の充実 
・学校組織対応力と教職員の指導力の向上

・ＩＣＴを活用した学習の充実 
 

 いじめ・不登校対策の充実 
・いじめゼロ運動の推進 
・不登校児童生徒への対応の充実 
・適応支援教室事業の充実 
 

 多様な教育的ニーズへの対応 
・教育に係る子どもの貧困対策の推進 

 ・外国人児童生徒等への指導の充実 
 ・性的少数者への対応 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

⑥ 教職員の資質・能力と学校の組織力の向上  

■ 施策目標 
  教職員の資質・能力の向上に取り組むとともに，豊

富な人材を活かし学校の組織力の向上を推進していま

す。 

■ 施策指標 
産 

出

研究授業を年間４回以上実施した小中学校の割合  
現状値 
(H28) 72.85% 目標値 

(H34) 87.67% 

成 

果 

「教職員は，分かる授業や児童（生徒）にきめ

細やかな指導を行い，学力向上を図っている」

と回答した保護者，児童生徒の割合 
現状値 
(H28) 86.65% 目標値 

(H34) 90% 
 

 教職員の資質・能力の向上 
・キャリア段階に応じた教職員育成シス

テムの推進 
・授業力・学級経営力の育成 
・自信と誇りと気概のある教職員の育成 
 

 学校のチーム体制の強化 
・学校を支える多様なスタッフの配置・

活用 
・学校と地域学校園のチーム力を生かす

マネジメント力の向上 
 

 学校における働き方改革の推進 
・学校業務の効率化の推進 
・教職員の労働時間適正化の推進 
 

 
⑦ 幼児教育の推進  

■ 施策目標 
  幼児が人間形成の基礎となる適切な教育を受けてい

ます。 

■ 施策指標 

産 

出 

幼保小連携推進事業（児童と園児の交流と教職

員間の相互理解の活動等）を実施している学校

の割合 
現状値 
(H28) 86.7% 目標値 

(H34) 100% 

成 

果 
幼稚園，保育所等に入園している児童（3～5 歳）

の割合 
現状値 
(H28) 96.9% 目標値 

(H34) 98% 
 

 幼児教育の充実 
・小学校と幼稚園，保育所等の連携推進

・親学の推進 
 

 幼児教育環境の整備 
・認定こども園の整備の促進 
・幼稚園就園奨励事業 

 

  
⑧ 高校，高等教育の充実・支援  

■ 施策目標 
  市民が自己実現を図るために必要な，高度で専門的

な学習機会や場が充実しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

奨学金貸付基準を満たす希望者のうち，貸与を

受けることができた人の割合 
現状値 
(H28) 100% 目標値 

(H34) 100% 

成 

果

市の提供講義を有意義であると感じる受講者の割合  
現状値 
(H28) 85.4% 目標値 

(H34) 調整中 
 

 高校，高等教育機関等との連携強化

・ＮＰＯ，大学，企業等との連携・活用 
・宇都宮市民大学の充実 
 

 教育資金負担軽減策の充実 
・奨学金制度の充実 
・入学一時金貸付制度の充実 
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基本施策３ 生涯にわたる学習活動を促進する 

 

現状・課題
少子高齢化による人口減少と人口構造の変化，情報通信技術（Ｉ

ＣＴ）の劇的な進化やグローバル化の一層の進展，また，地域コミ

ュニティの低下による住民同士のつながりの希薄化など，地域社会

を取り巻く環境が激しく変化しています。 
このような中，一人ひとりが豊かな人生を送るためには，生涯に

わたり学び続けるとともに，学びを通して，自立した人間として主

体的に判断し，多様な人々と協働しながら課題解決や新たな価値を

創造するなど，社会環境の変化に対応することができる人間力の高

い人材を育成し，一人ひとりが地域社会の成長・発展に向けて様々

な場面で活躍することができる環境づくりが重要になっています。

  

基 本 施 策

目 標

子どもから大人まで，市民の誰もが自分に合った学習の機会や場

を得られるとともに，学習の成果を生かして様々な場面で活躍する

ことが出来る環境が整っています。 
  

構 成 施 策
①自己を磨き社会を支える学習の推進   
②学校・家庭・地域が相互に連携・協働した教育活動の充実  
③学んだ成果を生かした活動の推進    

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

学習活動をしている市民の割合 38.4% 43.2% 

 

 

 

 

96



第６章 分野別計画 

 

○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 自己を磨き社会を支える学習の推進   

■ 施策目標 
  一人ひとりが自己の実現や生活の向上，地域社会の

発展に向けて主体的に学ぶ機会や場が充実していま

す。 

■ 施策指標 

産 

出 

生涯学習センターや図書館等における講座の開

催数 
現状値 
(H28) 315 講座 目標値 

(H34) 340 講座 

成 

果 

生涯学習センターや図書館等の利用者数 
現状値 
(H28) 1,762 千人

目標値 
(H34) 1,800 千人 

 

 主体的な学習活動への支援 
・生涯学習センター等における学習機会の充実

・ＩＣＴに対応した学習の推進 
・健康づくりを支援する取組の充実 
 

 社会性を高める学習の推進  
・生活課題解決型講座の充実 
・大学生等の参画による多世代交流の推進  
・コミュニケーション力向上の推進 
 

 今日的課題に対応した取組の推進 
 ・様々な困難を有する人の学習活動への支援

 ・ＮＰＯ・大学・企業等と連携した学習の推進

 ・ワーク・ライフ・バランスの理解に向け

た学習の推進 
 ・学び直しの支援 

  
② 学校・家庭・地域が相互に連携・協働した教育活動の充実 

■ 施策目標 
  学校・家庭・地域が互いに連携・協働し，地域全体

で学び合い育ち合う教育活動に取り組む環境が整って

います。 

■ 施策指標 
産 

出 

地域における学習支援や体験活動等の教育活動数  
現状値 
(H28) 4,353 回 目標値 

(H34) 6,000 回 

成 
果 

地域における学習支援や体験活動等の教育活動

に参加した児童・生徒数 
現状値 
(H28) 123,358 人

目標値 
(H34) 165,000 人 

 

 家庭教育支援の充実 
・親学の推進 
・地域ぐるみの家庭教育支援の仕組みづくり 
・家庭教育支援講座の充実  
 

 地域と学校の連携・協働による教育

活動の充実 
・地域における学習支援活動の推進 
・魅力ある学校づくり地域協議会活動の充実

・「街の先生」活動事業の推進 
 

 子どもも大人もともに学び育つ

教育活動の充実 
・学校を場とした地域交流促進 

 
  
③ 学んだ成果を生かした活動の推進   

■ 施策目標 
  学びを通して，様々な団体や人とのつながりが深ま

り，学んだ成果を生かして活動する機会や場が充実し

ています。 

■ 施策指標 
産 

出

生涯学習センターや図書館等における講座の開催数  
現状値 
(H28) 315 講座 目標値 

(H34) 340 講座 

成 

果

学習活動の支援に関わる活動者数 
現状値 
(H28) 637 人 目標値 

(H34) 750 人 
 

 学習成果を活動につなげる取組の推進 
・学習成果を活用した講座等の推進 
・社会教育関係団体との連携 
・人材バンクの充実 
 

 学習活動を支える人材の育成 
・家庭教育支援活動者の育成 
・子どもの体験活動者の育成 
・社会教育主事の養成・活用促進 

 
 郷土愛や地域理解を促進する取組

の推進 
・地域学講座の充実 
・外国人住民に向けた地域理解促進 

 ・歴史文化資源の周知啓発  
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基本施策４ 
誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむ社会

を実現する 

 

現状・課題
少子・高齢化の進行や社会・経済状況の変化などにより，スポー

ツの果たす役割や効果は，体力の維持・向上や健康の保持・増進，

青少年の健全育成などのほか，仲間づくりや地域コミュニティの活

性化，更には，観光や経済への寄与などへ広がっており，明るく豊

かで活力に満ちた社会を形成する上で欠かすことのできないもの

となっています。 
こうした中，スポーツニーズの高まりや変化に対応するととも

に，市民の生涯を通じたスポーツ活動を促進することが重要になっ

ています。また，スポーツ施設の配置適正化や長寿命化による活動

環境の確保・充実，プロスポーツチームやスポーツイベントなどの

地域資源の連携・活用が求められています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民がそれぞれのライフスタイルに応じ，様々な形でスポーツに

関わる機会に恵まれ，スポーツの楽しさや素晴らしさを享受しなが

ら，生涯を通じて「ひとり１スポーツ」を実施することができる環

境が整っています。 
  

構 成 施 策
①ライフステージ等に応じたスポーツ活動の推進   
②スポーツ活動環境の充実   
③スポーツを支える人材の育成・団体の活性化 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

２０歳以上の市民の週１回以上のスポーツ活動実

施率 
43.2% 67% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① ライフステージ等に応じたスポーツ活動の推進  

■ 施策目標 
  市民の誰もが，それぞれのライフステージや志向に

応じて，継続してスポーツを楽しむことができる機会

が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出

地域スポーツクラブがカバーする地域数 
現状値 
(H28) 10 地域 目標値 

(H34) 30 地域 

成 

果

地域スポーツクラブ会員数 
現状値 
(H28) 3,336 人 目標値 

(H34) 10,000 人 
 

 各世代におけるスポーツ活動の促進 
・うつのみや元気っ子チャレンジの実施

・ニュースポーツの普及促進 
 

 障がい者のスポーツ活動の促進 
・スポーツ施設のバリアフリー化の推進 

 ・障がいの種類や程度に合わせたスポーツ

の普及 
 
 様々な世代が集うスポーツ活動の促進 
 ・地域スポーツクラブの育成・活動支援 
・学校体育施設の活用促進 

 
② スポーツ活動環境の充実 

■ 施策目標 
  スポーツを体験したり，観たりする機会やスポーツ

活動の成果を試す場，スポーツに適した施設等が整っ

ています。 

■ 施策指標 
産 

出 

スポーツ教室の参加者数 
現状値 
(H28) 49,066 人 目標値 

(H34) 50,000 人 

成 

果 

体育館（競技場，ホール・多目的室，武道場）

の稼働率 
現状値 
(H28) 76.71% 目標値 

(H34) 84% 
 

 地域におけるスポーツ活動の推進 
・地域スポーツクラブの連携体制の構築，

運営 
・学校体育施設の活用促進 
 

 スポーツの参加機会の拡大 
・ビッグスポーツイベントの開催を捉えた

スポーツ人口の拡大（第 77 回国民体育大

会競技会，第 22 回全国障害者スポーツ大会，

東京オリンピック・パラリンピック） 
・スポーツ大会，スポーツ教室の充実 
 

 スポーツ施設や場の充実 
・北西部地域への体育施設整備 
・宮原運動公園の再整備 
・身近な地域におけるスポーツ活動の場の充実 

 
③ スポーツを支える人材の育成・団体の活性化  

■ 施策目標 
  指導者の資質向上や活用が促進されるとともに，ス

ポーツ関係団体やプロスポーツチームが活発に活動で

きる環境が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出

スポーツ指導者研修の受講者数 
現状値 
(H28) 688 人 目標値 

(H34) 800 人 

成 

果

スポーツ少年団 1 団当たりの平均指導者数 
現状値 
(H29) 5.21 人 目標値 

(H34) 5.67 人 
 

 スポーツ指導者の育成・活用 
・スポーツ指導者の発掘・活用 
・スポーツ指導者の資質向上 
 

 スポーツ団体の活動支援 
 ・スポーツ活動団体の育成・支援 
 ・指導者と競技団体等の連携・促進 
 ・プロスポーツチームへの支援 
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第６章 分野別計画 

 

１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

（健康・医療・福祉 分野） 

 

 

 

 

基本施策５ 健康づくりと地域医療を充実する 

基本施策６ 高齢期の生活を充実する 

基本施策７ 障がいのある人の生活を充実する 

基本施策８ 身近な地域の福祉力を高める 
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政策の柱 健康・福祉・医療 

～「健康・福祉の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 市民一人ひとりが健康づくりに取り組みやすい環境の整備が必要 
● 市民の健康状態に関する特性を把握し，効果の高い保健事業を提供する取組が必

要 
● 地域包括ケアシステムの構築に向けては，地域ごとにきめ細かく保健・医療・介

護等のサービスを提供する人材や場の確保が必要 
● 定年の引き上げが予測される中，高齢者が活躍する機会の創出が必要 
● 高齢者，障がい者，子どもなど誰もが住みやすく，生活しやすくなるよう，地域

全体をコーディネートする機能が必要 
● 障がいのある人が，文化・芸術・スポーツ活動などの社会参加活動や，通学・通

所などの日常生活における移動を円滑に行えるよう，外出・移動支援の充実が必

要 
 

  

● 市民の誰もが健康づくりに関心を持ち，自ら健康づくりに取り組みやすい環境

と仕組みが整えられている。 
● 多くの人が健康を保持・増進し，医療費，社会保障費の上昇に歯止めがかかっ

ている。 
● 地域包括ケアシステムが構築されるとともに円滑な運営が進められ，介護や医

療が必要となった高齢者の誰もがその恩恵を享受できている。 
● 高齢になっても働き続けたい，活躍したいという希望がかなう環境が用意され

ている。 
● 誰もが地域で住み続けるために必要な相談体制が構築されている。 
● 障がいのある人が，充実した社会参加活動を行い，自立した日常生活を送って

いる。 
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事業名称 取組のねらい・概要 

○健康づくりの推進 
・市民自らの健康づくり活動の

促進 
・事業所等と連携した健康づくり

の推進 
 

日常生活における運動習慣や健康管理など，

健康づくり活動にポイントを付与する健康ポ

イント事業などの取組により，市民一人ひとり

の健康づくり活動を促進するとともに，従業員

の健康づくりに取り組む事業所の増加や，糖尿

病などの生活習慣病の発症予防・重症化予防の

取組について，事業所や保険者等と連携し，働

く世代を中心とした健康づくりに取り組む。 
 

○地域包括ケアシステム

の構築 
・地域療養支援体制の整備（医療

介護連携） 
・認知症対策の推進 
・介護予防・生活支援の充実 
・社会福祉施設等の整備促進 

少子超高齢・人口減少社会においても，まち

の活力を維持し，持続的に発展していけるよ

う，全国に誇れる本市版の「地域包括ケアシス

テム」の構築に向け，高齢者が元気に活躍でき

る「地域づくり」を本格的に進めるため，地域

で役割をもって活躍できる方を増やす「人づく

り」，地域で楽しく集える場を充実する「場所

づくり」，高齢者が活躍できる地域の土台を充

実する「仕組みづくり」の３つを柱に各種取組

を推進する。 
 

○地域共生社会の実現に

向けた体制整備 
・地域拠点等への「（仮称）共生

型地域包括支援センター」の設

置 
・多機関協働による包括的支援体

制の構築 

少子超高齢・人口減少社会の更なる進行を見

据え，地域包括ケアシステムの深化を図り，市

民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし

続けることができるよう，高齢者の方，障がい

のある方，子どもや子育て中の母親など，多様

な世代に対する支援を切れ目なく提供できる

地域共生社会の実現に向けた体制を整備する。

 

○障がいがある人への

外出・移動支援の充実 

障がい者の社会参加や外出機会の増加に伴

う多様なニーズに対応し，障がい児を持つ保護

者の負担軽減を図るため，障がいの特性に配慮

しながら，通学・通所などにおける 外出・移

動支援の充実に取り組む。 
あわせて，ＬＲＴをはじめとした公共交通に

おける利便性の確保・充実に取り組むなど，障

がい者が移動しやすい環境の整備を推進する。

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定
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基本施策５ 健康づくりと地域医療を充実する 

 

現状・課題
市民の健康への意識や関心は高まっている一方で，健康づくりや

生活習慣病の発症予防・重症化予防の具体的な取組を行っていない

人は増加傾向にあります。また，超高齢社会が進展する中，住み慣

れた地域で安心して必要な医療が受けられる医療提供体制の充実

がこれまで以上に求められています。 
こうした中，市民が健康で生きがいを持ち，自立して暮らすこと

ができるよう，健康寿命の延伸を図るため，市民一人ひとりが健康

づくりに取り組みやすい環境の整備など，市民の健康づくりを社会

全体で一層積極的に推進することや，かかりつけ医や健康サポート

薬局の推進など，身近でより質の高い保健・医療サービスを提供す

ることが必要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民が，自らの健康づくりに積極的に取り組み，充実した保健・

医療サービスの提供を適切に受けています。 
  

構 成 施 策
①健康づくりの推進   
②地域医療体制の充実   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H25） 

目標値 
（H34） 

健康寿命の延伸 

男性  
78.58 歳  

女性  
83.17 歳 

平均寿命の増加

分を上回る健康

寿命の増加 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 健康づくりの推進  

■ 施策目標 
  社会全体で支え合いながら，市民が主体的に健康づ

くりに取り組んでいます。 

■ 施策指標 
産 

出

健康ポイント事業参加者数 
現状値 
(H29) ― 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果

日常生活において歩数が増加した人の割合 
現状値 
(H29) ― 目標値 

(H34) 調整中 
 

 社会全体で取り組む健康づくりの

推進 
・食育の実践の推進 
・健康ポイント事業の推進 
・地域・職域連携の推進 

 
 疾病予防対策の推進 
 ・生活習慣病（がん・糖尿病等）の発症

予防・重症化予防の推進 
 ・歯と口の衛生推進 

 
 保健医療サービスの推進 
 ・総合的な自殺予防・心の健康づくり対

策の推進 
 ・感染症対策の推進 
 ・難病対策の推進 
 

  
② 地域医療体制の充実   

■ 施策目標 
  医療機関の連携により，急病・災害などの際に安心

して良質な医療が受けられる体制が整備されていま

す。 
■ 施策指標 
産 

出 
救急告示医療機関の数 
現状値 
(H29) 16 施設 目標値 

(H34) 現状維持 

成 

果 

夜間・休日における市内二次救急医療機関の受

入率 
現状値 
(H28) 90.3% 目標値 

(H34) 88%以上 
 

 救急医療体制の充実強化 
・初期救急体制の充実強化 
・二次救急体制の充実強化 
 

 災害時における医療救護体制の

確保 
・災害時医療提供体制の確保 
 

 安心かつ良質な医療体制の確保 
・医事・薬事指導の強化 
・医療従事者養成に対する支援 
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基本施策６ 高齢期の生活を充実する 

 

現状・課題
高齢化の進行に伴い，高齢者のみの世帯や認知症高齢者の増加が

見込まれるなか，住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを支え

るケア体制の充実が求められています。 
そのため，高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送れる

よう，地域での支え合いや多様な生活支援，医療・介護・福祉サー

ビスなどの充実を図るとともに，元気な間に人との交流や介護予防

を進め，健康寿命の延伸を図り，人生の最期まで生きがいを感じら

れる長寿社会を実現することが必要となります。 
  

基 本 施 策

目 標

高齢者が地域で支え合いながら，多様な生活支援や充実した医

療・介護・福祉サービスを利用することができ，自らも社会貢献や

介護予防に取り組むことで健康寿命を延伸し，住み慣れた地域でい

つまでも安心して暮らせます。 
  

構 成 施 策
①支え合いによる高齢者の日常生活の充実   
②高齢者の生きがいづくりの推進   
③地域包括ケアシステムの構築・推進   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

社会活動等に参加している高齢者の割合 31.7% 38.9% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 支え合いによる高齢者の日常生活の充実  
■ 施策目標 
  高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を

送ることができます。 
■ 施策指標 

産 

出 

介護保険制度や総合事業などに関する市民等へ

の周知・啓発回数 
現状値 
(H28) 169 回 目標値 

(H34) 現状以上 

成 

果

介護サービス利用者等に対する地域ケア率 
現状値 
(H29.4) 14.6％ 目標値 

(H34) 17.6％ 
 

 地域支え合い活動の推進 
・地域の見守り支援体制の充実 
・虐待防止対策の強化 

 介護サービスの充実 
・状態に応じた介護サービスの提供と質の向上

・介護サービス提供基盤の整備促進 
・介護を担う人材の育成・支援の充実 

 多様で柔軟な日常生活を補うサー

ビスの提供 
・ニーズに応じた福祉サービスの提供 

 認知症高齢者等対策の充実 
・認知症に関する正しい知識の周知啓発の推進

・医療・介護・福祉が連携したケア体制の充実

 
② 高齢者の生きがいづくりの推進  
■ 施策目標 
  高齢者一人ひとりが，地域の中で自らの知識や経験

を生かしながら，元気に行動し，いきいきと暮らして

います。 
■ 施策指標 

産
出 

高齢者外出支援事業の利用者数 
現状値 
(H28) 27,400 人 目標値 

(H34) 32,100 人 

成
果 

ほぼ毎日外出している高齢者の割合 
現状値 
(H28) 37.3% 目標値 

(H34) 41.7% 
 

 高齢者の自主的な健康づくりの促

進 
・介護予防教室の充実 
・高齢者等地域活動支援ポイント事業の

推進 
・事業所等と連携した健康づくりの推進

 
 高齢者の社会参加の促進 
 ・社会活動への参加を促す仕組みづくり 
 ・高齢者の外出支援の充実 
 ・高齢者の就業支援の充実 
 

 
③ 地域包括ケアシステムの構築・推進   
■ 施策目標 
  多様な生活支援や，充実した医療・介護サービスな

どが提供され，在宅で安心して生活を送る環境が整っ

ています。 
■ 施策指標 

産 

出 

第２層協議体の設置数 
現状値 
(H29.4) 0 地区 目標値 

(H34) 39 地区 

在宅療養に関する講座の参加者数 
現状値 
(H28) 150 人 目標値 

(H34) 2,250 人 

成
果 

生活支援サービスを提供する事業者・団体数 
現状値 
(H29.4) 197 者 目標値 

(H34) 230 者 

人生の最期を在宅（医療機関以外）で迎える市民の割合  
現状値 
(H27) 21.5% 目標値 

(H34) 25.2% 
 

 高齢者に対する総合的なケアマネ

ジメント機能の強化 
・高齢者の相談支援の充実 
・認知症対策の推進 

 
 医療・介護連携の充実 
 ・医療・介護・福祉が連携した地域療養

支援体制の充実 
 ・介護予防・生活支援の充実 

 
 地域における包括的な支援体制の

整備 
 ・日常生活支援総合事業の推進 
 ・住み慣れた住まいでの生活を支援 
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基本施策７ 障がいのある人の生活を充実する 

 

現状・課題
障がい者の高齢化や重度化，その家族の高齢化が進みつつある

中，急速な人口減少により専門人材の確保が困難になるなど，障が

い・子ども・高齢などの分野を超えた総合的な支援の提供が必要に

なっています。また，障がい者を含む全ての人々が地域，暮らし，

生きがいを共に創り，高め合う「地域共生社会」の実現が求められ

ています。 
こうした中，障がいのある人が，住み慣れた地域で安心して生活

できるよう，乳幼児期から生涯にわたりライフステージに応じた切

れ目のない支援を提供することや，地域で支え合いながら社会的に

自立して暮らしていけるよう，障がいに対する理解促進や就労支援

の充実に取り組んでいくことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

障がいのある人が，乳幼児期から生涯にわたり，住み慣れた地域

の中で，障がいの有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し合いな

がら，社会的に自立し，安心して充実した生活を送っています。 
  

構 成 施 策
①障がい者の社会的自立の促進   
②障がい者の地域生活支援の充実   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H29.4） 

目標値 
（H34） 

将来の生活に不安を感じている障がい者の割合 51.3％ 41％ 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 障がい者の社会的自立の促進  

■ 施策目標 
  障がいのある人が，障がいの有無に関わらず相互に

人格と個性を尊重し合いながら，社会的に自立し，い

きいきと生活しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

一般就労者を３割以上輩出した就労移行支援事

業所の割合 
現状値 
(H28) 42.9％ 目標値 

(H34) 72.0％ 

成 

果 

福祉施設から一般就労に移行した障がい者の人

数 
現状値 
(H28)  71 人 目標値 

(H34) 119 人 
 

 障がい者の就労支援の充実 
・障がい者の一般就労への支援の充実 
・障がい者の福祉的就労への支援の充実

 
 障がい者の社会参加の促進 
 ・障がい者の社会参加・交流事業の促進 
 ・障がい者の移動支援の充実 

 
 障がい者への理解と配慮の促進 
 ・障がいや障がい者への理解促進 
 
 

  
② 障がい者の地域生活支援の充実  

■ 施策目標 
  障がいのある人が，乳幼児期から生涯にわたり，住

み慣れた地域において安心して生活を送っています。 

■ 施策指標 
産 

出 

検討中 
現状値 
(H29.4) － 目標値 

(H34) － 

成 
果 

施設入所者の地域生活への移行者数 
現状値 
(H28) 113 人 目標値 

(H34) 149 人 
 

 障がい者の相談支援の充実 
・地域生活相談体制の充実 
・障がい者の権利擁護支援の強化 
・障がい者への虐待防止対策の強化 
 

 障がい者の地域生活移行支援の充

実 
・グループホームの設置促進 
・障がい者の地域移行・地域定着支援の充

実 
 

 障がい者の日常生活支援の充実 
・居宅・通所サービス提供の充実 
・地域生活支援事業の充実 
 

 障がい児の教育・療育体制の充実 
・障がい児発達支援ネットワークの推進 
・早期発見・早期支援の充実 
・発達相談の充実 
・医療的ケア児への支援の推進 
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基本施策８ 身近な地域の福祉力を高める 

 

現状・課題
少子高齢化や核家族化の進展する中，高齢者・障がい者・子ども・

生活困窮者等，各分野における福祉ニーズの増大など，福祉の課題

はますます複雑化・多様化してきており，また，複合的な課題を抱

えているケースも増えてきています。 
こうした中，多様な福祉ニーズに的確に対応し，誰もが住み慣れ

た地域で安心して自立した生活が送れるよう，行政の福祉サービス

の充実と地域住民の支え合いによる包括的な支援体制づくりを進

め，福祉のこころの醸成や地域の支え合いのしくみづくりなどのソ

フト施策とバリアフリー整備などのハード施策の両面の取組から，

地域の福祉力を高めることが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

充実した保健・福祉サービスやバリアフリーの整備等により，住

み慣れた地域において，共に支え合いながら安心して自立した生活

を送っています。 
  

構 成 施 策
①福祉のこころをはぐくむ人づくりの推進   
②安心して暮らせる福祉基盤の充実   
③共に支え合う地域社会づくりの推進    

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H29） 

目標値 
（H34） 

市民活動（社会福祉活動，保健医療活動，地域社会

活動など）に参加意欲のある市民の割合 
51.6 ％ 調整中 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 福祉のこころをはぐくむ人づくりの推進  

■ 施策目標 
  市民の誰もがやさしさや思いやりのこころをはぐく

むことができるよう，交流活動や福祉教育が充実して

います。 

■ 施策指標 
産 

出

出前福祉共育講座受講者数 
現状値 
(H28) 4,274 人 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果

障がい者シンボルマーク等の認知度 
現状値 
(H28)  48.2％ 目標値 

(H34) 調整中 
 

 福祉のこころの醸成と交流活動の

促進 
・こころのユニバーサルデザインの普及

啓発 
 

 福祉教育の推進と福祉に関する人

材の育成 
 ・福祉ボランティア活動への支援の充実 
 ・保健と福祉の出前講座の実施 

 

  

② 安心して暮らせる福祉基盤の充実  

■ 施策目標 
  市民の誰もが安心して自立した生活が送れるよう，

保健・福祉サービスやバリアフリーなどの生活基盤が

整っています。 

■ 施策指標 
産 

出 

保健と福祉の出前講座の実施回数 
現状値 
(H28) 113 回 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

保健と福祉の個別支援件数 
現状値 
(H28) 8,287 件 目標値 

(H34) 調整中 
 

 多様な福祉サービスの充実 
・ニーズに応じた適切な保健福祉サービス

の提供 
・障がい福祉サービス事業所の適切な雲煙

の確保 
 

 生活困窮世帯への支援の充実 
・生活困窮世帯の把握及び総合的な支援の

充実 
・生活保護制度の適正な運用と支援の充実

 
 快適な生活基盤の計画的な整備 

・公共的施設のバリアフリーの推進 
・公共交通のバリアフリーの推進 

 
  

③ 共に支え合う地域社会づくりの推進   

■ 施策目標 
  市民の誰もが住み慣れた地域で福祉活動に積極的に

参加し，共に支え合いながら自立した生活を送ってい

ます。 

■ 施策指標 
産 

出

ボランティア養成講座受講者数 
現状値 
(H28) 338 人 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果

ボランティアセンターのボランティア登録団体数  
現状値 
(H28) 330 団体 目標値 

(H34) 調整中 
 

 市民の主体的な地域活動への支援 
・ボランティア活動の担い手の養成 
・市民が主体となる地域福祉の推進 

 
 共に支え合う地域ネットワークづ

くり 
 ・孤立死の防止対策の推進 
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第６章 分野別計画 

 

１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

（安心・協働・共生 分野） 

 

 

 

 

基本施策 ９ 危機への備え・対応力を高める  

基本施策 10 日常生活の安心感を高める 

基本施策 11 市民が主役のまちづくりを推進する 

基本施策 12 相互理解の促進による共生社会を形成する 
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政策の柱 安心・協働・共生 

～「安全・安心の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 気候変動等により，溢水
いっすい

被害など懸念される自然災害への備えとして，河川改修

や雨水排水整備を進めるとともに，ＩＣＴ等を活用した災害情報の収集・発信機

能の強化に取り組むことが必要 
● 高齢者をターゲットとした特殊詐欺や悪質商法などの未然防止対策を強化する

ことが必要 

● 子どもや高校生，高齢者等の安全確保，安全で快適な自転車走行空間の整備など

に取り組むことが必要 

● 多様な担い手の維持・確保や，地域のリーダーや活動者等の人材育成による組織

力の向上，市民・団体・事業者との更なる連携強化・協働の促進などに取り組む

とともに，ＩＣＴの進展等，情報収集・通信手段の変化に対応した効果的な情報

発信などに取り組むことにより，市民が主体的にまちづくりに参画できる環境の

整備が必要 

● 増加傾向にある外国人住民の生活環境の充実や日本人との相互理解，地域社会へ

の参加促進の取組が必要 

 

● 自然災害をはじめとする様々な危機への対応や備えが強化されている。 
● 特殊詐欺や悪質商法などの未然防止対策により，高齢者をはじめ市民に対する

被害の発生が抑制されている。 
● 子どもや高校生，高齢者及び自転車利用者の安全確保のほか，安全で快適な自

転車走行空間の整備などに取り組み，交通事故が減少している。 
● 多様な担い手が主体的にまちづくりに参画できる環境が整備されている。 
● ＩＣＴを活用した効果的な情報の発信・収集により，市民が必要な行政情報を

得ることができるとともに，市政に意見を反映することができている。 
● 多文化共生の地域づくりが進展し，外国人住民が地域コミュニティに参画する

機会が増加するなど，生活環境の充実が図られている。 
 

114



第６章 分野別計画 

 

 
 
 

事業名称 取組のねらい・概要 

○溢水
い っ す い

対策などあらゆる

災害対応の強化 
 

地球温暖化を起因とする局地的な豪雨災害

に対応するため，ハード面からの治水・雨水

対策に加え，ハザードマップなどの活用によ

るソフト的な対策も含め，総合的な溢水対策

を推進していくとともに，あらゆる災害や危

機に対する適切な情報発信や対応力強化を図

るため，ドローン，ＩoＴ，ＡＩ等の新たな技

術の活用を進めていく。 
 

○高齢者をはじめとする

交通安全対策の推進 

公共交通と自動車が共存した社会の実現に

向けて，自動車からＬＲＴや路線バスなど公

共交通への利用転換策を実施するとともに，

全国的に高齢ドライバーによる重大な交通事

故が頻発化し社会問題となっている中，高齢

者をはじめとする市民への交通安全教育や交

通安全対策を推進していく。 
 

○ＩＣＴを活用した市民の

市政参画と市民協働の

促進 

 

ＩＣＴの進展に伴う社会環境の変化を踏ま

え，市政参画意識が比較的希薄な若年層など

をはじめとするあらゆる世代に対して，ＳＮ

Ｓなどを活用した戦略的な情報発信や市民ニ

ーズの的確な把握に努めるとともに，地域の

組織力向上・連携強化に継続して取り組み，

市民協働の意識の浸透と活動の広がりを図っ

ていく。 
 

○多様な生き方を尊重する

共生社会の形成 

 

市民の男女共同参画社会の実現に向けた正

しい理解と認識の醸成，行動促進をはじめ，

性的マイノリティへの理解や，外国人との相

互理解の促進，更には男女間の暴力の未然防

止に努めるとともに，女性活躍推進法を踏ま

え，女性が能力を発揮しやすい環境づくりを

進めていく。 
 

  

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定
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第６章 分野別計画 

 

基本施策９ 危機への備え・対応力を高める 

 

現状・課題
東日本大震災以降，熊本地震や，平成 27 年 9 月関東・東北豪雨

など自然災害が頻発するとともに，ミサイルやテロなど，これまで

想定していなかった様々な危機の発生が懸念されています。 
このため，いかなる危機においても，市民の生命財産などを守る

ことができるよう，ハード対策とソフト対策を適切に組合せなが

ら，局地的な自然災害に対応できる体制の確保や，防災・減災に資

する都市基盤の強靭化，防災関係機関との連携強化，新たな危機へ

の対応などに取り組んでいくことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民が自助・共助の意識を持って防災対策に取り組むとともに，

災害による被害を軽減する都市基盤が整備され，有事の際には，関

係機関の連携によって迅速に応急対策が行われる，災害などに強い

まちができています。 
  

構 成 施 策
①危機に対する体制・都市基盤の強化   
②総合的な治水・雨水対策の推進   
③消防・救急体制の充実   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

災害などの危機に備えている市民の割合 38% 46% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 危機に対する体制・都市基盤の強化  

■ 施策目標 
  市民，地域，行政の危機への備え，対応力が高まり，

様々な危機が発生した場合に，適切に行動ができるよ

うになっています。 

■ 施策指標 

産 

出 

防災出前講座の参加者数
現状値 
(H28) 1,110 人 目標値

(H34) 2,000 人 
水道基幹管路の耐震適合率
現状値 
(H28) 49.3% 目標値

(H34) 54% 

成
果

想定避難者数に対する防災物品の整備率
現状値 
(H28) 97% 目標値

(H34) 100% 
 

 総合的な危機管理体制の充実 
・危機対応能力の向上 
・健康危機管理能力の向上 
 

 防災・減災対策の強化 
・ＩＣＴを活用した災害対応力の強化 

 ・地域防災体制の強化 
・備蓄体制の充実強化 
・急傾斜地崩壊対策事業 
 

 都市基盤の防災性の強化 
 ・橋りょう耐震化事業の推進 
 ・建築物耐震化事業の推進 

・上下水道施設耐震化事業の推進 
 

 
② 総合的な治水・雨水対策の推進  

■ 施策目標 
  治水・雨水対策が進み，市民生活の安全性が向上し

ています。 

■ 施策指標 

産 

出 

公共施設の雨水貯留施設の設置基数 

現状値 
(H28) 9 基 目標値 

(H34) 調整中 

成 
果 

河川の整備率（都市河川・準用河川） 
現状値 
(H28) 61.6% 目標値 

(H34) 62.8% 

下水道雨水幹線整備率 
現状値 
(H28) 55.1% 目標値 

(H34) 56.7% 
 

 治水対策の推進 
・河川整備事業の推進 
・溢水

いっすい

被害の解消  
 

 雨水対策の推進 
・雨水幹線整備の推進 
・雨水貯留・浸透施設の設置促進 
・道路排水施設の整備 

  
③ 消防・救急体制の充実  

■ 施策目標 
  迅速･的確な消防・救急体制が整っており，災害に

よる被害の軽減と救命効果の向上が図られています。 

■ 施策指標 
産 

出

上級救命講習・普通救命講習受講者数 
現状値 
(H29.3) 62,494 人 目標値 

(H34) 86,674 人 

成 

果

「宇都宮市消防団協力事業所表示制度」認定事業所数  
現状値 
(H29.3) 47 事業所 目標値 

(H34) 77 事業所 
 

 消防局・消防署の強化 
・消防署所の整備 
・消防車両・資機材の整備 
・通信体制の強化 
 

 救急体制の強化 
・救急救命士の養成 

 ・応急手当の普及啓発 
 
 火災予防の推進 
 ・防火意識の高揚 
 
 消防団の充実 

・消防団員の確保 
 ・消防団施設・車両・資機材の整備 
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基本施策 10 日常生活の安心感を高める 

 

現状・課題
住宅・駐車（輪）場など身近な場所での犯罪やルール違反，マナ

ーの低下などに起因する交通事故は，年々減少しているものの依然

として後を絶たず，市民の安全・安心な日常生活を脅かす状況とな

っています。また，複雑化する消費者トラブルへの対応や，「食」

の安全を確保するための監視・指導の徹底などが求められていま

す。 
こうした中，生き生きと暮らせる安全で安心な地域社会を築いて

いくため，地域ぐるみの活動を促進するとともに，市民・事業者・

行政の連携を強め，日常生活の安心感を高めることが重要になって

います。 
  

基 本 施 策

目 標

地域・事業者・行政が協働して，日常生活を取り巻く様々な不安・

問題を解消する活動に取り組み，安全で安心した生活を送るための

環境が整っています。 
  

構 成 施 策
①防犯対策の充実   
②交通安全対策の充実   
③消費生活の向上   
④食品の安全性の向上   
⑤生活衛生環境の向上   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H  ） 

目標値 
（H34） 

安心して日常生活を送っていると感じている市民

の割合 
調査中 調整中 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

①  防犯対策の充実  

■ 施策目標 
  市民が安全で安心して暮らすことができるよう，犯

罪のない地域社会が構築されています。 

■ 施策指標 
産 

出 

防犯講習会の受講者数 
現状値 
(H28) 9,558 人 目標値 

(H34) 
12,000 人

以上 

成 

果 

刑法犯認知件数 
現状値 
(H28.1
～12) 

4,071 件 目標値 
(H34) 

2,700 件 
以下 

 

 市民の防犯意識の高揚 
・防犯講習会等の実施 
・犯罪被害者支援の推進 
・暴力団を排除する取組の推進 
 

 地域の防犯体制の充実 
 ・地域における防犯パトロールの充実 
 ・地域防犯ネットワークの連携強化 

 
 地域の防犯環境整備の推進 
 ・防犯灯・防犯カメラの設置促進 

  
② 交通安全対策の充実  

■ 施策目標 
  市民が高い交通安全意識を持ち，安全に安心して道

路を利用できる環境が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出 

交通安全教室受講者数 
現状値 
(H28) 

63,908 人

／年度 
目標値 
(H34) 

65,000 人

／年度 

成 

果 

交通事故発生件数 
現状値 
(H28) 

1,738 件 
／年 

目標値 
(H34) 

1,500 件 
以下／年 

 

 交通安全意識の向上 
・交通安全教育の推進 
・高齢ドライバーの交通安全対策の推進 
・地域と連携した交通安全運動の推進 
 

 交通安全環境の整備 
・交通安全施設の整備 
・自転車走行空間の整備 
・放置自転車防止対策の推進 
 

  
③ 消費生活の向上  

■ 施策目標 
  市民が安全で安心な消費生活を送っています。 

■ 施策指標 
産 

出

消費生活出前講座の受講者数 
現状値 
(H28) 4,162 人 目標値 

(H34) 4,500 人 

成 

果 

消費生活センターに寄せられる相談件数のうち

解決に至った割合 
現状値 
(H28) 98.9% 目標値 

(H34) 100% 
 

 消費行動に対する支援の充実 
 ・消費者教育・啓発の推進 
 ・情報提供事業の充実 
 ・特殊詐欺対策の推進 

 
 消費者被害からの保護 
 ・消費生活相談体制の充実・強化 
 ・表示法等による立入検査の実施 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

④ 食品の安全性の向上  

■ 施策目標 
  事業者，行政が連携して，食品の安全性の確保に努

め，市民が安全で安心した食生活を送っています。 

■ 施策指標 
産 

出 

HACCP 研修会の事業者参加率 
現状値 
(H28) 25% 目標値 

(H34) 100% 

成 

果

食中毒の発生件数 
現状値 
(H28) ４件 目標値 

(H34) ４件以下 
 

 食品健康危害防止の推進 
・食品による健康被害の未然防止の推進 
 

 食品関係施設等の衛生管理の向上 
・食品・食肉関係営業施設の監視指導の充

実 
・食品・食肉検査体制及び機能の充実 
 

 食の安全に関する情報提供 
・食品衛生教育の実施 
・食品衛生情報の提供 
 

  
⑤ 生活衛生環境の向上  

■ 施策目標 
  快適で衛生的な生活環境の中で，市民が安全で安心

して生活しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

生活衛生関係施設の監視率 
現状値 
(H28) 100% 目標値 

(H34) 100% 

犬猫の正しい飼い方教室等の実施回数 

現状値 
(H28) 29 回 目標値 

(H34) 40 回以上 

成 

果 
市民の密着度が高い理美容所等の生活衛生関係

施設の衛生基準適合率 
現状値 
(H28) 100% 目標値 

(H34) 100% 

犬猫の殺処分頭数 
現状値 
(H29) 142 頭 目標値

(H34) 
100 頭 
以下 

 

 生活衛生関係施設等の監視・指導の

充実 
・生活衛生関係施設等の監視指導の充実

・生活衛生関係施設等の衛生水準の向上

 
 愛護動物の適正管理と衛生害虫等

の自主防除の推進 
・市民の自主管理意識啓発及び活動の推進
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基本施策 11 市民が主役のまちづくりを推進する 

 

現状・課題
市民の価値観やライフスタイルの多様化，少子・高齢化の進行，

地域における連帯意識の希薄化など，社会を取り巻く環境の変化に

より，まちづくり活動の参加者や担い手に不足が生じる一方で，

NPO の活動や事業者の社会貢献活動などが活発化しています。 
こうした中，様々なまちづくりの課題に的確に対応していくた

め，市民・地域活動団体（※１）・NPO・事業者・大学・行政の適

切な役割分担のもと，地域のコミュニティをはじめとしたあらゆる

場において，市民が主役となったまちづくりを推進していくことが

重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民や地域活動団体，NPO など，多様な主体が連携し，まちづ

くり活動や，市政への参画に積極的に取り組むことよって，市民が

主役となったまちづくりが実践できる環境が整っています。 
  

構 成 施 策
①協働によるまちづくりの推進   
②地域主体のまちづくりの促進   
③市民の市政への参画促進   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

「まちづくり活動に参加している」市民の割合 ― 25% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 協働によるまちづくりの推進  

■ 施策目標 
  市民・地域活動団体・ＮＰＯ・事業者・大学・行政

が，役割を分担して，協働のまちづくりに取り組む環

境が整っています。 

■ 施策指標 
産 

出

（仮称）まちづくり活動応援事業登録者数 
現状値 
(H29) ― 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

まちづくりセンターとボランティアセンター登

録団体数 
現状値 
(H28) 606 団体 目標値 

(H34) 調整中 
 

 自発的な協働意欲の醸成 
・市民の自発的な協働意欲の向上 
・次世代の協働意識の醸成 
 

 まちづくり活動への参加機会と環境の充実 
・まちづくり活動への参加支援 
・活動環境の充実 
 

 まちづくり活動団体の活力の維持 
・団体の組織基盤の強化 
・団体活動の見える化 

 
 まちづくり活動主体の連携・協力の促進 

・団体間の連携促進 
・行政との連携促進 
・コーディネート機能強化 

  

② 地域主体のまちづくりの促進  

■ 施策目標 
  地域住民が，コミュニティを大切にしながら，地域

の特性に合わせ一体的にまちづくり活動に取り組む環

境が整っています。 

■ 施策指標 
産 
出 

自治会加入世帯数 
現状値 
(H29.4) 

148,389 
世帯 

目標値 
(H34) 

149,000 
世帯 

成 

果 
地域まちづくり計画推進地区数 
現状値 
(H29.4) 26 地区 目標値 

(H34) 39 地区 
 

 日常生活の安全安心を支える絆づ

くりの推進（小さなコミュニティの

活性化） 
・自治会活性化の促進 
・地域活動拠点の機能充実 
 

 地域が一体となったまちづくりの

推進（大きなコミュニティの活性

化） 
・特色ある地域づくり活動の促進 
・地域コミュニティの活性化促進 
 

  

③ 市民の市政への参画促進  

■ 施策目標 
  市民と行政の間で情報が共有され，市民の意見が市

の政策により的確に反映されています。 

■ 施策指標 
産 

出

まちづくり懇談会等における参加者数 
現状値 
(H29) ― 目標値 

(H34) 21,250 人 

成 

果

まちづくり懇談会における意見の反映割合 
現状値 
(H29.3) 54.6% 目標値 

(H34) 60% 
 

 市民と行政の行政情報の共有化の

推進 
・コールセンター事業の充実 
・ＩＣＴを活用した市政情報の戦略的な発信

・広報・広聴事業の充実 
 

 市民の意見の反映に向けた仕組み

の充実 
・集団広聴事業の充実 
・広聴機能の「見える化」の推進 
・市民参加・参画機会の拡充 
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基本施策 12 相互理解の促進による共生社会を形成する 

 

現状・課題
「人権の世紀」とも呼ばれる２１世紀において，なお個人の意識

や行動，社会慣習の中に差別や偏見は存在しています。また，グロ

ーバル化の進展など，社会情勢の変化に伴い，多様化する価値観へ

の理解や対応が求められています。 
こうしたなか，市民一人ひとりが個人として尊重され，共に安心

して暮らしていくためには，家庭，地域，学校，事業者，行政等が

連携し，すべての市民が，互いの個性や特性を理解し認めあい，対

等な関係を築きながら支えあうことのできる共生社会を形成して

いくことが重要です。 
  

基 本 施 策

目 標

家庭，地域，学校，事業者，行政等の十分な連携のもとで，市民

の誰もが思いやりの心を持ち，差別や偏見を持つことなく互いに理

解しあい，安心して暮らすことのできる環境が整っています。 
  

構 成 施 策
①かけがえのない個人の尊重   
②男女共同参画の推進   
③多文化共生の推進   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

・子どもから高齢者まで，一人ひとりの権利が守ら

れていると感じている市民の割合 
54.1% 60% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① かけがえのない個人の尊重  

■ 施策目標 
  すべての市民が，平和の尊さを理解し，互いに個人

として尊重しあい，その人権が擁護されています。 

■ 施策指標 
産 

出 

ＤＶ啓発講座の累計受講者数 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果

配偶者からの暴力の相談窓口の周知度 
現状値 
(H28) 47.8% 目標値 

(H34) 70% 
 

 人権擁護の推進 
・人権擁護の支援 
・虐待防止対策の強化 

 
 男女間のあらゆる暴力の根絶 

・相談体制の充実 
 ・ＤＶ未然防止対策の推進 
 ・ＤＶ被害者の安全確保と自立支援の充実

 
 いじめ対策の充実 
 ・人権教育の推進 

・いじめゼロ運動の推進 
 

 平和啓発活動の充実 
 ・平和のつどいの開催 

  
② 男女共同参画の推進   

■ 施策目標 
  男女が喜びも責任も分かち合い，その能力・個性を

十分に発揮することができる男女共同参画社会が実現

しています。 

■ 施策指標 
産 

出 

男女共同参画推進啓発講座の累計受講者数 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 
審議会等委員に占める女性の割合 
現状値 
(H29.4) 25.9% 目標値 

(H34) 30% 
 

 男女共同参画意識の醸成 
・意識啓発事業の充実 
 

 様々な分野における男女共同参画

の推進 
・地域・社会における男女共同参画の推進

・意思決定過程における男女共同参画の

推進 
 
 職業生活における女性活躍の推進 

・女性の活躍に向けた人材育成支援 
・仕事と子育てや介護等との両立支援 
・企業における職場環境整備に向けた支援

  
③ 多文化共生の推進  

■ 施策目標 
  日本人と外国人住民が，互いに理解し合い，共生の

意識を持って，安心して暮らしています。 

■ 施策指標 
産 

出

国際理解に関する講座の参加者数 
現状値 
(H28) 414 人 

目標値 
(H34) 600 人 

成 

果

多文化共生の推進が重要であると考える市民の割合  
現状値 
(H28) 67.6% 目標値 

(H34) 70% 
 

 外国人住民の生活環境の充実 
・多言語による相談事業の実施 
・多言語による情報提供の充実 
・やさしい日本語の普及促進 

 
 外国人住民との相互理解の促進 
 ・多文化共生の地域づくりの促進 

・姉妹・文化友好都市との交流の推進 
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１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

（魅力・交流・文化 分野） 

 

 

 

 

基本施策 13 都市ブランドの確立と更なる魅力の創出 

基本施策 14 個性豊かな観光と交流を創出する 

基本施策 15 くらしに息づく文化の創造・活用を推進する 
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政策の柱 魅力・交流・文化 

～「魅力創造・交流の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 宇都宮を知ってもらう取組（認知）と宇都宮を好きになってもらう取組（信頼）

を強化し，宇都宮への愛着を高めていくことが必要 

● 転出超過の状況にある東京圏を主なターゲットとして，本市への移住定住の増加

に向けた住まいや働く場，子育て支援などに関する相談機能の充実や情報発信の

強化が必要 

● 餃子・ジャズ・カクテルやプロスポーツチーム，大谷などの地域資源を地域ブラ

ンドとして確立するとともに，歴史・文化，農業，産業などの地域が持つ豊富な

資源を最大限に活用した本市の更なる魅力創出の取組が必要 

● 他市町と連携した広域的観光ルートの創出や，外国人観光客向けの情報発信・受

入体制強化，「農」資源などを活用したニューツーリズムの推進等の取組が必要

● 市民が本市の歴史や文化を正しく認識するとともに，本市への来訪者も含め，こ

うした文化資源や情報を取得，体験，交流できる機会や機能の強化が必要 

 

● 「宇都宮市」のイメージが高まり，市民が愛着を感じ，誇りをもって宇都宮を

ＰＲし，国内外から憧れを持って注目される都市になっている。 
● 本市の魅力が市内外の多くの人に継続的に発信され，そうした取組による本市

の魅力に対する認知が進み，本市への移住などに向けた具体的な行動により転

入者が増加するとともに，本市からの人口の流出が抑制されている。 
● 市民や来訪者が「大谷」をはじめとする本市の魅力ある地域資源に関する情報

を気軽に取得・体験することができる環境が整っている。 
● 本市の様々な魅力や観光資源が国内・国外に発信され，外国人を含む多くの観

光客が本市に来訪し，地域経済の活性化に寄与している。 
● 本市の歴史や文化，芸術が市民共有の財産として認識され，活用されている。
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事業名称 取組のねらい・概要 

○戦略的な本市の魅力

発信 

 
 

本市のイメージ・魅力を高めるため，より多

くの人々へ本市をＰＲできるよう，誇れる地域

資源と各種媒体を活用し，戦略的なブランディ

ングと市内外への情報発信に取り組むととも

に，市民や企業による本市の魅力発信を促進し

ていく。 
 

○東京圏からの移住・

定住の促進 

 
 

転出超過の状況にある東京圏をターゲット

として，本市にゆかりのある東京圏在住者や進

学を機に本市から転出した学生に対し，本市に

戻ってくるきっかけとなる取組を進めるとと

もに，若年層の男女間の人口格差を是正するた

め，女性をターゲットにした流入促進策に取り

組んでいく。 
 

○自転車を核とした都市

の魅力向上 

 
 

国内外に認知されてきた「自転車のまち」と

しての本市の優位性を更に高めるため，ジャパ

ンカップの観戦環境や安全性の向上を図ると

ともに，シクロクロスなどの新たなサイクルス

ポーツの振興や自転車の利用環境の向上に努

めていく。 
 

○大谷の地域資源のフル

活用 

 

大谷地域の総合的な振興と，大谷石をはじめ

とする地域資源の魅力を市内外に発信し，多く

の人に認知され来訪してもらうために，大谷石

採石場跡地，石造建造物，景観，文化等の地域

資源をフル活用する取組を進める。 
 

○戦略的観光事業の推進 

 
 

東京オリンピック・パラリンピックや国民体

育大会競技会を重要な機会として捉え，本市へ

の更なる観光誘客促進を図るため，餃子をはじ

めとする地域資源のブラッシュアップや新た

な観光スポットの創出，また，産業，スポーツ，

農資源などを活用したニューツーリズムの推

進などによる戦略的な観光振興事業を展開し

ていく。 
 

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定

129



第６章 分野別計画 

 

○ろまんちっく村魅力

アップ事業 

 

ろまんちっく村の宿泊機能やレジャー機能

などを充実させ，ろまんちっく村のさらなる魅

力創出を図るとともに，観光拠点である「大谷」

や森林公園などと連携し，更なる誘客の促進を

図る。 
 

○文化資源を活用した

地域の活性化 

 

市民の豊かな人間性や創造性を育むために

は，本市の歴史・文化資源，芸術，更には郷土

の伝統芸能などに触れる機会の充実を図ると

ともに，こうした本市の歴史・文化のストーリ

ーづくりとその情報発信等により，地域コミュ

ニティの強化や観光振興などに取り組んでい

く。  
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基本施策 13 都市ブランドの確立と更なる魅力の創出 

 

現状・課題
今後，人口減少が予測される中，税収減や都市の活力低下など，

定住人口の減少による影響を緩和させていく必要がある。そのた

め，石の里大谷をはじめとする本市の多様な地域資源を活用した観

光振興や，他都市との差別化が図れる独自性の高い国際的スポーツ

イベントの誘致・開催等に取り組み，地域経済の活性化を図るとと

もに，本市の魅力を市内外に向けて発信することによる，市民プラ

イドの醸成や本市の認知度向上に努め，交流人口や移住・定住人口

の増加を図る。 
  

基 本 施 策

目 標

石の里大谷をはじめとする，本市の様々な地域資源が広く認知さ

れ，宇都宮ブランドとして活用されるとともに，市民としてのプラ

イドも更に高まり，訪れてみたい，住んでみたい，住み続けていた

いと考える人が増えています。 
  

構 成 施 策
①都市ブランドの戦略の推進   
②移住・定住の促進   
③都市の魅力の発掘・創出・ブラッシュアップ   
④観光地・大谷の地域活性化の推進   

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

検討中 － － 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 都市ブランド戦略の推進  

■ 施策目標 
  本市のイメージが高まり，市民が愛着と誇りを持っ

て宇都宮を PR することで，国内外からの憧れと注目

を集める都市になっています。 

■ 施策指標 
産 

出

ＳＮＳ等を活用した魅力発信件数 
現状値 
(H28) 189 件 目標値 

(H34) 300 件 

成 

果 

宇都宮に良いイメージがあると感じている人の

割合 
現状値 
(H28) (今後調査) 目標値 

(H34) 50% 
 

 市民の誇りの獲得 
・官民連携による都市ブランド戦略の

推進 
・都市ブランド戦略への参画促進 

 
 市外からの憧れの獲得 
 ・広報媒体の戦略的な活用 
 ・地域資源を活用したブランディングの

推進 
 

  
② 移住・定住の促進   

■ 施策目標 
  本市から東京圏への転出超過数が減少しています。 

■ 施策指標 
産 

出 

移住・定住相談窓口における相談者数 
現状値 
(H29.8) 12 人 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

東京圏から本市への転入者数 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 相談機能の充実 
・移住・定住セミナーの開催 
・移住・定住相談窓口の充実 
 

 情報発信の強化 
・移住・定住情報の一元化・発信 
・お試し居住の実施 
・地域資源を活用した魅力を体験する機会

の創出 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

③ 都市の魅力の発掘・創出・ブラッシュアップ  

■ 施策目標 
  本市の様々な地域資源が広く認知されるとともに，

宇都宮ブランドとして活用され，地域経済の発展に大

きく寄与しています。 

■ 施策指標 
産 

出

サイクルレースの開催回数 
現状値 
(H28) 6 レース 目標値 

(H34) 12 レース 

成 

果

国際的スポーツイベントによる経済波及効果 
現状値 
(H28) 31 億円 目標値 

(H34) 37 億円 
 

 魅力となる資源の発掘・創出 
・魅力・集客力のある新たなコンテンツ

の発掘・創出 
 

 魅力ある資源のブラッシュアップ 
・自転車を核とした都市の魅力向上 
・プロスポーツチームへの支援・連携 

  
④ 観光地・大谷の地域活性化の推進   

■ 施策目標 
  多様な主体が地域資源を活用して経済活動を活発に

行うとともに産業間が連携し，持続可能な大谷地域が

形成されています。 

■ 施策指標 
産 

出 

観光振興促進事業費補助金の年平均交付件数 
現状値 
(H29) 1.4 件 目標値 

(H34) 3件 

成 
果 

大谷地域内の事業所数 
現状値 
(H26) 109 事業所

目標値 
(H34) 130 事業所

 

 地域と連携した持続可能な観光地

域づくりの推進 
・大谷石産業の振興 
・大谷石産業の観光活用 
 

 特異な地域資源の有効活用 
・冷熱エネルギーの活用促進 
・大谷ブランドの確立 
 

 観光地を支える機能の充実 
・大谷周遊拠点の創出 
・大谷・多気地区の美観形成 
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基本施策 14 個性豊かな観光と交流を創出する 

 

現状・課題
近年，観光に対するニーズの多様化や観光客の旅行形態の変化，

訪日外国人の増加など，観光を取り巻く環境が大きく変化していま

す。こうした中，観光客のニーズを的確に捉え，本市への国内外か

らの更なる誘客を促進し，来訪者の満足感や再来意欲を更に高めて

いくためには，地域資源を活用した戦略的な観光を推進するととも

に，官民連携によるおもてなしの充実などを図りながら，個性豊か

な観光と交流を創出することが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

多彩な地域資源が発掘，活用されるとともに，おもてなしの充実

が図られ，国内外からの多くの来訪者が個性豊かな観光を満喫し，

交流が創出されています。 
  

構 成 施 策
①戦略的観光の推進 
②おもてなしの充実 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

年間の観光入込客数 1,483 万人 1,550 万人 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 戦略的観光の推進  

■ 施策目標 
  多彩な地域資源を活用した戦略的な観光が推進さ

れ，本市の魅力が高まり，国内外からの多くの観光客

が訪れています。 

■ 施策指標 
産 

出

観光誘客イベントの来場者数 
現状値 
(H28) 139 万人 目標値 

(H34) 145 万人 

成 

果

年間の外国人宿泊者数 
現状値 
(H28) 83,000 人 目標値 

(H34) 110,000 人 
 

 地域資源の活用促進 
・農商工・文化・スポーツなど様々な

資源の活用促進 
・地域資源の発掘と磨き上げ 
・ニューツーリズムの促進 
 

 観光セールスの強化 
・多様な手段による観光情報の発信 

 ・観光プロモーションの強化 
 ・コンベンション等の誘致強化 
 
 広域観光事業の推進 
 ・県内観光のハブ機能の強化 
 ・広域連携の強化 
 
 インバウンドの拡大 

・海外プロモーションの強化 
・外国人向け観光資源の磨き上げと発掘 
 

 都市と農村の交流促進 
・観光資源を活用した交流の促進 
・観光交流施設の充実 

  
② おもてなしの充実  

■ 施策目標 
  本市への来訪者が「訪問して満足した」と感じられ

るよう，様々なおもてなしの充実が図られています。 

■ 施策指標 

産 

出 

観光ボランティアガイド養成講座の累計受講者

数 
現状値 
(H28) 244 名 目標値 

(H34) 350 名 

成 

果 

「訪問して満足した」と感じている来訪者の割

合 
現状値 
(H28) 79.8% 目標値 

(H34) 85% 
 

 おもてなしのある受入体制の充実 
・市民のおもてなし意識の向上 
・観光ガイドの確保・育成 
・観光・コンベンション機能の充実 
 

 外国人観光客へのおもてなしの充

実 
 ・各種表示の多言語化・案内サイン等の

充実 
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基本施策 15 くらしに息づく文化の創造・活用を推進する

 

現状・課題
少子高齢化やグローバル化の進展など社会の状況が著しく変化

する中，文化の成熟や価値観の多様化に伴う，活動環境や文化・芸

術の担い手不足が懸念されています。また，質の高い芸術・文化の

活動が活発化する一方，暮らしの中で気軽に芸術・文化に触れる市

民は減少傾向にあります。こうした中，歴史や芸術・文化が持つ価

値を地域の活性化に活用する新たな潮流が生まれています。 
このため，今後は，市民の主体的で身近な文化活動の場や機会の

充実や，将来を切り開く芸術・文化の担い手の育成・支援の充実に

取り組むとともに，市民が郷土の歴史や文化を再認識し，多様な主

体が関わり歴史や芸術・文化を地域コミュニティの強化や観光振興

などまちづくりに生かしつつ，その価値を共有し，保存・継承を図

っていくことが重要です。 
  

基 本 施 策

目 標

市民が主体的に文化活動に取り組み，次代を担う人材・団体が育

まれるとともに，市民が郷土の歴史文化に誇りや愛着を持ち，魅力

的な宇都宮文化が創造・発信されています。 
  

構 成 施 策
①文化活動の充実 
②文化の創造・継承，保存・活用 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H26） 

目標値 
（H34） 

宇都宮の伝統や文化に自慢できるものがあると感

じる市民の割合 
26.2% 50% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 文化活動の充実  

■ 施策目標 
  市民が主体的に文化活動に取り組めるよう，文化鑑

賞や活動が身近にできる環境や人材・団体育成の支援

体制が整っています。 

■ 施策指標 

産 

出 

文化芸術事業の参加者・観覧者数 
 
現状値 
(H28) 342,725 人

目標値 
(H34) 360,000 人 

成 

果 

文化会館の施設稼働率 
 
現状値 
(H26) 78.6% 目標値 

(H34) 85% 
 

 文化を身近に感じ，活動できる環境

づくりの推進 
・文化に触れる場の充実 
（市民芸術祭やジュニア芸術祭の開催）

・文化を学ぶ機会の充実 
・文化情報の収集・発信機能の強化 
  

 文化をつなぐ人材・団体の育成・支

援の推進 
 ・文化を先導する人材の育成支援（宇都

宮エスペール文化振興事業） 
 ・多様な世代の担い手の育成 
 ・文化団体の育成・支援  
 

  
② 文化の創造・継承，保存・活用  

■ 施策目標 
  市民が郷土に誇りや愛着を感じ，地域の魅力づくり

や絆づくりに活かすことができるよう，文化資源が保

存活用されています。 

■ 施策指標 

産 

出 

文化資源の周知啓発事業参加者数 
 
現状値 
(H27) 36,117 人 目標値 

(H34) 40,000 人 

成 

果 
文化財展示施設利用者数 
 
現状値 
(H27) 152,001 人

目標値 
(H34) 178,000 人 

 

 宇都宮文化の創造・継承の推進 
・歴史・文化の評価・創出の推進 
・本市にゆかりのある芸術家を活用した

普及啓発の推進 
 

 文化資源の保存・活用の推進 
 ・文化財等の保存・継承 
 ・景観保全の促進 
   
 文化の力を活かしたまちづくりの

推進 
 ・文化を活用した観光の振興 
 ・文化を活用した地域活性化の推進  
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１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

 

（産業・環境 分野） 

 

 

 

 

基本施策 16 地域産業の創造性・発展性を高める 

基本施策 17 商工・サービス業の活力を高める 

基本施策 18 農林業の生産力・販売力・地域力を高める 

基本施策 19 環境への負荷を低減する 
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政策の柱 産業・環境 

～「産業・環境の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 本市の特性・強みを生かした企業集積・立地の促進により，社会経済環境の変化

に的確に対応できる産業構造の構築と，地域経済を牽引する産業の創出・育成や

雇用機会の拡大，労働力の確保が必要 

● 中小企業の経営支援やＩＣＴなどを活用した技術革新の促進，後継者不足などに

伴う技術承継への支援が必要 

● 市場の流通機能の集荷力・販売力の強化やＰＲの強化による活性化等の取組が必

要 

● 農林業を支える担い手の確保・育成，企業の参入などを更に促進させるとともに，

大区画化や集積の推進による農業生産基盤の強化，県外や海外における販路拡大

に向けた農産物のブランド力の向上が必要 

● 市民・事業者・行政が日常生活や事業活動において，ごみの分別をはじめとした

３Ｒ行動など，身近に取り組むことができる環境配慮行動の着実な促進や，循環

型社会の形成に向けた安定したごみ処理体制の構築が必要 

● 地域の特徴を踏まえた省エネや創エネ・蓄エネを軸としたエネルギー利用などの

地球温暖化対策や，こうした取組を環境学習の場とした環境保全行動の推進が必

要 
 

● 本市の特性・強みを生かした企業集積・立地が進んでいる。 
● 市内企業の技術革新や技術承継などが安定的に進められている。 
● 市場が活性化し，安定した流通機能が維持されている。 
● 農林業を支える担い手が確保・育成されるとともに，市内産農産物のブランド

力が向上し，農業の高い競争力を有している。 
● 市民が「もったいない」のこころで自ら率先して行動し，循環型社会の形成が

進められている。 
● 事業者を含む地域全体で省エネの促進や効率的なエネルギー利用，低炭素化な

どの地球温暖化対策が推進されている。 
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事業名称 取組のねらい・概要 

○企業誘致・集積の推進 

 

社会経済環境が大きく変化する中にあって

も，地域経済を牽引する産業の創出・育成に取

り組むとともに，本市の特性・強みを活かした，

新たな産業団地の造成の検討も含め，産業集積

の促進を図っていく。 
 

○女性の雇用創出・就労の

促進 

 

女性が能力を十分に発揮でき，女性が働きや

すい環境を整えるため，女性の就労の受け皿と

なる企業の増加や，女性の市内企業への就職を

促進する仕組みの構築などにより，さらなる女

性の雇用・就労促進を図る。 
 

○中小企業のＩＣＴ利活

用促進 

 

国内外の社会経済状況の変化に適切に対応

し，本市産業の持続的発展，地域産業の充実・

強化を図るため，特に中小企業の経営力の強化

や生産性の向上に資するＩＣＴ利活用の促進

に取り組んでいく。 
 

○中小企業の事業承継の

促進 

 

中小企業の円滑な事業承継に向けたマッチ

ング支援等を推進することにより，経営者の高

齢化の進展や後継者不足を背景とする廃業を

防ぎ，持続的な地域経済の活性化を図る。 
 

○流通機能を支える中央

卸売市場の再整備 

 
 

本市において安全で安心な生鮮食料品を安

定して供給する市場が，引き続きその重要な役

割を担うため，老朽化が進む施設の長寿命化・

耐震化を図るとともに，市場内外からニーズが

高まっている品質管理の高度化への対応を図

るため再整備を進める。 
 

○農の産地力強化と農産

物ブランド化の推進 

 
 

本市農業の競争力強化を図るため，農業を支

える担い手の確保・育成，企業の参入などを促

進するとともに，ＩＣＴ等を活用した効率化や

技術力の向上，生産規模の拡大，更には収益性

の高い作物の産地力の強化と国内外の消費者

から選ばれる農産物のブランド化を促進して

いく。 
 

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定
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○効果的・効率的なごみ

処理体制の構築 
・一般廃棄物ごみ焼却施設の整備

 ・一般廃棄物最終処分場の整備 

老朽化により休止した北清掃センターを更

新し，ごみ発電機能を有する新たな焼却施設を

整備するとともに，エコパーク板戸に代わる最

終処分場（（仮称）第２エコパーク）を整備す

るなど，効果的・効率的なごみ処理体制の構築

により，持続可能な循環型社会の形成に取り組

んでいく。 
 

○ＬＲＴ沿線における

低炭素化の促進 

 
 

ＬＲＴの整備に合わせ，効果的な低炭素化の

促進を図るため，ＬＲＴのトランジットセンタ

ーへの省エネ・再エネ設備の導入や周辺街区も

含めた面的なエネルギーの利活用など，多様な

手法の調査・検証を行い，事業の具体化に向け

取り組んでいく。 
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基本施策 16 地域産業の創造性・発展性を高める 

 

現状・課題
本市は，これまで日本有数の産業都市として発展し，市内総生産

は増加傾向で推移してきました。 
一方で近年は，ＩｏＴ，ビッグデータ，ＡＩ（人工知能）などに

代表される産業・技術革新が進展し，生産や消費など経済活動が大

きく変化しています。また，少子高齢化の進展に伴う生産年齢人口

の減少や特に女性を中心とした若年層の東京圏への人口流出によ

る労働力不足が懸念されています。 
こうした中，本市産業が持続的に発展していくためには，新たな

技術の導入や多様な人材の確保などにより競争力を強化し，地域産

業の創造性・発展性を高めていくことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

産業集積や地域資源などの特性を活かして，新技術導入による生

産性向上や新たな雇用創出などにより，付加価値の高い製品，サー

ビスが生み出され，地域経済循環が進展し地域産業の創造性・発展

性が高まっています。 
  

構 成 施 策
①地域特性を活かした産業集積の促進 
②新規開業・新事業創出の促進 
③就労・雇用対策の充実 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H26） 

目標値 
（H34） 

市内総生産 2,719,222 
百万円 

2,917,725 
百万円 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 地域特性を活かした産業集積の促進  

■ 施策目標 
  地域の特性を活かして高い付加価値を創出し，地域

経済を牽引する産業集積が進んでいます。 

■ 施策指標 

産 

出 

企業立地補助金・企業定着促進拡大再投資補助

金件数（累計） 
現状値 
(H28) ３件 目標値 

(H34) ２１件 

成 

果

製造品出荷額 
現状値 
(H26) 

1,981,059
百万円 

目標値 
(H34) 

2,272,275
百万円 

 

 成長産業の振興 
・地域経済を牽引する産業や企業の創出・

育成 
・企業間・産学官連携の促進 
 

 産業集積・立地の促進 
 ・企業立地・企業定着の促進 

・本社機能やオフィス系企業の立地促進 
 ・新たな産業団地の開発推進 
 
 

  
② 新規開業・新事業創出の促進  

■ 施策目標 
  次世代の地域産業を担う新規開業・新事業の創出が

進んでいます。 

■ 施策指標 
産 

出 

新産業創出支援補助金件数（累計） 
現状値 
(H28) 5 件 目標値 

(H34) 29 件 

成 

果 

市内における創業者数 
現状値 
(H28) 144 人 目標値 

(H34) 178 人 
 

 起業家の創出と育成 
・起業家精神の育成 
・関係機関等と連携した起業家の集積・

成長支援 
 

 新事業・新分野への進出の促進 
 ・インキュベーション機能の充実 
 ・新事業創出の支援 

  
③就労・雇用対策の充実  
■ 施策目標 
  雇用が安定的に創出され，多様な人材が能力を活か

しいきいきと働き，企業は人材確保・育成ができてい

ます。 
 
■ 施策指標 

産 

出 

市主催就職支援事業への参加者数 
現状値 
(H28) 168 人 目標値 

(H34) 240 人 

成 

果

１５歳以上人口に占める就業者数 
現状値 
(H27) 242,002 人

目標値 
(H34) 243,055 人 

 

 多様な人材の就職と雇用支援の充

実 
・キャリア形成・就労支援の充実 

 ・ＵＪＩターン就職・地元就職の促進 
・若年者や女性等の雇用マッチングの促進

 
 働きやすい労働環境づくりの推進 
 ・労働相談の充実 
 ・雇用・労働条件等の周知啓発 
 ・労働環境の充実 
・働き方改革の推進 
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基本施策 17 商工・サービス業の活力を高める 

 

現状・課題
市内事業者は，多様な事業活動を通じて本市経済の成長を支える

とともに，地域の雇用を支えるなど重要な役割を担っています。特

に市内事業者の約９９％を占める中小企業・小規模企業の活力を最

大限に発揮させるための環境を整備し，商工・サービス業の振興を

図っていくことが求められています。 
商工・サービス業の事業者に対し，生産性や付加価値の向上，国

内外への販路拡大，新事業の展開などによる経営力強化の支援を行

うとともに，円滑な事業承継や高度な技術の承継，産業人材の確

保・育成などに取組むことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

社会経済環境の変化に対応するため，事業者が自主的に経営革新

に取り組んでいるとともに，企業の成長段階に応じた切れ目のない

支援が充実しており，地域経済が活性化しています。 
  

構 成 施 策
①魅力ある商業の振興 
②安定した経営基盤の確立 
③中小企業の経営・技術革新の促進 
④流通機能の充実 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28.3） 

目標値 
（H34） 

小売業年間商品販売額（百万円）／市民 1 人 1.16 
百万円 

1.35 
百万円 

1 事業所（従業者規模 4～299 人の製造業）

当たりの製造品出荷額 
1,114.37 
百万円 

1,309.8 
百万円 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 魅力ある商業の振興  

■ 施策目標 
  商業活動が，市民の日常生活やまちづくりを支えな

がら，活発化しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

魅力ある商店街等支援事業補助制度を活用した

件数 
現状値 
(H27) 66 事業 目標値 

(H34) 73 事業 

成 

果 

販売促進事業により顧客が増加していると感じ

ている商店街の割合 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 魅力ある中心商業地の創出 
・中心市街地への出店促進 
・空き店舗活用の促進 
・商店街の景観整備の促進 
・市民広場の改修と活用促進 

 
 地域社会の核となる商店街の強化 
 ・地域特性を活かした魅力ある商店街の

活性化 
 ・安全・安心な商店街の整備促進 
 
 魅力ある商店づくりの促進 
 ・消費者の視点に立った商店づくりの支

援 
 ・商店後継者の育成支援 
 

  
② 安定した経営基盤の確立  

■ 施策目標 
  中小企業が，経営力を高め，安定した経営基盤を確

立しています。 

■ 施策指標 
産 

出 

事業承継に関する相談件数 
現状値 
H28 63 件 目標値 

(H34) 90 件 

成 

果 
市内中小企業の倒産件数 
現状値 
(H28) 50 件 目標値 

(H34) 40 件 
 

 資金調達の円滑化 
・制度融資の活用促進 

 ・信用保証の充実 
 

 経営体質・基盤の強化 
 ・経営基盤の強化 
 ・経営相談，技術・経営指導の充実 
 ・販路拡大の強化支援 
 ・事業承継の支援強化 
 
 経済団体との連携強化 
 ・経済団体との連携強化 
 ・事業者の組織化支援 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

③中小企業の経営・技術革新の促進  

■ 施策目標 
  中小企業が，技術の革新，経営の合理化などを進め，

持続的に成長しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

高度化設備設置補助制度を活用した件数 
 
現状値 
(H28) 35 件 目標値 

(H34) 37 件 

成 

果 

従業者規模 4～299 人の事業所（製造業）にお

ける従業員 1 人当たりの付加価値額 
現状値 
(H26) 

12.12 
百万円 

目標値 
(H34) 

13.51 
百万円 

 

 高度技術開発の促進 
・設備高度化の促進 

 ・知的所有権の取得促進 
 ・発明，研究開発意欲の高揚 

 
 先進的企業経営の促進 

・経営革新や技術革新の促進 
・企業と地域社会との連携促進 

 ・ＩＣＴ利用などによる業務効率化，商

品・サービスの付加価値向上の促進 
 
 地域産業を担う人材の育成 
 ・高度技術承継の支援 
 ・宮のものづくり達人制度の活用促進 
 ・伝統産業の振興 

  
④ 流通機能の充実  

■ 施策目標 
  生産者から消費者までの生鮮食料品の流通体制が確

保され，安定的に供給されています。 

■ 施策指標 
産 

出 

中央卸売市場年間取扱量 
現状値 
(H29) 12.4 万 t 目標値 

(H34) 15.9 万 t 

成 

果 
宇都宮市民への生鮮食料品供給率 
現状値 
(H29) 122.8% 目標値 

(H34) 158.7% 
 

 市場機能の充実 
・食の安定確保と物流体制の強化 
・食の安全・安心の確保 
・市場再整備の推進 

 ・市場と食に関する情報発信の充実 
 
 物流機能の強化 

・物流の集積化の促進 
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基本施策 18 農林業の生産力・販売力・地域力を高める

 

現状・課題
高齢化の進行や経済活動のグローバル化，消費者の価値観やライ

フスタイルの多様化により，農業の担い手の確保や生産体制の強

化，消費者が安心できる新鮮で高品質な農産物の安定的な供給，更

には，農林業が持つ癒し憩いなどの多面的な機能の発揮が求められ

ています。 
こうした中，農業者が意欲をもって農業に従事するため，農業生

産技術の効率化・高度化や，ニーズに的確に対応した農産物の生

産・ブランド化による付加価値の向上，販路の拡大の取組などによ

り，収益を上げる環境を整えるとともに，地域ぐるみの農村環境保

全活動や農育・食育を推進し，農林業の生産力・販売力・地域力を

高めていくことが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

農林業を支える多様な担い手が育ち，生産力や流通・販売力が強

化されるとともに，良好な農村環境の形成など，農林業の生産力・

販売力・地域力が高まっています。 
  

構 成 施 策
①農林業を支える担い手の確保・育成 
②農林業経営を支える生産体制の強化 
③生産者と消費者を結ぶ流通・販売戦略の強化 
④環境と調和した農林業の推進 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H27） 

目標値 
（H34） 

農業産出額 204 億円 220 億円 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 農林業を支える担い手の確保・育成  
■ 施策目標 
  地域の実情に合った多様な担い手が確保・育成され

ています。 
■ 施策指標 
産 

出 

地域農業の在り方の検討に係る地域会合開催数 
現状値 
(H28) 12 回／年 目標値 

(H34) 18 回／年 

成 

果

認定農業者数 
現状値 
(H28) 

748
経営体 

目標値 
(H34) 

772
経営体 

 

 意欲ある担い手の確保・育成 
・農業者の経営力の向上支援 

 ・新規就農者の確保・育成 
・担い手への農地利用集積の強化 
 

 地域農業を支える担い手づくり 
・組織的な農業経営体の確保・育成 

 ・地域に融和する企業の参入促進 
 ・後継者の育成と承継支援 
 ・女性や高齢者の起業等（６次産業化）の

促進 
  

② 農林業経営を支える生産体制の強化  
■ 施策目標 
  生産性の高い土地基盤が整備・保全されるととも

に，効率的な生産体制が確立され，安定した農業経営

が展開されています。 
■ 施策指標 
産 

出

ほ場整備実施面積 
現状値 
(H28) 7,330ha 目標値 

(H34) 7,410ha 

成 

果 

農業所得 1,000 万円超の認定農業者数 
現状値 
(H28) 

122
経営体 

目標値 
(H34) 

128
経営体 

 

 
 生産性の高い土地基盤の整備・保全
・優良農地の確保と有効活用 
・土地改良事業の推進 

 
 生産体制の安定性・効率性の向上 
 ・施設整備や機械導入の支援 
 ・ＩＣＴ活用を含む安定性・効率性を高め

る生産技術の高度化 
 
 市場に選ばれる農産物の生産振興 

・需要に応じた米の生産振興 
 ・収益性の高い農産物の生産振興 

  

③生産者と消費者を結ぶ流通・販売戦略の強化  
■ 施策目標 
  市場価値の高い良質な宇都宮市産農産物が，様々なル

ートで市内はもちろん国内外へ流通・販売されています。 
■ 施策指標 
産 

出 

うつのみや地産地消推進店数 
現状値 
(H28) 129 店舗 目標値 

(H34) 170 店舗 

成 

果 

うつのみや産青果物の国内市場取扱金額 
現状値 
(H28) 78.5 億円 目標値 

(H34) 87.5 億円 
 

 農産物の販路拡大 
・地産地消の推進 
・首都圏への流通拡大 
・国内外の新たな販路開拓 
 

 農産物のブランド化推進 
 ・付加価値を高める新たな生産技術の導入

促進 
・農商工連携による６次産業化の促進 

 ・マーケティング力の強化 

  

④ 環境と調和した農林業の推進  
■ 施策目標 
  農林業が持つ多様な公益的機能が維持・向上しています。 
■ 施策指標 

産 

出

民有林整備事業量 
現状値 
(H28) 

3,387.5
ｈａ 

目標値 
(H34) 

4,287.5
ｈａ 

成 

果

市内農地における環境保全活動カバー率 
現状値 
(H28) 40.7％ 目標値 

(H34) 72.0％ 
 

 農資源・農村環境の保全推進 
・農地・水環境の保全活動の推進 

 ・耕作放棄地の解消・活用の促進 
・有害鳥獣被害対策の推進 
 

 森林保全整備の推進 
・民有林整備事業の推進 
・森林資源の有効活用の促進 
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基本施策 19 環境への負荷を低減する 

 

現状・課題
進行する地球温暖化に対応する省エネやエネルギーの地産池消

による低炭素化や，廃棄物等の発生抑制などによる限りある資源が

循環できる社会の構築，生物多様性が適切に保たれた自然環境の保

全など， 本市における環境課題は多様化・高度化してきています。

このような中，市民がエコで無理のない快適な生活が送れるよう

にするため，市民・事業者・行政が日常生活や事業活動において身

近に取り組むことができる環境に配慮した行動を着実に実践し，環

境への負荷を低減することが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民・事業者・行政が連携した環境配慮行動が実践され，エコで

無理のない快適な生活が送れています。 
  

構 成 施 策
①環境保全行動の推進 
②地球温暖化対策の推進 
③ごみの発生抑制，資源の循環利用の推進 
④廃棄物の適正処理の推進 
⑤良好な生活環境の確保 
⑥生物多様性の保全 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H26） 

目標値 
（H32） 

市民１人当たりの二酸化炭素排出量 3.1ｔ-CO2/年 2.8ｔ-CO2/年
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 環境保全行動の推進  

■ 施策目標 
  市民が，健全で恵み豊かな環境を享受できるよう，「も

ったいない」のこころを持って環境保全に取り組んでい

ます。 

■ 施策指標 
産 

出

環境学習センター開催講座等への参加者数 
現状値 
(H28) 11,416 人 目標値 

(H34) 13,760 人 

成 

果

みやエコファミリー認定制度認定家庭数（累計） 
現状値 
(H28) 

3,218 
世帯 

目標値 
(H34) 

5,000 
世帯 

 

 「もったいない」のこころの醸成
・もったいない運動の推進 
 

 環境について自ら学び，行動する

人材の育成 
 ・環境学習センターを拠点とした人材

育成の推進 
 ・環境学習の場と機会の提供 
 
 「もったいない」の実践の場と機

会の充実 
・家庭や学校における環境配慮行動の推

進 
・環境団体の育成，連携促進 

 

② 地球温暖化対策の推進  

■ 施策目標 
  市民・事業者・行政の各主体が互いに連携・協力しな

がら，温室効果ガスの削減に積極的に取り組んでいま

す。 

■ 施策指標 
産 

出 

太陽光発電設備導入世帯数（累計） 
現状値 
(H29.3) 

15,138 
世帯 

目標値 
(H32) 

19,000 
世帯 

成 

果 

一世帯当たりの二酸化炭素排出量 
現状値 
(H26) 7.5ｔ-CO2/年 目標値 

(H32) 6.4ｔ-CO2/年 

※ Ｈ３３以降の目標値については，関連計画の状況を踏まえ設定

 省エネルギー・低炭素化の推進 
・家庭における省エネ化の促進 
・事業所における省エネ化の促進 
 

 自立分散型の再生可能エネルギー

等の普及促進 
 ・家庭における再生可能エネルギーの

導入促進 
 ・事業者等との連携による再生可能エネ

ルギーの普及促進 
 ・市有施設への再生可能エネルギーの導

入促進 
 
 環境負荷の少ないまちづくりの促進
 ・ＬＲＴ沿線における低炭素化の促進 
 ・ＥＶ等低環境負荷型自動車の普及促進

 ・市域におけるエネルギーの地産地消の促進
 

③ ごみの発生抑制，資源の循環利用の推進  

■ 施策目標 
  市民がごみを減らすための３Ｒ（発生抑制，再使用，

再資源化）に取り組めるよう，自ら積極的に行動できる

環境が整っています。 

■ 施策指標 

 
 

産 

出

分別講習会等の参加者数 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果

市民 1 人１日当たりの資源物以外のごみ排出量 
現状値 
(H28) 781ｇ 目標値 

(H34) 734ｇ 

 ごみの発生抑制の促進 
・３Ｒ周知啓発の推進 
・地域におけるごみ減量化・資源化の

推進 
・事業系ごみ減量化の推進 
 

 適正な資源循環利用の推進 
 ・ごみの分別強化の推進 

・新たな資源化事業の推進 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

④ 廃棄物の適正処理の推進  

■ 施策目標 
  市民・事業者・行政がそれぞれの役割・責任を十分に

果たし，廃棄物を適正に処理しています。 

■ 施策指標 

産 

出 

ごみ排出量[ｔ]に対する最終処分場への搬入量

[ｔ]の割合 
現状値 
(H28) 12.2% 目標値 

(H34) 8.2% 

成 

果

不法投棄発生件数 
現状値 
(H28) 323 件 目標値 

(H34) 230 件 
 

 収集・処理体制の適正化の推進 
・適正なごみ収集運搬体制の確保 
・効果的・効率的なごみ処理体制の構築

 
 廃棄物に係る監視・指導の強化 
 ・不法投棄未然防止への取組の強化 
 ・排出事業者に対する指導強化 
 

  
⑤ 良好な生活環境の確保  

■ 施策目標 
  大気や水の汚染，騒音など，公害のない良好な生活環

境が確保されています。 

■ 施策指標 
 

産 

出 

環境法令規制対象施設への立入検査による監視率 
現状値 
(H28) 100% 目標値 

(H34) 100% 

成 
果 

光化学オキシダントの環境基準達成率 
現状値 
(H28) 92.7% 目標値 

(H34) 
最新の全国平

均以上 

 環境調査，監視等の充実 
・大気汚染，水質汚濁，騒音等の監視の

強化 
・化学物質や放射線量など各種環境調査

の充実 
 

 発生源対策の充実 
 ・工場・事業場の監視・指導の強化 
 ・環境検査の充実 
 ・市民・事業者に対する意識啓発・支援

の強化 

  
⑥ 生物多様性の保全  

■ 施策目標 
  人と自然との共生により，豊かな生物多様性の恵みを

享受しています。 

■ 施策指標 
産 

出

生物多様性保全に係る講座の受講者数 
現状値 
(H28) 143 人 目標値 

(H34) 2,500 人 

成 

果 

生物多様性保全活動の実践・参加を希望する人の

割合 
現状値 
(H28) ― 目標値 

(H34) 60% 
 

 生物多様性保全意識の醸成 
・生物多様性の保全に係る啓発事業の

促進 
・生物多様性の保全に取り組む人づくり

の促進 
 

 生物多様性保全対策の推進 
 ・生きものとその生息・生育環境の保全

 ・生きものとその生息・生育環境の変化

への対策の推進 
 ・生物多様性に関する調査の実施及び有

効活用 
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第６章 分野別計画 

 

１ 未来都市の実現に向けた各政策の柱 

 

 

 

 

 

（都市空間・交通 分野） 

 

 

 

 

基本施策 20 暮らしやすく魅力のある都市空間を形成する 

基本施策 21 快適な住環境と自然豊かな都市環境を創出する 

基本施策 22 誰もが快適に移動できる総合的な交通ネットワークを構築する 

基本施策 23 質の高い上下水道サービスを提供する 
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政策の柱 都市空間・交通 

～「交通の未来都市」の実現に向けて～

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 県都有数の多様で魅力的な都市機能を備えた都市拠点と，日常生活に必要な機能

を備えた地域拠点の創出を進めるとともに，良好な都市基盤ストックを維持・形

成しながら，こうした拠点と幹線交通軸の沿線などへの居住誘導の取組が必要 
● 循環型社会の形成を見据え，自然豊かな水と緑の環境の創出や，良好な住環境創

出に向けた空き家を含む住宅ストックの有効活用を図ることが必要 
● ＬＲＴの円滑な整備やバス路線の再編，地域内交通の充実を進めるとともに，鉄

道の利便性向上や公共交通間の乗り継ぎ円滑化の取組が必要 
● 将来を見据えた計画的かつ効率的な上下水道施設の維持・更新，持続可能な事業

運営に向けての経営基盤の強化と顧客サービスの充実が必要 
 

● 二荒の森を中心に発展してきた本市の顔となる都市拠点においては，県都有数

の多様で魅力的な都市機能を備えるとともに，それぞれの歴史や成り立ちを踏

まえた各地域の拠点などにも，日常生活の利便性向上に資する都市機能の集積

や居住の誘導が進んでいる。 
● 空き家を含めた住宅ストックの有効活用を図りながら，拠点や公共交通沿線へ

の居住が進んでいる。 
● 少子・超高齢化の進行や市民ニーズの多様化に対応するとともに，本市の可住

地の特性を活かした安全で快適な住環境や，自然豊かな水と緑の環境が保全・

創出されている。 
● ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅東側の開業に続いて西側の整備が進み，更にはバス路線

の再編や地域内交通の充実が図られ，スムーズな乗り継ぎが可能となるなど，

公共交通で自由に移動できる環境が実現している。 
● 安全性などが確保された水道水が安定的に供給され，公共下水道等の整備が進

み，引き続き快適な生活環境が確保されている。 
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事業名称 取組のねらい・概要 

○都市拠点への高次都市機能の

集積促進 
 ・宇都宮駅東口整備の推進 
 ・再開発等の促進 

都市拠点において，県都にふさわしい

高次な都市機能の集積を促進するため，

宇都宮駅東地区においては，コンベンシ

ョンや商業機能などの，広域的な交流・

賑わい機能の創出を図るとともに，ＪＲ

宇都宮駅西口や中心市街地においても

商業・業務・住居など多様な都市機能の

集積を図るための再開発等を促進する。

 

○地域拠点等への居住や生活利

便施設の集積促進 

 
 

身近な地域拠点等において，病院や買

い物など様々な都市のサービスを受け

やすくし，生活の質の向上を図るため，

立地適正化計画に係る立地誘導策の推

進や，安全・安心で快適な都市基盤の形

成などにより，居住や日常生活に必要な

利便施設の集約を促進する。 
 

○空き家等の利活用促進 

 
 

住宅ストックの余剰等の社会的変化

を背景に「空き家等」が増加傾向にある

中，地域や民間事業者等と連携を図りな

がら様々なまちづくりの分野における

空き家のマッチングなどの空き家等の

利活用の促進により，良好な生活環境の

創出に取り組んでいく。 
 

○ＬＲＴの整備 

 
 

すべての市民の安全で快適な移動手

段を確保し，交通渋滞の緩和，環境負荷

の低減などを図るとともに，都市機能や

居住の誘導などのまちづくりと連携し

た公共交通ネットワークの構築に向け

て，その要となる東西基幹公共交通とし

てのＬＲＴの整備を進める。 
 

課
題
の
解
決
に
向
け
た
戦
略
的
な
取
組
を
選
定
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○街なか大谷石拠点創出事業 

 

本市の顔である中心市街地において，

歴史文化資源である大谷石建造物を活

用した賑わいスポットを創出し，中心市

街地の活性化や観光振興，歴史・文化情

報の発信などに繋げる。 
 

○バス路線の充実 
・バス路線の再編 

 ・バスの利用環境の整備 
 ・バスの利用促進 

公共交通空白地域の解消など公共交

通のサービス向上を図るため，ＬＲＴや

地域内交通と連携した効率的なバスネ

ットワークの構築や利用環境整備の促

進に取り組むとともに，自家用車から公

共交通への利用転換を図るため，効果的

な利用促進に取り組むなど，バス路線の

充実を図る。 
 

○交通ＩＣカードの導入 

 

鉄道，ＬＲＴ，バス，地域内交通の乗

降時間の短縮や乗り継ぎの円滑化等の

利便性向上を図るため，交通ＩＣカード

を導入する。 
 

○（仮称）大谷スマートＩＣの

整備 

 

市民や来訪者などの交通利便性の向

上，救急救命活動への支援や防災機能の

強化，更には大谷地域をはじめとする地

域振興を図るため，東北自動車道と大谷

街道交差部において，スマートＩＣを整

備する。 
 

○市民生活を支える上下水道

基幹施設・基幹管路の再構築

市民の重要なライフラインとして最

も重要であり，優先される事業である

「上下水道基幹施設・基幹管路の再構

築」による施設等の規模の適正化や強靭

化，将来の気候変動にも対応できる機能

向上を図り，水道水の安定供給や下水の

適正処理を推進し，快適な生活環境を確

保する。 
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基本施策 20 暮らしやすく魅力のある都市空間を形成する

 

現状・課題
超高齢・人口減少社会の到来，地方分権の進展，市民のライフス

タイルの多様化等を踏まえ，本市のまちづくりにおいては，都市基

盤等の既存ストックを活用しながら，これからの人口規模・構造や

都市活動に見合った持続可能なまちづくりの推進が求められてい

ます。 
こうした中，本市全体の活力をけん引する高次の商業・業務機能

などの都市機能や，市民の日常生活を支える生活利便機能の集積と

拠点性の向上，交通結節点としての機能強化や，防災性や利便性の

高い安全・安心で快適な居住環境の構築など，市民生活の質の向上

を図るとともに，公共交通などのネットワークの構築と連携を図り

ながら，持続的な都市の発展が可能となるよう，地域特性に応じた，

暮らしやすく魅力のある都市空間を形成することが重要になって

います。 
  

基 本 施 策

目 標

市内の各地域が，その特性に応じた個性や魅力，都市機能を備え，

コンパクトで調和のとれた暮らしやすい都市空間が形成されてい

ます。 
  

構 成 施 策
①地域特性に応じた土地利用の推進 
②地域特性を生かした魅力ある拠点の形成 
③地域特性に応じた安全で快適な市街地の形成 
④空き家・空き地対策の推進 
⑤都市景観の保全・創出 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

市内人口に占める都市拠点・地域拠点（都市機能

誘導区域と市街化調整区域の地域拠点）の人口割

合 
19.6% 20.4% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 地域特性に応じた土地利用の推進  

■ 施策目標 
  地域の個性や魅力を生かした土地利用が行われてい

ます。 

■ 施策指標 

産 

出 

都市拠点・地域拠点内（都市機能誘導区域と市

街化調整区域の地域拠点）に新規立地する誘導

施設数 
現状値 
H28 ― 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

都市拠点・地域拠点内（都市機能誘導区域と市

街化調整区域の地域拠点）における誘導施設の

充足状況（充足率） 
現状値 
H28 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 土地利用の適正化 
・市街化区域・市街化調整区域における

土地利用の適正化の推進 
 ・地区計画制度等の活用 

 
 土地利用の円滑化 

・ＬＲＴ沿線の土地利用の推進 
・地籍調査事業の推進 

 
 

  
② 地域特性を生かした魅力ある拠点の形成  

■ 施策目標 
  地域特性に応じた都市機能が集積された魅力ある拠

点が形成されています。 
■ 施策指標 
産 

出 

市街地開発事業等実施数 
現状値 
(H29.9) 調整中 目標値 

(H34) 調整中 

成 
果 

都市拠点内の人口 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 都市拠点の形成 
・ＪＲ宇都宮駅東口地区整備の推進 
・ＪＲ宇都宮駅西口周辺地区整備の推進

・東武宇都宮駅周辺地区整備の推進 
・市街地再開発事業の推進 
 

 地域拠点等の形成 
・地域拠点における都市機能の集積 
・ＪＲ岡本駅周辺整備の推進 

  
③ 地域特性に応じた安全で快適な市街地の形成  

■ 施策目標 
  安全で快適な居住環境を有した市街地が形成されて

います。 

■ 施策指標 

産 

出 

事業施行中地区における土地区画整理事業の整

備面積 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

事業施行中地区における土地区画整理事業地内

の人口密度 
現状値 
(H ) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 市街地の機能性・安全性の向上 
・土地区画整理事業の推進 
・市街地再開発事業の推進 
 

 緑と憩いの拠点づくりの推進 
・都市公園整備事業の推進 

 ・都市公園・緑地の再整備事業の推進 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

④ 空き家・空き地対策の推進  

■ 施策目標 
  市民等が空き家・空き地の発生の抑制や解消，有効な

活用に取り組めるよう，地域・事業者・行政が協働でき

る環境が整っています。 

■ 施策指標 

産 

出 

管理不全な状態等の空き家所有者等に対する指

導件数 
現状値 
(H29) 240 件 目標値 

(H34) 200 件 

成 

果 

解決率（改善された管理不全な状態等の空き家

／指導件数） 
現状値 
(H29) 35.4% 目標値 

(H34) 80% 
 

 発生・増加の抑制 
・専門家と連携した相談会等の開催 
・発生抑制に資する事業等の周知 
・木造住宅の耐震化促進 

 
 管理不全解消の促進 
 ・空き家実態調査の実施 
 ・空家法や条例に基づく措置 
 ・「管理」や「相続」に係る協力事業者の

紹介 
 
 有効活用の促進 
 ・空き家再生支援事業の推進 
 ・多様な活動主体の参画促進 
 ・民間賃貸住宅を活用した新たな住宅セ

ーフティネットの構築 
 

 
⑤ 都市景観の保全・創出  

■ 施策目標 
  市民協働により，地域資源を活用し地域特性に応じた

良好な都市景観が形成されています。 

■ 施策指標 

産 
出 

景観啓発・景観学習（出前講座，百景ツアー，

景観講演会等）参加者数 
現状値 
(H28) 525 人 目標値 

(H34) 815 人 

成 

果 

景観形成重点地区等の指定数 
現状値 
(H28) 7 地区 目標値 

(H34) 10 地区 
 

 市民の景観に対する意識の高揚と

主体的な取組の促進 
・景観学習の取組の充実 

 ・景観啓発事業の推進 
 ・地域の景観づくり組織への各種支援 
 
 地域特性を生かした都市景観づく

りの推進 
 ・魅力ある都市景観づくりの推進 
 ・中心市街地緑化事業 
 ・大谷石建造物の保全・活用の推進 
 ・都心部道路景観整備の推進 
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基本施策 21 快適な住環境と自然豊かな都市環境を創出する 

 

現状・課題
少子，高齢化の進行や，市民の住環境等に対するニーズの多様化

など，社会情勢が大きく変化するなか，市民のゆとりある住生活を

実現するために，地域の実情を踏まえた安全で快適な住環境を創出

することが重要になっています。また，潤いと安らぎのある市民生

活を実現するとともに，自然豊かな都市環境を次世代へ継承してい

けるよう，水と緑を保全・創出することが重要になっています。 
  

基 本 施 策

目 標

市民が，良好な居住環境の中で，水と緑に囲まれて快適に暮らし

ています。 
  

構 成 施 策
①安心で快適な住まいづくりの促進 
②水と緑の保全・創出 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H24） 

目標値 
（H34） 

住環境に満足している市民の割合 73% 75% 
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 安心で快適な住まいづくりの促進  

■ 施策目標 
  市民が，安全安心な住居やそれぞれのニーズに応じ

た住まい方を選択し，快適に暮らしています。 

■ 施策指標 
産 

出 

旧耐震木造住宅の戸別訪問件数 
現状値 
(H28) 1,117 件 目標値 

(H34) 2,100 件 

成 

果

住宅の耐震化率 
現状値 
(H28) 90.9% 目標値 

(H34) 95% 
 

 多様な居住ニーズに対応した支援

の充実 
 ・住宅取得・改修補助事業の推進 
 
 住宅セーフティネット機能の充実 

・市営住宅整備事業の推進 
 ・民間賃貸住宅の活用 
 
 居住誘導支援の充実 

・新たな居住誘導支援策の充実 
 ・金融機関等との連携事業の推進 
 
 住宅の安全性・快適性の向上 

・木造住宅耐震診断・改修補助事業の推進

・建築士による住宅相談事業の推進 
  
② 水と緑の保全・創出  

■ 施策目標 
  市民・事業者の主体的な活動により，樹林地の保全

や都市緑化が推進され，水と緑が豊かな都市環境が創

出されています。 

■ 施策指標 

産 
出 

緑地保全・緑化推進に係る緑化ボランティア活

動者数 
現状値 
(H29.8) 170 人 目標値 

(H34) 220 人 

成 

果 
緑地保全・緑化推進に係る活動箇所数 
現状値 
(H29.3) 321 箇所 目標値 

(H34) 346 箇所 
 

 緑地保全の推進 
・里山・樹林地の保全 
 

 都市緑化の推進 
 ・中心市街地緑化事業 
 
 緑を支える人材の育成・活用 
 ・花と緑に係る人づくりの推進 
 
 河川環境の保全 
 ・河川愛護活動事業の推進 
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第６章 分野別計画 

 

基本施策 22
誰もが快適に移動できる総合的な交通ネッ
トワークを構築する 

 

現状・課題
少子高齢化の進展などの社会情勢の変化に対応しながら，交通が

豊かな市民生活の実現に寄与できるよう，交通政策基本法が制定さ

れ，公共交通や自動車，自転車などの交通手段の機能の向上や連携

が求められているとともに，地域の移動手段の確保に向けて，行政

の担う役割が高まっています。また，高齢者の交通事故の増加に伴

い道路交通法が改正されるなど，移動しやすい交通環境に対する社

会的要請が高まっています。 
こうした中，本市の目指す都市の姿である「ネットワーク型コン

パクトシティ」の実現を支えるため，持続可能で利便性の高い交通

ネットワークの構築を進める必要があります。 
  

基 本 施 策

目 標

鉄道やＬＲＴ，バス，地域内交通や自動車，自転車，徒歩などの

あらゆる交通手段が効果的に連携した，安全・快適で，子どもや高

齢者，障がい者など，誰もが利用しやすい交通環境がつくられてい

ます。 
  

構 成 施 策
①公共交通ネットワークの充実 
②道路ネットワークの充実 
③自転車利用環境の充実 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

年間公共交通利用者数 調査中 調整中 

 

 
 

170



第６章 分野別計画 

 

○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 公共交通ネットワークの充実  

■ 施策目標 
  鉄道，ＬＲＴ，バス，地域内交通や自動車，自転車

などの交通手段が連携した誰もが利用しやすい交通環

境がつくられています。 

■ 施策指標 
産 

出

公共交通カバー率 
現状値 
(H28) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 

果 

公共交通の利用のしやすさ 
（アクセシビリティ調査） 
現状値 
(H28) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 
 

 ＬＲＴの整備 
・ＬＲＴ整備の推進 
 

 交通結節機能の充実 
・ＪＲ宇都宮駅西口駅前広場整備の推進 

 ・ＪＲ岡本駅周辺整備の推進 
 
 公共交通サービスの向上 

・バス路線の再編 
・地域内交通の充実 
・市街地部生活交通の確保 

 
 公共交通の利用促進 

・交通ＩＣカードの導入 
・公共交通利用転換策の推進 
・公共交通利用環境整備の促進  

  

② 道路ネットワークの充実  

■ 施策目標 
  円滑で機能的な道路ネットワークが構築されていま

す。 

■ 施策指標 
産 

出 

検討中 
現状値 
(H29) 調査中 目標値 

(H34) 調整中 

成 
果 

都市計画道路の整備率 ※特殊街路を除く 
現状値 
(H29.3) 70.8% 目標値 

(H34) 調整中 
 

 幹線道路の整備・機能の充実 
・幹線道路の整備 
・交差点・踏切改良の整備 
 

 広域アクセス性の充実 
・（仮称）大谷スマートＩＣの整備 

 
 道路環境の向上と機能保全 
 ・道路施設のアセットマネジメントの推進  
 ・道路バリアフリー化の推進 
 ・生活道路の整備 
 

  
③ 自転車利用環境の充実  

■ 施策目標 
  自転車が安全で快適に，楽しく利用できる環境が整

備されています。 

■ 施策指標 
産 

出 

自転車走行空間の整備延長 
現状値 
(H28) 22.9km 目標値 

(H34) 72.1km 

成 

果

自転車が関係する交通事故発生件数 
現状値 
(H28) 354 件/年 目標値 

(H34) 
300 件/年 

以下 
 

 安全な自転車利用環境の創出 
・自転車走行空間の整備 

 ・自転車利用者への交通安全教育 
  

 快適な自転車利用環境の創出 
 ・サイクリングロードの整備  
 ・休憩スポット（自転車の駅）の設置 
 ・自転車駐輪環境の充実 
 
 自転車利用・活用の促進 
・レンタサイクルの充実 

 ・サイクルステーションの充実 
 ・「自転車のまち宇都宮」の情報発信強化

 ・自転車通勤の促進 
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第６章 分野別計画 

 

基本施策 23 質の高い上下水道サービスを提供する 

 

現状・課題
水道通水１００年，下水処理開始５０年が経過し，「建設・拡張」

から「維持管理・更新」の時代へと変化し，更に今後，人口減少社

会の到来などに伴い経営の根幹である上下水道料金の増加が見込

めない状況にあります。このような中，全国的には大規模地震や局

地的豪雨等が毎年発生しており，本市においてもそれらに対応する

ため，老朽施設の適正な維持・更新や災害に強い施設の強靭化が求

められています。そうした厳しい環境にあっても，将来にわたり持

続可能なライフラインとして次世代に引き継ぐことが求められて

います。 
このため，長期的な視点で資産全体を効率的に管理・有効活用す

る「アセットマネジメント」に基づく事業経営を推進し，お客様重

視の質の高い上下水道サービスを提供することが重要となります。

  

基 本 施 策

目 標

安全・安心な水道水の供給と下水の適正処理が安定的に実施され

るとともに，上下水道施設等の整備や維持管理が適切に行われてい

ます。また，お客様ニーズを踏まえたサービスの充実が図られてい

ます。 
  

構 成 施 策
①安定した上下水道事業の推進 
②顧客に信頼される経営の推進 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H28） 

目標値 
（H34） 

水道普及率 97.9% 99.0％ 

公共下水道整備率 95.9% 97.5％ 
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第６章 分野別計画 

 

○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 安定した上下水道事業の推進  

■ 施策目標 
  安全・安心な水道水が安定的に供給されているとと

もに，下水が適正に処理されています。 

■ 施策指標 

産 

出 

①漏水調査発見件数 
②浸入水発見件数 
現状値 
(H28) 

①483 件

②197 件
目標値

(H34) 
①483 件以上 
②197 件以上 

成 

果 

①水道有収率 
②下水道有収率 
現状値 
(H28) 

①88.2%
②68.0%

目標値

(H34) 
①90.6% 
②70.3% 

 

 安全で安心な水道水の供給 
・水質管理の充実 

 ・継続的な安定給水の確保 
・高度な浄水機能の整備 
 

 下水の適正処理の推進 
 ・公共下水道（汚水管渠）の整備 
 ・処理場・ポンプ場の整備 
 ・合併処理浄化槽の設置促進 
 ・公衆衛生の向上 
 
 施設の適正な管理・機能向上 
 ・災害や事故に強い上下水道の整備 
 ・漏水対策の推進 
 ・浸入水対策の推進 
 

  
② 顧客に信頼される経営の推進  

■ 施策目標 
  顧客を重視した経営により，質の高い上下水道サー

ビスが提供されています。 

■ 施策指標 
産 
出 

検討中 
現状値 
(H ) － 目標値 

(H34) － 

成 

果 
顧客満足度 
現状値 
(H28) 68.9% 目標値 

(H34) 75% 
 

 最良なサービスの提供 
・お客様満足度の向上 
・戦略的な広報・広聴活動の充実 
・顧客ニーズを踏まえたサービスの提供 
 

 環境負荷低減の推進 
 ・省エネルギー対策の推進 
 ・再生可能エネルギー・資源の有効活用 
 
 健全な経営の推進 
 ・持続可能な健全経営の推進 
 ・「アセットマネジメント」による戦略的

な経営の推進 
・技術の継承と人材確保・育成の推進 
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第６章 分野別計画 

 

２ 各政策の柱を支える行政経営基盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 24 強固な行政経営基盤を確立する 
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第６章 分野別計画 

 

基本施策 24 強固な行政経営基盤を確立する 

 

現状・課題
目前に迫った人口減少や少子・超高齢化の一層の進行，更には，

社会インフラの老朽化や市民ニーズの細分化などに伴い，行政課題

がますます高度化・多様化している一方で，ＩＣＴの急速な発展や

公共サービスにおける民間の活動領域の拡大など，自治体経営を取

り巻く環境も大きく変化しています。 
こうした中，本市が将来にわたって持続的に発展していくために

は，「施策・事業の選択と経営資源の集中」により，効果的・効率

的にまちづくりを進めることができる強固な行政経営基盤の確立

がより一層重要になっています。 
 

  

基 本 施 策

目 標

本市の行政運営を効果的・効率的に行うことで，強固な行政経営

基盤が確立されています。 
 

  

構 成 施 策
①効果的で効率的な行政経営システムの確立 
②地区行政の推進 
③行政の組織力の向上 
④財政基盤の確立 
⑤情報化の推進 

 

【基本施策指標】 

項 目 現状値 
（H ） 

目標値 
（H34） 

検討中 － － 
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第６章 分野別計画 

 

○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

① 効果的で効率的な行政経営システムの確立  

■ 施策目標 
  限りある経営資源を適切に配分することで，最少の

経費で最大の効果を挙げる行政経営を行っています。 

■ 施策指標 

産 

出 

「行革プラン」の進捗状況（全取組中，順調に

進められている取組の割合） 
現状値 
(H28) 98.2％ 目標値 

(H34) 
95％以上を

維持 

成 

果 

市民１人当たりの行政コスト（純経常行政コス

ト） 
現状値 
(H28) 調査中 目標値 

(H34) 
現在の水準

を維持 
 

 経営資源を適切に配分し，活用する

仕組みの充実 
・「行革プラン」に基づく事務事業の継続

的改善 
・公有財産の適正管理の推進 
・行政評価システムの推進 
 

 最適な主体・手法によるサービスの

提供 
・まちづくりに必要な機能の確保 

 ・民間活力の積極的な活用 
 
 都市間連携の強化 

・広域的共同・協力事業の推進 
・都市間の政策的連携の推進 

  
② 地区行政の推進  

■ 施策目標 
  住み慣れた地域で誰もが暮らしやすく，市民生活に

密着したサービスを展開する地域行政機関が整ってい

ます。 

■ 施策指標 

産 
出 

地区市民センターなどの地域行政機関窓口での

申請取扱い件数 
現状値 
(H28) 303,575 件

目標値 
(H34) 350,000 件 

成 

果 
地区市民センターなどの地域行政機関を利用し

やすいと感じている市民の割合 
現状値 
(H28) 67.7% 目標値 

(H34) 76%以上 
 

 地域行政機関の機能強化 
・市民生活に密着した窓口サービスの充実

・地域と行政をつなぐコーディネート機能

の強化 
・推進体制の最適化 

 

  
 
 

 

 

 

177
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○ 施策の体系 ( ) 基本事業 
 ・ 主な構成事業 

③ 行政の組織力の向上  

■ 施策目標 
  行政が，組織力を高め，様々なまちづくりの課題に

対応しています。 

■ 施策指標 
産 

出 

管理・監督職のマネジメント研修受講率 
現状値 
(H28) 100% 目標値 

(H34) 100% 

成 

果

組織目標達成率 
現状値 
(H28) 98.6% 目標値

(H34) 100% 
 

 意欲や能力に応じた人材活用の推進 
・人材確保の充実 
・目標管理制度の充実 
・人材の効果的な活用の推進 
 

 「自律行動型職員」の育成 
 ・各種研修や人事評価を活用した人材育

成の推進 
 ・キャリア形成支援の推進 
 ・女性職員の活躍推進 

  
④ 財政基盤の確立  

■ 施策目標 
  将来にわたる財政の健全性が確保されています。 

■ 施策指標 
産 

出

市税等の収納率 
現状値 
(H28) 95.7% 目標値

(H34)
前年度の収納

率を上回る 

成 

果 

①経常収支比率 
②公債費負担比率 

現状値 
(H28 決算)

①92.9%
②12.8%

目標値

(H34)
①80%台 
②15%以内 

 

 持続可能な財政構造の構築 
・財源配分の最適化 
・市債・基金の適正管理 
 

 財源の充実強化 
 ・自主財源の確保 
 

  
⑤ 情報化の推進  

■ 施策目標 
  ICT を有効に活用することにより，行政手続の利便

性や行政事務の効率性が向上し，行政サービスの充実

が図られています。 

■ 施策指標 
産 

出 

位置情報を付加したオープンデータ数 
現状値 
(H28) 

36 件

（8.7%）件
目標値 
(H34) 

72 件 
（17.5%）件 

成 

果

GIS（まちかど情報マップ）へのアクセス数 
現状値 
(H28) 299,754 目標値 

(H34) 330,000 件 
 

 
 ICT を活用した行政運営の効率

化・高度化（行政情報化） 
・市民生活に身近な行政サービスの電子

化の推進 
・ＩＣＴを活用した市政情報 

の戦略的な発信 
・情報システム最適化の推進 

 
 市民・事業者の ICT 利活用促進（地

域情報化） 
・官民データ活用の推進 
・ＩＣＴを利活用した地域課題の解決 

 ・ＡＩ・ＩｏＴ基盤の整備 
 
 情報セキュリティ対策の強化 
 ・市民，事業者に対する情報セキュリテ

ィの周知・啓発 
 ・ＩＣＴ人材の育成 
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第  
 

章 

 

計画の着実な推進に向けて

１ 各施策分野における個別計画の 

  策定 

２ 総合計画実施計画と行政評価， 

中期財政計画，予算の連携 

 ３ 指標を用いた計画の達成状況の 

把握 
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第７章 計画の着実な推進に向けて 

１ 各施策分野における個別計画の策定 

 

 「総合計画基本計画」に掲げた施策における事業の優先化・重点化や，他施策にお

ける関連事業との連携を図り，施策の実効性を高めるため，必要に応じて，各施策分

野における個別計画などを策定します。 
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第７章 計画の着実な推進に向けて 

２ 総合計画実施計画と行政評価，中期財政計画，予算の連携

 

「総合計画基本計画」に掲げた施策・事業の取組の具体化を図るため，「総合計画

実施計画」を策定します。 

「総合計画実施計画」は社会経済状況の変化などに適切かつ柔軟に対応できるよう，

市民意識調査の結果や各種指標を踏まえた「行政評価」の結果，「中期財政計画」で

明らかにする財政収支の見通しなどを活用しながら，総合的な視点で毎年見直します。 

そして，毎年の予算編成は，「総合計画実施計画」などを考慮し，経営資源の配分

を行い，様々な状況に対応した施策を推進します。 

このような一連の「Ｐｌａｎ（政策形成）－Ｄｏ（実施）－Ｃｈｅｃｋ（評価）－

Ａｃｔｉｏｎ（改善）」のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を適切に行い，

「計画行政システム」の充実・強化を図ることで，総合計画を着実に推進します。 

  

 

 

基本構想 

基本計画 

個
別
計
画

補完

具
体
化

実施計画 
（基本計画の実行プログラム）

予算への

反映 

政策決定した予算 

予算執行

事業実施 

実施計画の見直し 

行政評価 中期財政計画 

宇都宮市総合計画 
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３ 指標を用いた計画の達成状況の把握 

 

「総合計画基本計画」の達成状況を把握するため，分野別計画に掲げる施策ごとの

指標や構成事業の進捗に加え，各施策の「市民満足度指標」を設定し，市民の各分野

に対する満足度やニーズの変化を把握していきます。 

「市民満足度」については，毎年，各施策について，意識調査を行い，その結果を

行政評価において活用し，その後の計画の推進に活かしていきます。 

 

【市民満足度】 

 政策の柱Ⅰ  子育て・教育・学習 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

    

 

 政策の柱Ⅱ  健康・福祉・医療 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

 

今後，調査 

今後，調査 
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 政策の柱Ⅲ  安心・協働・共生 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

    

 

 政策の柱Ⅳ  魅力・交流・文化 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

 

 

 

今後，調査 

今後，調査 

183



第７章 計画の着実な推進に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政策の柱Ⅴ  産業・環境 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

    

    

 

 政策の柱Ⅵ  都市空間・交通 

基本施策 指標名 現状値 目標値 

    

    

    

    

今後，調査 

今後，調査 
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